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    令和３年第２回吉岡町議会定例会会議録第１号     

令和３年６月１日（火曜日） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 第１号 

   令和３年６月１日（火曜日）午前９時３０分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 報告第 ２号 株式会社吉岡町振興公社の経営状況報告 

                                （報告・質疑） 

日程第 ４ 報告第 ３号 吉岡町土地開発公社の経営状況報告 

                                （報告・質疑） 

日程第 ５ 報告第 ４号 令和２年度吉岡町一般会計繰越明許費繰越計算書 

                                （報告・質疑） 

日程第 ６ 報告第 ５号 令和２年度吉岡町水道事業会計予算繰越計算書 

                                （報告・質疑） 

日程第 ７ 報告第 ６号 令和２年度吉岡町下水道事業会計予算繰越計算書 

                                （報告・質疑） 

日程第 ８ 議案第４１号 政治倫理の確立のための吉岡町長の資産等の公開に関する条例の一部を

改正する条例 

                                （提案・質疑・付託） 

日程第 ９ 議案第４２号 吉岡町税条例の一部を改正する条例 

                                （提案・質疑・付託） 

日程第１０ 議案第４３号 訴えの提起について 

                                （提案・質疑・付託） 

日程第１１ 議案第４４号 町道路線の認定・廃止について 

                                （提案・質疑・付託） 

日程第１２ 議案第４６号 令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管改修工事請負契

約の締結について 

                                （提案・質疑・付託） 

日程第１３ 議案第４５号 令和３年度吉岡町一般会計補正予算（第２号） 

                                （提案・質疑・付託） 

日程第１４ 請願第 ２号 家族従業者の人権保障のため「所得税法第５６条の廃止を求める意見
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書」採択を求める請願 

                                （趣旨説明・付託） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１３人） 

  １番 小 林 静 弥 君    ２番 冨 岡 栄 一 君 

  ３番 飯 塚 憲 治 君    ４番  嶋   隆 君 

  ５番 富 岡 大 志 君    ６番 金 谷 康 弘 君 

  ８番 村 越 哲 夫 君    ９番 坂 田 一 広 君 

 １０番 飯 島   衛 君   １１番 平 形   薫 君 

 １２番 山 畑 祐 男 君   １３番 小 池 春 雄 君 

 １４番 岩 﨑 信 幸 君     

欠席議員 なし 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

町 長 柴 﨑 德一郎 君  副 町 長 野 村 幸 孝 君 

教 育 長 山 口 和 良 君  総 務 課 長 髙 田 栄 二 君 

企 画 財 政 課 長 髙 𣘺 淳 巳 君  住 民 課 長 中 島   繁 君 

健康子育て課長 米 沢 弘 幸 君  介 護 福 祉 課 長 永 井 勇一郎 君 

産 業 観 光 課 長 岸   一 憲 君  建 設 課 長 大 澤 正 弘 君 

税 務 会 計 課 長 中 澤 礼 子 君  上 下 水 道 課 長 笹 沢 邦 男 君 

教育委員会事務局長 小 林 康 弘 君    

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  福 島 良 一     主      事  岸   美 穂 
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開会・開議 

          午前９時３０分開会・開議 

議  長（岩﨑信幸君） 皆さん、おはようございます。 

      ただいまの出席議員は１３名です。定足数に達していますので令和３年第２回吉岡町議

会定例会を開会します。 

      これから、本日の会議を開きます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

町長挨拶 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長から発言の申入れがありましたので、これを許可します。 

      柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） おはようございます。 

      令和３年第２回吉岡町議会定例会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

      本日、令和３年第２回定例議会が議員各位の出席の下、開会できますことに、感謝と御

礼を申し上げます。 

      初夏らしいからっとした好天に恵まれる日もあれば、まるで梅雨時を思わせるうっとう

しい天気もありと、季節の移ろいを感じさせる今日この頃でありますが、皆さんご存じの

とおり、新型コロナウイルス感染拡大防止のための群馬県のまん延防止等重点措置が５月

１６日から６月１３日までの間実施が決定され、県内１０市町が指定されており、感染者

の減少傾向が見られるものの、重症化事例の増加などまだまだ予断を許さない状況でござ

います。 

      さて、本定例会では、議案１１件を上程させていただきました。何とぞ慎重審議の上、

可決くださいますようお願い申し上げます。 

      議員皆様方におかれましては、大変お忙しい中ではございますが、よろしくお願い申し

上げまして、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。 

      本日は、大変お世話になります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

諸般の報告 

議  長（岩﨑信幸君） これより諸般の報告をいたします。 

      お手元に配付してある書面のとおりです。それをもって諸般の報告といたします。 

      議事日程（第１号）により会議を進めます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
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議  長（岩﨑信幸君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、１番小林静弥議

員、２番冨岡栄一議員を指名します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２ 会期の決定 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

      会期の決定は、議会運営委員会に付託してありますので、山畑委員長からの委員会報告

を求めます。 

      山畑議員。 

              〔議会運営委員長 山畑祐男君登壇〕 

議会運営委員長（山畑祐男君） １２番山畑です。 

      議会運営委員会からの報告を行います。 

      令和３年５月２６日水曜日、午前９時半から全員協議会室において、委員全員、議長、

副議長、執行側からは町長、副町長、教育長、関係課長、局長の出席の下、議会運営委員

会を開催し、令和３年第２回定例会の会期及び会期日程について協議をいたしました。 

      本定例会の会期は、本日６月１日火曜日から６月９日水曜日までの９日間です。 

      一般質問は６月２日水曜日と３日木曜日の２日間です。 

      なお、会期日程の詳細につきましては、お手元に配付したとおりでございます。 

      以上、報告といたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 

      お諮りします。 

      ただいまの山畑委員長の報告のとおり、会期を本日６月１日から９日までの９日間とし

たいと思います。これにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 異議なしと認めます。よって、会期は６月１日から９日までの９日間と決

定しました。 

      なお、日程はお手元に配付したとおりであります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第３ 報告第２号 株式会社吉岡町振興公社の経営状況報告 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第３、報告第２号 株式会社吉岡町振興公社の経営状況報告を議題と

いたします。 

      柴﨑町長より報告を求めます。 

      柴﨑町長。 
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              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 報告第２号 株式会社吉岡町振興公社の経営状況報告について説明を申

し上げます。 

      株式会社吉岡町振興公社の令和２年度（第１９期）の事業概要及び決算の状況、並びに

令和３年度（第２０期）の事業及び予算に関する計画書の提出があったので、地方自治法

第２４３条の３第２項の規定により、関係書類を添えて議会に報告するものであります。 

      その他詳細につきましては、総務課長に説明をさせますのでよろしくお願い申し上げま

す。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙田総務課長。 

              〔総務課長 髙田栄二君発言〕 

総務課長（髙田栄二君） それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

      添付書類の事業報告書並びに事業計画書を説明させていただきます。 

      議案書を１枚めくっていただきまして、令和２年度（第１９期）事業報告書から説明さ

せていただきます。 

      ２ページをご覧ください。 

      １の事業の経過及びその成果の（ウ）今年度の取組と成果についてご覧ください。 

      令和２年度につきましても、吉岡町振興公社が指定管理している当該施設の優位性を生

かした特徴的な機能を最大限発揮させることを目標として、様々な事業に取り組んでまい

りましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止による臨時休館や、その後の利用者の低

迷が続いたことから、吉岡町振興公社全体の売上高は１億７１８万１，０００円、前期比

７，３１９万７，０００円の減となり、売上総利益は前期比５，３０７万９，０００円減

の９，１９５万８，０００円となりました。 

      経費につきましては、ほとんどの勘定科目で減少したことにより、販売費及び一般管理

費は前期比２，４７１万７，０００円減の１億２，２４４万８，０００円となりました。 

      その結果、営業利益は前期比２，８３６万２，０００円減のマイナス３，０４９万円、

経常利益は前期比３，０００万３，０００円減のマイナス２，８６１万７，０００円、そ

して、最終的な当期純利益につきましてはマイナス８１２万５，０００円となりました。 

      続きまして、３ページ、２の部門別の状況をご覧ください。 

      （ア）のよしおか温泉リバートピア吉岡についてですが、①から⑤には、よしおか温泉

リバートピア吉岡の今期の主な取組内容が記載されております。１年間の入館者数は前期

比４７．１％減の１４万３，０４６人で、前年に対し１２万７，１１７人の減となりまし

た。これは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月から５月までの臨時休館並

びに引き続くコロナ禍による影響が主な原因であると考えられます。 
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      収入につきましては、１ページはぐっていただきまして、４ページ上段の表にもありま

すとおり、入館者数の減少の影響により全ての勘定科目で減少いたしました。温泉全体の

純売上高といたしましては７，２５９万８，０００円となり、前期比５０．４％、７，１

３６万８，０００円の減となりました。 

      次に、（イ）の吉岡町緑地運動公園をご覧ください。①から④につきましては、緑地運

動公園の今期の主な取組内容が記載されております。 

      下段の表にもありますとおり、緑地運動公園全体の利用者数は合計で前期比７，４７８

人減の３万９３人、利用料の合計は５ページの上段の表にありますとおり前期比１９２万

６，０００円減の１，６１２万１，０００円でした。ケイマンゴルフを除いた全ての部門

で利用者数及び利用料とも減少となっております。 

      次に、（ウ）の道の駅よしおか温泉をご覧ください。 

      令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止により、イベントはほとん

ど中止になりましたが、一番下の表にあるとおり、開催されたイベントにつきましては、

吉岡町振興公社では積極的に協力を行いました。 

      次の６ページには、令和３年３月３１日現在の、３といたしまして株主、４といたしま

して役員、５といたしまして運営組織及び従業員の状況、また６といたしまして安全衛生

管理、７といたしまして救急救命・避難訓練の実施状況が記載されております。 

      次に、附属書類の説明をさせていただきます。 

      ７ページには、２期比較損益計算書、次の８ページには、年度ごとの温泉の入館者数月

次推移表及びグラフ、９ページには株式会社吉岡町振興公社の組織図が掲載されておりま

す。 

      引き続き添付書類の決算報告書の説明をさせていただきます。 

      １１ページ及び１２ページの貸借対照表をご覧ください。 

      まず、１１ページのほうからですけれども、資産の部ですが、流動資産の合計が４，２

４７万８，３０９円、少し下に下っていただきまして、固定資産の計が１，０７８万６，

９１７円、繰延資産の計が３０万円となり、資産の部の計といたしまして５，３５６万５，

２２６円となっております。 

      負債の部といたしましては、全て流動負債で１，８１５万７，８０１円、純資産の部は

資本金の１，０００万円と、下から２番目の利益剰余金２，５４０万７，４２５円を合わ

せて３，５４０万７，４２５円となり、負債及び純資産の部の計は５，３５６万５，２２

６円となっております。 

      次に、１３ページ及び１４ページの損益計算書をご覧ください。 

      まず営業損益ですが、売上高から売上原価を差し引いた売上総利益が９，１９５万７，
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９０９円となり、そこから販売費及び一般管理費を差し引いた営業利益はマイナス３，０

４８万９，８１６円となりました。 

      営業外収益１８８万９，０２０円から、次の営業外費用１万６，１９５円を差し引いた

額に営業利益を足した額であるマイナス２，８６１万６，９９１円が一番下の経常利益と

なります。その経常利益に次の１４ページの上段の特別利益の２，０６８万４，６１４円

を足し、税引前当期純利益がマイナス７９３万２，３７７円となりました。そこから法人

税・住民税・事業税の８万１，４００円と仮払税金消却の１１万１，７００円を差し引い

た額マイナス８１２万５，４７７円が当期の純利益として計上されております。 

      続いて、１５ページは株主資本等変動計算書、及び１６ページは個別の注記表になって

ございます。 

      最終の１７ページには、監査役により監査報告があり、適正かつ正確であることが認め

られております。 

      続きまして、もう一つのつづりになりますが、令和３年度（第２０期）事業計画書をご

覧ください。 

      １枚ページをはぐっていただきまして、２ページから３ページが令和３年度（第２０

期）の事業計画となります。 

      まず、１では、令和３年度の吉岡町振興公社の方向と事業計画といたしまして、新型コ

ロナウイルス感染症対策を徹底して行い、引き続き複合施設としての優位性を前面に打ち

出した取組を進めるとともに、利用者の健康増進の場として利用促進の取組やマスコミ効

果の活用などＰＲ活動の充実によるより広域的な誘客活動に取り組むことが記載されてお

ります。 

      ２では、部門別の事業計画が記載されておりまして、（１）よしおか温泉リバートピア

吉岡では、①緑地運動公園利用者の取り込み、②ファミリー層の誘客促進、③芝生広場の

利用促進、④利用者満足度の向上の４点、そして（２）の吉岡町緑地運動公園といたしま

しては、①健康増進を目的とした利用促進、②滞在型施設としてのＰＲ活動、③魅力向上

策の検討の３点が掲げられておりまして、また（３）の道の駅よしおか温泉としては、①

利用者満足度の向上、②おもてなしの拠点としての取組の２点がそれぞれ重要課題として

取り上げられております。 

      ４ページには収支予算書といたしまして、前期実績と当期予算の２期比較損益計算書が

記載されております。 

      ２０期では１９期に続き、引き続き新型コロナウイルス感染症対策のための営業時間短

縮の影響等によるマイナス予算となっております。その中で、通年券廃止に伴い、それに

替わるサービスとしての回数券の売上高の増、また燃料費及び水道光熱費の増を見込みま



 - 9 -

した。これらに伴い、最終的な当期純利益といたしましては、前期実績比７５５万５，０

００円増のマイナス５７万円を見込んでおります。 

      以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 振興公社につきましては、以前にも話したことがありましたけれども、今

報告がありましたけれども、６ページにもありますけれども、役員、取締役の中で代表は

小野里さんがいるわけでありますけれども、聞くところによりますとこの方は夕方になる

と、５時頃になるともう帰っちゃうんだという話で、温泉は夕方からが本当の勝負である

と思うんですよね。そういう中で本当に経営をやっているのかどうかという指摘がござい

ます。私はそのこともよく耳にします。早く帰っちゃうんだよと。果たしてそういう形で

本当にいいんだろうかと、私は疑問を持っているんですよね。やはり最初から、それは毎

日いろと言いませんけれども、少なくても月のうちの半分くらいは、早く５時上がりでも

いいですけれども、半分くらいは終わり近くまでいて、お客さんの流れとか様々なものを

見て回る必要があると思うんですよね。そこの一番責任のある人が不在になるということ

は、果たしてどういうことかと。これは利用している多くの方からもそういう意見が出て

おりまして、私そういうことも聞いております。その辺も何とかせねばならない問題だと

思っています。やはり、そこにいることによって全てが見られることだと思うんですよね。

そこのところを町長としてどういうふうに思っているのか。 

      それと、振興公社、ここは田口の前橋が行っております道の駅の工事も着々と進んでい

るようでありますけれども、それに対抗する戦略も立てていかないと私は埋もれてしまう

んではないかという危機感を持っているんですけれども、それに対抗する新たな考え、こ

れについてはどのような協議がなされて、今後どういう方向で進もうとしているのかちょ

っと見えてきませんので、それについての考えをお示しを願いたいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 小池議員のほうから社長の対応、そして前橋市が今進めている新しい道

の駅に対する対抗策ということでご質問をいただきました。 

      まず、社長につきましては、自分としては経営を一切合財任しているというそういう状

況下でございます。そういった中で前から指摘をいただいている、最後までいらっしゃら

ないというそういう話も聞いておりますが、その辺についてはまた社長のほうともお話を

時々出している状況ではあります。また改めてその辺の経営的な内容というんですか、そ
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の辺もお伺いをしていきたいと思っております。 

      それから、前橋市の対抗策という話でございますけれども、正直言って前橋市さんと対

抗するつもりは全くございません。ご承知のとおり前橋市さんが造る道の駅は、桁違いの

大きな道の駅というように伺っております。そういった中で吉岡町としての道の駅をどう

いうふうに進めていくか、これから今振興公社とも当然協議をしていって、町としての道

の駅がどういうものであるかというのを懇談会等今ありますので、そういう中で協議をし

ていけたらと思っております。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 町長が向こうの社長とそういうふうな話をしているけれども、まだ改善は

されていないと思うんですよね。やっぱり社長はそこにいて、営業の開始から最後までを

見届けてそして経営状態がどうなっているのか、お客さんの状態がどうなっているのか、

それに対する職員の対応はどういうふうになっているかというのを最後まで見届ける責任

というのがあると思うんですよね。だから、話をしたからいいじゃなくてちゃんとそのこ

とは強く申し入れて、社長としての責任を持ってもらって、任せているんですから、任し

ているんだから自由にやってくれというんじゃありませんからね、振興公社として社長と

して、町長も入っていますし、取締役として副町長、町長も入っているわけですから、当

然のことながらまるきり民間のところでどこかに売っちゃったわけでもないわけですから、

そこはしっかりとした指導もしていっていただきたい。 

      それと、先ほど私は前橋市の道の駅ができることについて、対抗じゃなくてどのように

対応していくか。ただ手をこまねいていては、近くに大きいのができればそれにみんなの

み込まれちゃって、そして結果的には吉岡町の振興公社が持っている全ての施設が今より

ももっともっと成り立たなくなるということを避けなくちゃならない。やはりよしおか温

泉リバートピアであれば、ここは道の駅なりの特色を出して、それを生かしていく、そう

いう戦略が必要だと思うんですよね。ただ手をこまねいているんじゃなくて、小さくても

ぴりっと光る、また味のあるものに仕上げていかなければならないと思います。 

      そのために私は、生き残り戦術というのは戦略として立てていくべきだと思うんですよ

ね。けんかすればけんかにならないですけれども、特徴として特徴を持って、やはり吉岡

町の道の駅は必要ですよね、あそこはいいですよねというふうに言われていかなければ、

埋没していっちゃうことをやっぱり恐れる、そのことは恐れなきゃならない。しっかりと

した対応策を持ってやっぱりあそこは必要ですね、いいですねと言われる施設にしていか

なきゃならないと思うんですよね。そのための戦略を私は立てていかなければ、しまいに

はそこに埋没するというか、なくてもいい施設になっちゃいますから、そういうことのな
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いような形での戦略を考えていくべきだと、これもやはり多くの英知を結集していくべき

だと思うんですが、それについて再度決意をお伺いしたいと思いますけれども。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） いろいろとお伝えいただきまして、ありがとうございます。町としても

よしおか温泉道の駅、この場所につきましては、町の独自性であります温泉があって、す

ばらしい景色があって、スポーツ施設があってと、この特色あるよしおか温泉道の駅をさ

らに独自性があるものに研究していきたいと思っております。地域の中であって何か光る

ものをそこに見いだしていけたらとこんなふうに考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 代表取締役に対しての指導といいますか、責任ある対応についてもご回答

お願いします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 振興公社ともしっかりと協議、また話をしていきたいと思っております。 

議  長（岩﨑信幸君） ほかにありませんか。平形議員。 

              〔１１番 平形 薫君発言〕 

１ １ 番（平形 薫君） 最初に質問しますけれども、７ページの損益の計算書のところで、経常利

益のところに補助金助成金収入２，０６８万５，０００円とこうありますけれども、それ

から事業計画のほうですね、事業計画の４ページ目のところで同じく経常利益の項目で補

助金助成金収入、予定でしょうけれども、当期予算額ですかね、令和３年４月からだから、

３００万円入ることになっておりますが、これの補助金をここに入れた、何といいますか

経緯というんですかね、どういうふうに決められてこの金額をどういうふうにどこでどう

いうふうに決めて、ここに入れたのか、その経緯についてご説明を願いたい。 

議  長（岩﨑信幸君） 岸産業観光課長。 

              〔産業観光課長 岸 一憲君発言〕 

産業観光課長（岸 一憲君） 決算にあります補助金助成金の内訳を申し上げますので、これにつき

ましては町が補助したということではございませんので、あくまで国でやっております雇

用調整助成金ですね、こちらが約１，７７０万円、それから緊急雇用安定助成金が６３万

７，０００円ほどですね、それからやはり国の持続化給付金ございましたよね、これが２

００万円ですね。そのほか町でやりました経営支援助成金、町では１０万円でしたので、

こちらも補助を、補助というか助成金を交付しております。そういうものの国等から頂い
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た助成金等の合計で２，０６８万５，０００円という計になっておりまして、今年度の予

算に計上されておりますのもほとんどが雇用調整助成金の６月までの分で見込んでおりま

すので、その辺についてはちょっと、今年度については多少の前後があるかと思いますけ

れども、予算ということで３００万円を計上させていただいたというところでございます。

以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 平形議員。 

              〔１１番 平形 薫君発言〕 

１ １ 番（平形 薫君） 国からということで、大幅な赤字になる予定が８００万円ほどの赤字で済

むと、数字上はなったわけなんですけれども、経営状況の報告を見ますと、小池議員から

かなり具体的な住民からの問題提起といいますか、そういう話があったんですけれども、

振興公社、この温泉の目的が住民の福祉の向上ということでお題目が唱えられているわけ

なんですが、それでもある程度お客様相手のことですので、やっぱり損益計算書を書く以

上、大幅な赤字とかいうのは困るわけです。今回の場合は、新型コロナウイルスの影響に

よりということなんですけれども、いろんなところで売上高とか、当然使う費用も少なく

なっていますから、大分下がってはおるんですけれども、事業報告書を見ますと、お客様

の入館者が少ない、温泉に入る人が少ないということなんですけれども、やっぱり町から

も指定管理料とか出しているわけなので、国からも今回の場合には補助金を頂けるという

ことなんでしょうけれども、事業報告書の中にやはりいかにして経費を削減するかという、

一般的に赤字が見込まれる以上、経費を削減しなければいけないという意識はあると思う

んですよ。それが記載されていない。これは記載されていないんだけれども、温泉ではや

っているんだと私は思っているわけなんですね。その経費削減の努力というので１つか２

つくらい挙げていただけたら幸いなんですけれども。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この報告の中に経費削減を幾らされたという数字載っていませんけれど

も、公社の中においてそれぞれが対応されて、コロナ禍においての節減等を行ってきたと

いうことは、当然実施されてきたということでご理解いただきたいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 平形議員。 

              〔１１番 平形 薫君発言〕 

１ １ 番（平形 薫君） ３回しか質問できないので最後になりますけれども、この５ページの利用

料の推移、あるいはその前のページの４ページ目の最後のほうに利用者数の推移とありま

して、ここにケイマンゴルフがあるんですけれども、利用者数が増えている。それから、

利用料も当然増えているわけですね。スポーツ施設の売上げの半分をこのケイマンゴルフ
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で出しているという格好になっているわけなんですけれども、ところが事業報告書を見ま

したり、その後の事業計画を、令和３年度の事業計画書を見ますと、パークゴルフ等には

言及されておるんですけれども、ケイマンゴルフがこのコロナ禍の状況でどうして増えて、

今後増えたことの原因を突き止めたならば、さらにこれをケイマンゴルフに力をいろんな

ところに入れて、お客様に来ていただくという経営努力みたいなものがこの報告書には一

切書かれていないんですよ。 

      私はこれは非常に重要なことだと思うんですよ。この状況下においてケイマンゴルフが、

ほかのゴルフ場だってみんな利用者数は減っているんですよ。ケイマンゴルフが増えてい

ると私は見てびっくりしましたね。何か理由があるんですよ。それは吉岡の運動施設があ

る中で、非常に何といいますか、希少価値があって来たいという人がいるわけなんですよ。

そこをもっと盛り立ててやればもっとお客が来るんじゃないかなというふうに単純に思っ

てしまうんですね。そこのところの経営報告が全然ないんですけれども、書かれていない

んですけれども、多分検討はされていると思うんですよね。そこのところをちょっとお尋

ねしたいんです。 

      これが最後の質問なので、もう一度ちょっと付け足しておきますけれども、今言った単

純な私みたいな一般市民が思うことが書かれていないんですよ、大変重要な経営状況報告

の中に。しかも、先ほどの議員もありましたように、夕刻になって代表取締役が帰ってし

まうなんてね、夕刻になったらお客さんがいっぱい来るわけじゃないですか。朝っぱらか

らあまり来る人いない。夕刻のほうがやっぱり来ると思いますよ、お客さんは。そのとき

に実態を把握するという意味では、経営者としてはその場にいなければいけないというの

は、当たり前の話ですよね。そういうことを踏まえると、経営をやっていこうという意識

がないんじゃないかなと思うんですよ。そういうふうに思われてしまう。だから、それを

払拭するためにもやっぱり１つですけれども、ケイマンゴルフは何で人が増えてどういう

ふうに力を入れればお客様が来てもらえるのかと、ケイマンゴルフ場だけのことを言って

いますけれども、ほかにもいろいろなところにあると思うんですよね。そういう経営努力

を示された経営状況報告であってほしいというふうに思うんですよね。いかがでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 岸産業観光課長。 

              〔産業観光課長 岸 一憲君発言〕 

産業観光課長（岸 一憲君） 議員さんご指摘のとおり、経営努力されていることはもちろん事実で

あると、またケイマンゴルフの利用者が増えているということにつきましては、経過の中

で報告、記載がないということでございますけれども、確かにケイマンゴルフについては

このコロナ禍の中で利用者が増えているということで、公社のほうでもいろいろな手だて

をしているんだということを聞いておるんですけれども、やはり新たな新しいお客さん、
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あるいは家族で来るような方が、新しいお客さんが見られるという話も聞いております。

報告にないということは、多くの方に利用されている公社のほうの努力もあるかと思いま

すけれども、やはり今まで利用されていた方がさらに利用を増やしていただいている、こ

れも聞いております。報告には少々控えめなことになってしまったかなというふうには思

っておりますけれども、もちろん今後のことについてもこの辺には力を入れていくんだと

いうことで聞いておりますので、その辺も今回入れられればよかったかなというふうには

考えております。以上です。（「終わります」の声あり） 

議  長（岩﨑信幸君） ほかにありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      本件は報告でございますので、これにて終結いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第４ 報告第３号 吉岡町土地開発公社の経営状況報告 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第４、報告第３号 吉岡町土地開発公社の経営状況報告を議題といた

します。 

      柴﨑町長より報告を求めます。 

      柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 報告第３号 吉岡町土地開発公社の経営状況報告について説明を申し上

げます。 

      吉岡町土地開発公社の令和２年度事業及び決算概要、令和３年度予算、事業及び資金に

関する計画書の提出があったので、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、関係

書類を添えて議会に報告するものであります。 

      詳細につきましては、総務課長に説明させますのでよろしくお願い申し上げます。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙田総務課長。 

              〔総務課長 髙田栄二君発言〕 

総務課長（髙田栄二君） それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

      説明につきましては、公社から提出されました令和２年度決算書、令和３年度予算、事

業計画、資金計画により説明させていただきます。 

      まず、令和２年の事業概要ですが、決算書の２ページをご覧ください。 

      事業報告書から説明させていただきます。 

      事業概要の総括事項として、本年度における吉岡町の土地開発公社の事業といたしまし

ては、公有地取得事業の用地取得及び用地売却はございませんでした。 
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      経営の状況ですが、本年度決算は収益的収支において、収入３，５０５円、支出１９６

万４，６２０円となり、差引き１９６万１，１１５円の損失を計上し、繰越準備金は１，

６４３万２，６１６円となり、資本的収支につきましては、収入ゼロ、支出ゼロ、差引き

ゼロとなりました。 

      続きまして、４ページをご覧ください。 

      まず、収益的収支について説明させていただきます。全て決算額のみ読み上げさせてい

ただきます。 

      １事業収益はゼロ円となっております。２事業外収益につきましては３，５０５円で、

内訳といたしましては、第１項受取利息が３，５０５円、第２項雑収益がゼロ円となり、

収益的収入の合計は３，５０５円となります。 

      続きまして、５ページをご覧ください。 

      収益的支出についてですが、１の事業原価については執行がございませんでした。 

      ２の販売費及び一般管理費は１９６万４，６２０円となっており、事務経費となってお

ります。 

      ３の事業外費用、４の特別損失、５の予備費については執行がございませんでしたので、

支出の合計は１９６万４，６２０円となります。 

      続いて、６ページをご覧ください。 

      資本的収支についてですが、こちらは収入支出ともにゼロ円となっております。 

      続いて、７ページをご覧ください。 

      損益計算書については、販売費及び一般管理費は１９６万４，６２０円で、先ほどご説

明申し上げましたとおりでございます。事業総利益から販売費及び一般管理費の合計を差

し引きますとマイナスとなりますので、事業損失が１９６万４，６２０円となります。 

      ４事業外収益については、（１）の受取利息が３，５０５円のみで、事業外収益は３，

５０５円となります。 

      ５事業外費用については、ゼロ円となっております。 

      事業損失に事業外収益を加算、そこから事業外費用を差し引き、経常損失が１９６万１，

１１５円となります。 

      特別利益、特別損失、予備費についてはありませんので、当期純損失及び当期損失は１

９６万１，１１５円となります。 

      続いて、８ページをご覧ください。 

      貸借対照表についてご説明いたします。 

      最初に資産の部ですが、１流動資産は現金及び預金が２，００７万５，１９９円のみと

なり、合計も２，００７万５，１９９円となります。 
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      現金及び預金の内訳ですが、１１ページに明細書がございますので、こちらで説明させ

ていただきます。 

      １１ページをご覧ください。 

      こちらは、現金及び預金明細表になります。 

      現在、現金は保有しておりません。 

      普通預金が群馬銀行吉岡支店７万４，１９９円、北群渋川農業協同組合南支店が１，０

００円、定期預金が北群渋川農業協同組合南支店が２，０００万円となっております。 

      ８ページにお戻りください。 

      公有用地につきましては、現在所有しておりません。 

      資産の部をご覧ください。 

      ２固定資産は、マイクロバス２台分で残存分が１３５万７，４１７円です。これを流動

資産と合わせまして、資産の部の合計は２，１４３万２，６１６円となります。 

      続いて、負債の部ですが、ゼロ円となっております。 

      続いて、資本の部ですが、資本金の（１）基本財産が５００万円です。こちらは設立団

体である町からの出資金となってございます。 

      ２準備金についてですが、（１）前年度繰越準備金が１，８３９万３，７３１円、

（２）当期純損失が１９６万１，１１５円で、計といたしまして１，６４３万２，６１６

円となります。これと基本財産を合わせまして資本の部の合計は、２，１４３万２，６１

６円となります。 

      負債の部ゼロ円、資本の部２，１４３万２，６１６円となりますので、負債資本の合計

額は２，１４３万２，６１６円となりまして、資産の部の合計と一致する形となります。 

      計算書の次は、監査役による監査報告があり、添付の令和２年度吉岡町土地開発公社決

算審査意見書のとおり、適正かつ正確であることが認められております。 

      決算書の説明については、以上となります。 

      続きまして、令和３年度の予算、事業計画、資金計画についてご説明申し上げます。 

      ページをはぐっていただいて、２ページをご覧ください。 

      第２条ですが、収益的収入及び支出の予定額を定めるもので、収益的収入２，０００円、

収益的支出が２１４万１，０００円で、差引き２１３万９，０００円の損失が見込まれて

おります。 

      次に、第３条で資本的収入及び支出の予定額を定めておりますが、令和２年度当初では、

事業を予定しておりませんので、資本的収入額及び支出額ともにゼロ円となっております。 

      ３ページをご覧ください。 

      第４条の長期借入金の限度額及び第５条の一時借入金の最高額については、借入れの予
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定はありませんので、ゼロ円となっております。 

      続いて、４ページをご覧ください。 

      上段が事業計画、下段が資金計画となります。 

      事業計画については、本年度予定がありませんので、全てゼロ円となっております。 

      資金計画ですが、受入資金は受取利息の２，０００円と、前年度繰越金の１，９８６万

３，０００円で、受入資金合計は１，９８６万５，０００円となります。 

      支払資金は、販売費及び一般管理費のうち、マイクロバスの減価償却費を除いた６８万

８，０００円と予備費１０万円で、支払資金の本年度予定額は７８万８，０００円となり、

受入資金から支払資金を差し引いた額は１，９０７万７，０００円となります。 

      なお、予算及び計画は、決算見込額に基づき策定しているため、先ほどご説明申し上げ

ました令和２年度決算書に記載された額とは一部異なりますので、あらかじめご了承いた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

      なお、予算説明書については割愛させていただきます。 

      以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） ただいまの報告がありましたように、吉岡町土地開発公社そのものがもう

時代の要請でできたわけですけれども、ほとんどもう有名無実になっております。という

のは、全国的に土地開発公社が残っている市町村というのは本当にごくまれになっている

と思います。これは、用地の先行取得ということで本来議会には関係なく、そこで一定の

ところで話がついたら、もうそこのところで土地を買っちゃって、そして先行取得して、

議決を得てそれをまた町が買い戻すという、いわゆるバブルのときの古い遺産なんですよ

ね。今町が必要とするのは、必要だということであればここが必要ですということで予算

化して、議会の議決を求めればそこで売買が成立する、要はそこで十分足りるわけですよ

ね。しかし、この時代というのが土地バブルの時代で、いろんな様々な問題を残した市町

村もあります。あそこのところを買ってやらあ、そうかいじゃあ買ってください、先行取

得しておいて、それでもう必要もないところもどんどん買っちゃったりして、後になって

要らない、訳の分からない土地が出てきたということで、多くの市町村で問題になったん

ですよね。そういう時代もありました。 

      しかしもう、先行取得をすると、土地開発公社が買って、それで後で今度は町がそれを

買い戻すと、買い戻すときに議会の議決が必要なだけで、時代遅れなんですよ。財政担当

の方は知っていると思うんですけれども、群馬県で幾つの市町村がやっていますか。相当
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な数のところで土地開発公社というのはなくしていると思うんですよね。私、以前から言

っているんですけれども、これはもう必要のないものでしょうというふうに思っているん

ですけれども、これを開発公社として存続させておかなければならない理由というのは何

かございますか。分かっていれば群馬県内で幾つの自治体が土地開発公社を持っているか、

幾つぐらいの市町村が廃止したか、それとこれからもまだこの土地開発公社を利用する意

味が今の時代にあるかと思うかどうかということの確認をしておきたいと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 県下の町村にどのくらいあるかにつきましては、ちょっと手元に資料あ

りませんので、また調べさせていただきたいと思いますが、この土地開発公社、バブル時

期の遺産じゃないかとそういうお話でございますけれども、自分としても今後の事業展開

によってこの公社の利活用、また検討できればと思っているところでございます。そうい

う中で、もう少し県下の状況等もまた確認をしながら、検討していきたいと思っておりま

す。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 県下の状況、担当課でも全然分からないですか。大体なくなっているとい

う話、みんな知っているんですよ。分からない。分からない。総務課長、答えますか。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙田総務課長。 

              〔総務課長 髙田栄二君発言〕 

総務課長（髙田栄二君） 公社につきましては、県のほうの指導が毎年入りまして、その中で状況等

の資料を頂いているんですけれども、今の担当課のほうが担当替わったばかりで、この資

料を今ここでは持ち合わせていないんですけれども、下のほうに資料はございます。また、

小池議員ご指摘のとおり、公社については塩漬け土地問題とか、要は地価が物すごく上昇

していたときに早く土地を買って、用地を確保しておかないと大変なことになるというよ

うな前提が要素として１つあったというのもございます。今の状況は、先ほど申しました

とおり、ご指摘いただいたとおり、そういう意味においては存在意義がないんですけれど

も、補助財源を確保するとか、あるいは地権者の意向等踏まえたときの用地の確保といっ

た点で、まだ活用する要素があるのではないかというところがございまして、廃止に踏み

切っていないのが町の実情でございます。 

      また、件数等については、調べればすぐ分かることでございますので、また後日回答さ

せていただければと思います。以上です。 
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議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 今課長が言ったように、そうなんですよ、買っておいて塩漬けにしちゃっ

て、塩漬けにされたまま処分に困ったという歴史的背景もあるんですよ。何であんなとこ

ろを買っちゃったかねというところもたくさんあったんですよ。そういうことがあっての

で、恐らく県内でも土地開発公社が存続している市町村は幾つもないと思うんですよ。そ

れと、問題になったのがバブルのときであって、議会の議決を得ないで先行取得ができる

ということがあったんですよね。でも、先行取得するというのは、ちゃんと議会は開かれ

るわけですから、議会はいつでも臨時議会開けるんですから、ここを買いますと言えばそ

れは議会を開いて当然買えることですから、先行取得で議会にも後でいいやということで、

いやそうなんですよ、買うときは一定の予算は持っていて開発公社がしておいて、中身を

買うときというのは、その予算の範囲だったら問題なかったんですよ。それで、だから先

行取得なんですよ、枠を持っていてそれで先行取得する、どこのところを買うんじゃない

んですよ。議会で必要なのは、公社からそれを買い戻しをするときにまた議会の議決が必

要なんですよ。ですから、そういう意味では、全国の市町村が開発公社をなくしたという

のが議会の形骸化にもつながるし、透明性にも欠けるということから、必要ないというこ

とで廃止をしているという経過がありますので、ぜひそのことも含めまして、今後におき

ましては土地開発公社の存続も含めた検討をぜひともしていただきたいということを求め

まして、質問を終わります。 

議  長（岩﨑信幸君） 要望ですね。先ほどの件数につきましては、提出を求めますか。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 後で出してください。 

議  長（岩﨑信幸君） 分かりました。じゃあ後で提出をお願いします。ほかにありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      本件は報告でございますので、これにて終結いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第５ 報告第４号 令和２年度吉岡町一般会計繰越明許費繰越計算書 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第５、報告第４号 令和２年度度吉岡町一般会計繰越明許費繰越計算

書を議題といたします。 

      柴﨑町長より報告を求めます。 

      柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 
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町  長（柴﨑德一郎君） 報告第４号 令和２年度吉岡町一般会計繰越明許費繰越計算書について、

報告を申し上げます。 

      繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の５月３１日ま

でに繰越計算書を調製し、次の議会においてこれを報告するという地方自治法施行令第１

４６条第２項の規定により報告させていただくものでございます。 

      なお、詳細につきましては企画財政課長に説明させますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙𣘺企画財政課長。 

              〔企画財政課長 髙𣘺淳巳君発言〕 

企画財政課長（髙𣘺淳巳君） それでは、２ページ、令和２年度吉岡町一般会計繰越明許費繰越計算

書をご覧ください。 

      今回報告させていただく令和２年度の繰越明許は、全部で２３事業でございます。 

      まず１段目、１款１項議会費の議会広報印刷製本業務で７８万６，０００円が全額翌年

度繰越しとなり、財源内訳につきましては全額一般財源となります。松本印刷工業株式会

社と契約を締結し、４月２３日に発行済みとなっております。 

      次に、２段目でありますが、２款総務費１項総務管理費の令和２年度第６次吉岡町総合

計画策定業務で６１４万７，０００円が全額翌年度繰越しとなり、財源内訳につきまして

は全額一般財源となります。今後、中学生ワークショップや審議会などを開催していく予

定となっております。 

      次に３段目、委託路線におけるＩＣカード導入に係る負担金１８０万円で、全額が翌年

度繰越しとなります。財源につきましては全て一般財源です。各路線とも令和３年度中の

導入に向けて進んでいる状況であります。 

      次に４段目、３款民生費１項社会福祉費、障害福祉システム改修業務１０４万５，００

０円で、全額が翌年度繰越しとなります。財源につきましては、未収入特定財源で国庫支

出金が４５万４，０００円、残額の５９万１，０００円が一般財源となります。本事業に

つきましては、１１月２０日に完了予定となっております。 

      次の２項児童福祉の明治学童クラブ新設事業５４１万２，０００円は、全額翌年度繰越

しとなり、財源につきましては、未収入特定財源で地方債が４３０万円、残額の１１１万

２，０００円が一般財源となります。こちらは、建築設計業務と地盤調査を実施するもの

ですが、株式会社高橋建築設計事務所と契約を締結し、５月２８日に業務が完了しており

ます。 

      次に、６段目、４款衛生費１項保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種事業２６

７万９，０００円は、全額翌年度繰越しとなり、財源につきましては、全額が未収入特定



 - 21 -

財源で国庫支出金となります。ワクチン接種会場で使用する仕切りなど、感染予防備品を

購入する予定です。 

      次に、新生児臨時給付金支給事業ですが、予算金額８９０万円のうち１００万２，００

０円が翌年度繰越しで、財源につきましては、全額が一般財源です。こちらは、３月まで

の出生児に対する４月１日以降の申請に対するものとなっております。 

      次の町道鳥居木・屋敷前線雨水対策工事から、３ページの下から３段目橋梁維持補修工

事につきましては、全て８款土木費２項道路橋梁費となっております。 

      それでは、まず２ページの町道鳥居木・屋敷前線雨水対策工事４００万円ですが、全額

翌年度繰越しとなり、財源につきましては、全額一般財源となります。株式会社原沢組と

契約を締結し、７月３０日に業務が完了する予定となっております。 

      次に、２ページ最後の町道並木・前屋敷線側溝布設替え工事５００万円ですが、全額翌

年度繰越しとなり、財源につきましては、全額が一般財源となります。こちらは、株式会

社飯塚組と契約を締結し、６月３０日に業務が完了する予定となっております。 

      ３ページに移りまして、町道大久保・南下線道路改修工事の１５０万円ですが、こちら

も全額翌年度繰越しとなり、財源につきましては、全額一般財源となります。株式会社飯

塚組と契約を締結し、８月３１日に業務が完了する予定です。 

      次に、町道三宮・駒寄線道路改良工事の２，９０５万９，０００円ですが、こちらも全

額翌年度繰越しとなります。財源につきましては、未収入特定財源として２，６１０万円

が地方債、残りの２９５万９，０００円が一般財源となります。事業の進捗状況ですが、

株式会社飯塚組などと契約を締結しており、４月３０日に事業が完了しております。 

      次の町道金竹西・吉開戸線ほか２路線道路改良工事は、予算金額９９１万円のうち、９

８０万円が翌年度繰越しで、財源につきましては、未収入特定財源として８７０万円が地

方債、残りの１１０万円が一般財源となります。こちらは、町道金竹西・吉開戸線ほか２

路線の測量設計委託料となり、関東測量株式会社と契約を締結しており、９月３０日に業

務が完了する予定となっております。 

      次に町道熊野・吉開戸線道路改良工事は、予算金額２，７８３万８，０００円のうち２，

７７８万６，０００円が翌年度繰越しで、財源につきましては未収入特定財源として国庫

支出金が１，２６４万３，０００円、地方債が１，１３０万円、残りの３８４万３，００

０円が一般財源となります。こちらは、工事費や用地買収費、補償費となり、既に発注済

みの工事費や契約済みの用地買収費以外の部分につき、今後発注及び契約を実施し、今年

度中に事業が完了する予定となっております。 

      次に、橋梁維持補修工事２，９００万１，０００円ですが、全額翌年度繰越しとなり、

財源につきましては未収入特定財源として国庫支出金が５２８万円、地方債が１，８８０
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万円、残りの４９２万１，０００円が一般財源となります。こちらは、町内の橋梁５橋に

対する工事費や監理業務委託費となり、工事につきましては、株式会社飯塚組と契約を締

結し、６月１８日に業務が完了する予定です。 

      その下、４項都市計画費の国土強靱化地域計画策定業務４９３万円は、全額翌年度繰越

しとなり、財源につきましては、全額が一般財源となります。国際航業株式会社群馬営業

所と契約を締結し、８月３１日に業務が完了する予定となっております。 

      ３ページ最後の都市計画道路見直し検討業務５２０万円は、全額翌年度繰越しとなり、

財源につきましては全額が一般財源となります。玉野総合コンサルタント株式会社群馬営

業所と契約を締結し、７月３０日に業務が完了する予定となっております。 

      次、４ページをご覧ください。 

      駒寄スマートインターチェンジ大型車対応化事業２億１，６１５万４，０００円ですが、

全額翌年度繰越しとなります。財源につきましては、未収入特定財源として１億１，３０

２万５，０００円が国庫支出金、６，９９８万９，０００円が諸収入で、こちらは前橋市

からの負担金となります。また、２，５８０万円が地方債、残額の７３４万円が一般財源

となります。事業の進捗状況ですが、繰越金額の大部分であるＮＥＸＣＯ東日本が施工す

る工事部分につきましては、９月５日までに完了予定となっております。町が施工する側

道部分の舗装工事などにつきましては、株式会社飯塚組と契約を締結し、６月１８日に業

務が完了する予定です。また、前橋市への負担金は、繰越事業の金額確定後に完了する予

定となっております。 

      次に、城山みはらし公園階段補修工事４００万円は、全額翌年度繰越しとなり、財源に

つきましては、全額が一般財源となります。勝野建設株式会社と契約を締結し、７月３０

日に工事が完了する予定です。 

      次に、９款１項消防費の地域防災計画修正業務４７３万円は、全額翌年度繰越しとなり、

全て一般財源となります。株式会社測研と契約を締結し、８月３１日に業務が完了する予

定です。 

      次に、１０款教育費１項教育総務費の吉中生東京オリンピック観戦事業は、予算金額１

５１万４，０００円のうち２０万２，０００円が翌年度繰越しで、財源につきましては、

全て一般財源となります。既に、本事業につきましては中止の決定がされておりますが、

現時点でチケット代金の支払い義務が生じているため、チケット代金の２０万２，０００

円のみ繰り越すものとなります。 

      次の２項小学校費、駒小エレベーター改修事業は、予算金額１，１８５万８，０００円

のうち、１，１４７万３，０００円が翌年度繰越しで、財源につきましては、未収入特定

財源として国庫支出金が２９８万８，０００円、地方債が７６０万円、残りの８８万５，
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０００円が一般財源となります。事業の進捗状況ですが、東芝エレベーター株式会社北関

東支社と契約を締結しており、８月２０日に事業完了予定です。 

      ５ページに移りまして、３項中学校費、吉中トイレ改修及び給水設備更新事業１億６，

２０３万円は、全額翌年度繰越しとなり、財源につきましては、未収入特定財源として国

庫支出金が４，５９７万７，０００円、地方債が９，１８０万円、残りの２，４２５万３，

０００円が一般財源となります。進捗状況でございますが、先週の５月２７日に条件付一

般競争入札を実施し、小野里・勝野ＪＶと仮契約を締結、令和４年１月２０日に事業完了

予定です。なお、この契約締結につきましては、この後、議案第４６号として教育委員会

より提案予定となっております。 

      最後、６項給食センター費、学校給食調理施設整備計画基本構想策定業務委託２２５万

５，０００円は、全額翌年度繰越しとなり、財源につきましては、全て一般財源となりま

す。進捗状況ですが、株式会社福島建築設計事務所と契約を締結しており、６月３０日に

事業完了の予定です。 

      以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      本件は報告でございますので、これにて終結いたします。 

      ここで休憩を取りたいと思います。再開を１１時００分といたします。 

          午前１０時３９分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前１１時００分再開 

議  長（岩﨑信幸君） 会議を再開します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第６ 報告第５号 令和２年度吉岡町水道事業会計予算繰越計算書 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第６、報告第５号 令和２年度吉岡町水道事業会計予算繰越計算書を

議題とします。 

      柴﨑町長より報告を求めます。 

      柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 報告第５号 令和２年度吉岡町水道事業会計予算繰越計算書について、

ご報告を申し上げます。 
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      令和２年度水道事業に係る繰越計算書を、地方公営企業法第２６条第３項の規定により

報告するものでございます。 

      詳細につきましては、上下水道課長より説明をさせますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

議  長（岩﨑信幸君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） 町長の補足説明をさせていただきます。 

      ２ページ、繰越計算書をご覧ください。 

      地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額でございます。 

      １款資本的支出１項建設改良費、事業名、配水管布設工事、予算計上額６，８０９万円、

全額翌年度繰越額で、財源内訳は工事負担金となります。 

      内容ですが、大久保駒寄スマートインター東地区に出店の大型商業施設開発に伴います

受託工事を繰越しするものでございます。商業施設開発により支障が生じます既設配水管

の移設を目的とした開発事業者からの受託工事となりますが、手続などの調整に時間を要

したことから、繰越しをしたものでございます。 

      進捗状況につきましては、配水管布設替え工事及び工事に伴う施工監理業務を既に発注

しており、布設替え工事は３工区に分割発注を行い、栄和設備株式会社ほか町内業者とそ

れぞれ契約締結し、令和３年７月中に完成する予定です。 

      以上、補足説明とさせていただきます。 

議  長（岩﨑信幸君） 報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      本件は報告でございますので、これにて終結いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第７ 報告第６号 令和２年度吉岡町下水道事業会計予算繰越計算書 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第７、報告第６号 令和２年度吉岡町下水道事業会計予算繰越計算書

を議題とします。 

      柴﨑町長より報告を求めます。 

      柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 報告第６号 令和２年度吉岡町下水道事業会計予算繰越計算書について、

ご報告を申し上げます。 
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      令和２年度下水道事業に係る繰越計算書を、地方公営企業法第２６条第３項の規定によ

り報告するものです。 

      詳細につきましては、上下水道課長より説明をさせますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

議  長（岩﨑信幸君） 笹沢上下水道課長。 

              〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕 

上下水道課長（笹沢邦男君） 町長の補足説明をさせていただきます。 

      ２ページ繰越計算書をご覧ください。 

      地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額でございます。 

      １款資本的支出１項建設改良費、事業名、管渠新設工事、予算計上額１億１，４４０万

円、全額翌年度繰越額で、財源内訳については企業債５，１９０万円、国庫補助金５，４

４５万１，０００円、損益勘定留保資金８０４万９，０００円です。 

      内容については、下水道事業管渠整備における国庫補助金が上半期に追加交付されたこ

とから、新設箇所の増加による次年度繰越しでございます。 

      工事の場所につきましては、現在下水道供用開始区域拡大に向け整備をしております大

久保道城辺玉地区の一部で、延長１，０４８メーター、新設管渠の計画で令和３年１２月

末の完成を予定しております。 

      以上、補足説明とさせていただきます。 

議  長（岩﨑信幸君） 報告が終わりました。 

      これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      本件は報告でございますので、これにて終結いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第８ 議案第４１号 政治倫理の確立のための吉岡町長の資産等の公開に関する条

例の一部を改正する条例 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第８、議案第４１号 政治倫理の確立のための吉岡町長の資産等の公

開に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

      柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

      柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第４１号 政治倫理の確立のための吉岡町長の資産等の公開に関す

る条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。 
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      本議案は、郵便貯金法の廃止等及び条例の見直しに伴う字句の整理を行うため、所要の

改正を行うものであります。 

      その他、詳細につきましては、総務課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可

決いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙田総務課長。 

              〔総務課長 髙田栄二君発言〕 

総務課長（髙田栄二君） それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

      改正点につきましては、新旧対照表にて説明をさせていただきます。 

      議案書をはぐっていただきまして、新旧対照表をご覧ください。左側の新と書いてある

のが改正案でございます。右側の旧と書いてあるのが現行の条例になります。 

      まず、第１条の改正ですが、字句の整理となります。 

      第２条の改正ですけれども、第２条第１項第４号の改正ですが、郵政民営化が実施され

た際の郵便貯金法が廃止されたことに伴いまして、郵便貯金は廃止されておりますので、

本条例から「郵便貯金」の字句を削るものでございます。 

      次に、第５号を削る改正ですが、こちらは、証券取引法の一部改正に伴い、信託の受益

権が有価証券とされることとなりまして、別立てとする必要がなくなったため削るもので

ございます。 

      次に、第６号の改正ですが、証券取引法の一部改正に伴いまして、法律の名称が「金融

商品取引法」に改正された経緯がございましたが、その改正を行うものでございます。 

      第７号以下の改正は、第５号を削ったことに伴いまして、号番号をそれぞれ繰り上げる

ものでございます。 

      それでは、条例案にお戻りいただきまして、附則をご覧ください。 

      この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。 

      以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第４１号は、総務産業常任委員会に付託します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第９ 議案第４２号 吉岡町税条例の一部を改正する条例 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第９、議案第４２号 吉岡町税条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。 
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      柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

      柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第４２号 吉岡町税条例の一部を改正する条例について、提案理由

の説明を申し上げます。 

      地方税法等の一部を改正する法律が公布されたため、吉岡町税条例の一部を速やかに改

正する必要が生じました。 

      詳細につきましては税務会計課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可決いた

だきますようお願い申し上げます。 

議  長（岩﨑信幸君） 中澤税務会計課長。 

              〔税務会計課長 中澤礼子君発言〕 

税務会計課長（中澤礼子君） それでは、議案第４２号 吉岡町税条例の一部を改正する条例につい

て、町長の補足説明をさせていただきます。 

      今回の改正の主なものは、個人の町民税の非課税限度額等における国外居住親族の取扱

の見直しとなります。個人の町民税均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる

扶養親族から年齢３０歳以上７０歳未満の非居住者であって、次のいずれにも該当しない

ものを除外することとされました。 

      １留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 

      ２障害者 

      ３その納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払いを３８万

円以上受けている者となります。 

      それでは、具体的な改正点を新旧対照表で説明させていただきます。 

      Ａ４、９ページまである吉岡町税条例新旧対照表をご覧ください。右側の旧が改正前、

左側の新が改正後で、下線の部分が改正箇所でございます。 

      １ページをご覧ください。 

      第４条は、吉岡町行政手続条例第２条第６項を同条例第２条第７号に改め、条例の改正

に伴い字句の整理を行うものであります。 

      次に、第２０条は吉岡町税条例第７３条第２項を同条例第７２条第２項に改め、条例の

改正に伴う字句の整理を行うものでございます。 

      次に、第２４条第２項は、今回の改正の主なものでございます。 

      地方税法施行令個人の町民税の均等割の非課税の範囲についての改正に伴う改正による

もので、均等割の非課税限度額について、その基準の判定に用いる扶養親族の範囲を扶養

控除の取扱と同様とするものでございます。 
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      次に、２ページから３ページをご覧ください。 

      第３４条の７第２号は、所得税法施行令の公益の増進に著しく寄与する法人の範囲の改

正に伴う改正によるもので、特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金税額控除につい

て、その対象となる寄附金から出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外す

るもの等でございます。 

      ３ページ下段から４ページをご覧ください。 

      第３６条の３の３も今回の改正の主なものでございます。 

      地方税法個人の町民税の公的年金受給者の扶養親族申告書の改正に伴う改正によるもの

で、均等割の非課税限度額について、その基準の判定に用いる扶養親族の範囲を扶養控除

の取扱と同様とするものでございます。 

      次に、４ページ下段をご覧ください。 

      第６９条は、「及び都市計画税」を削り、条例の改正に伴い字句の整理を行うものでご

ざいます。 

      次に、第７３条は、「土地分類図」を「土壌分類図」に改め、条例の改正に伴い字句の

整理を行うものでございます。 

      ５ページをご覧ください。 

      第９０条は、身体障害者福祉法の法律番号を加え、条例の改正に伴い字句の整理を行う

ものでございます。 

      次に、附則でございます。 

      ６ページをご覧ください。 

      附則第５条も今回の改正の主なものでございます。地方税法附則の個人の町民税の所得

割の非課税の範囲について、改正に伴う改正によるもので所得割の非課税限度額について

その基準の判定に用いる扶養親族の範囲を扶養控除の取扱と同様とするものでございます。 

      次に、附則第６条は、地方税法附則の個人の町民税のセルフメディケーション税制の延

長の改正に伴う改正で、平成３０年度から令和４年度を５年延長し、令和９年度までとす

るものでございます。 

      ７ページから８ページをご覧ください。 

      附則第８条は、地方税法附則の個人の町民税附則第６条第４項及び第５項に規定されて

いる場合を引用しているため、言葉での説明を地方税法附則に置き換え、並びに条例の見

直しに伴い字句の整理を行うもの等でございます。 

      ９ページをご覧ください。 

      附則第２５条は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため国税関係法律の臨

時特例に関する法律令和２年法律番号を「第２６号」から「第２５号」にするものでござ
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います。 

      以上で、吉岡町税条例新旧対照表の説明を終わります。 

      続いて、Ａ４縦の議案書１ページ下段の附則をご覧ください。 

      第１条は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行するものでござ

います。 

      第２条は、町民税に関する経過措置でございます。 

      以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第４２号は、総務産業常任委員会に付託します。 

      この間、暫時休憩とします。 

          午前１１時１５分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前１１時２１分再開 

議  長（岩﨑信幸君） 会議を再開します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１０ 議案第４３号 訴えの提起について 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第１０、議案第４３号 訴えの提起についてを議題とします。 

      柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

      柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第４３号 訴えの提起について、提案理由の説明を申し上げます。 

      本件は、吉岡町町営住宅の家賃を長期にわたり滞納している者を相手として、町営住宅

の明渡し並びに滞納家賃及び損害金の支払いを求める請求の訴えを提起したいので、地方

自治法第９６条の第１項第１２号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

      詳細につきましては建設課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可決いただき

ますようお願い申し上げます。 

議  長（岩﨑信幸君） 大澤建設課長。 

              〔建設課長 大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君） それでは、議案第４３号 訴えの提起について説明をさせていただきます。 

      １訴えの相手方でございますが、住所、氏名につきましては、資料に記載されていると



 - 30 -

おりでございます。 

      続いて、２事件の要旨でございます。相手方は、町営住宅の家賃を長期にわたり滞納し、

再三にわたる催告にもかかわらずこれを支払わなかったため、吉岡町町営住宅管理条例第

３８条第１項の規定に基づき、入居許可を取り消し、町営住宅の明渡し、並びに滞納賃料

及び損害金の支払を求めるものでございます。 

      続いて、３請求の趣旨でございます。 

      （１）相手方に対し、町営住宅の明渡しを求める。 

      （２）相手方に対し、滞納住宅家賃１９０万７，１３０円及び令和２年１０月１日以降

明渡し済みまで月額２万３００円の損害金の支払いを求める。損害金については、吉岡町

町営住宅管理条例第３８条第４項の規定に基づくものでございます。 

      （３）相手方に対し、訴訟費用の負担を求める。 

      以上の３点でございます。 

      続いて、４訴訟遂行の方針でございます。 

      （１）判決の結果、必要がある場合は上訴する。 

      （２）相手方が町営住宅を明け渡し、及び本件請求に係る一切の債務を解消する旨の申

出をし、かつそれらの履行が見込まれる場合は、和解する。 

      （３）弁護士を代理弁護士に選任し、訴訟を遂行する。 

      以上の３点でございます。 

      以上、内容の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第４３号は、総務産業常任委員会に付託します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１１ 議案第４４号 町道路線の認定・廃止について 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第１１、議案第４４号 町道路線の認定・廃止についてを議題としま

す。 

      柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

      柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第４４号 町道路線の認定・廃止について提案理由の説明を申し上

げます。 
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      道路法に基づき、町道の認定及び廃止により道路網の整備をするため、提案するもので

ございます。 

      詳細につきましては建設課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可決いただき

ますようお願い申し上げます。 

議  長（岩﨑信幸君） 大澤建設課長。 

              〔建設課長 大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君） それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

      今般の町道路線の認定及び廃止は、株式会社ジョイフル本田との開発協議に伴うもので

ございます。 

      最初に廃止路線について説明をいたします。 

      町道路線廃止調書の１ページをご覧ください。 

      こちらの表は、廃止の該当路線の一覧表でございます。廃止は、全部で９路線でござい

ます。路線番号、路線名は、それぞれの個別の廃止路線を示しております。起点と終点は、

廃止の区間を地番で示したものでございます。 

      続いて、２ページの案内図をご覧ください。図面の上側が北方向でございます。 

      廃止路線は、黄色で着色されたラインで示しており、丸の印が起点、矢印の先が終点を

示しております。その脇の数字は、廃止調書の路線番号を示したものでございます 

      廃止路線につきましては、ジョイフル本田から都市計画法第３２条の規定に基づく、同

意申請書の提出があったものでございます。この同意申請書を受け、町道の用途廃止申請

部分を含む９路線の廃止を行うものでございます。 

      続きまして、新たに認定する路線について説明をいたします。 

      町道路線認定調書の１ページと２ページをご覧ください。 

      新規認定路線は、整理番号１の熊野吉開戸線から、整理番号７の吉開戸７号線までの７

路線でございます。２ページの案内図におけるピンクで着色された路線でございます。 

      なお、ジョイフル本田の開発区域は、案内図のほぼ中央の範囲でございます。駒寄スマ

ートインターチェンジ上り線側の出入口付近を起点とする路線番号４５１８の路線をその

まま東に吉岡バイパスまで結んだ線の南側のエリアで、東側は吉岡バイパスと路線番号４

５１９の路線、西側は関越自動車道の側道、南側は県道南新井前橋線に囲まれた範囲でご

ざいます。 

      認定路線につきましては、大きく分けて開発事業で新たに整備される路線と、既存町道

の整理路線の２種類でございます。 

      開発事業で新たに整備される路線は、路線番号が４５１８の七日市１４号線で、駒寄ス

マートインターチェンジの上り線出入口に直結する形状の路線でございます。 
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      その他の路線につきましては、町道の廃止に伴う整理路線で、６路線ございます。 

      案内図の上から路線番号４２３１の熊野吉開戸線、路線番号４５１７の七日市１３号線、

路線番号４５１９の片貝４号線、続いて県道南新井前橋線の南側、路線番号４５２０の大

松吉開戸線、路線番号４５２１の吉開戸６号線、路線番号４５２２の吉開戸７号線、以上

６路線でございます。 

      今回の更新によりまして、町道の路線数は１，６６０路線となり、総延長は暫定ではご

ざいますが、約３２２キロメートルとなります。 

      以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第４４号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１２ 議案第４６号 令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管改

修工事請負契約の締結について 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第１２、議案第４６号 令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイ

レ・給水管改修工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

      柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

      柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第４６号 令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管

改修工事請負契約の締結について、提案説明を申し上げます。 

      令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管改修工事の請負契約を締結した

いので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

      契約の目的は、令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管改修工事です。 

      その他、契約方法、金額及び契約の相手方等、詳細につきましては、教育委員会事務局

長をして説明させますので、よろしくご審議の上、可決いただきますようお願い申し上げ

ます。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） それでは、議案第４６号 令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中
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学校トイレ・給水管改修工事請負契約の締結について、町長の補足説明をいたします。 

      まず、契約の目的ですが、令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管改修

工事となります。 

      契約の方法は、条件付一般競争入札による契約です。 

      契約金額は、１億５，７８５万円です。うち取引に係る消費税及び地方消費税が１，４

３５万円ですので、税抜き価格としましては１億４，３５０円となります。 

      契約の相手方は、小野里・勝野令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管

改修工事特定建設工事共同企業体。代表者、群馬県前橋市下小出町１丁目１番地１２、小

野里工業株式会社、代表取締役小野里拓也。構成員、群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田５

９２番地、勝野建設株式会社、代表取締役勝野政和でございます。 

      続きまして、資料の１ページ目をご覧ください。 

      こちらが建設工事請負仮契約書となります。 

      工事名、令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管改修工事。 

      工事場所、吉岡町大字南下地内。 

      工期、吉岡町議会議決の日から令和４年１月２０日。 

      請負代金額につきましては、議案書の中で説明をさせていただきましたので、省略をさ

せていただきます。 

      契約保証金、請負代金額の１割、１，５７８万５，０００円。 

      建設工事請負仮契約書においては、契約に基づく本契約について吉岡町議会の議決があ

ったときは、契約は地方自治法第２３４条第５項に規定する契約書とみなし、信義に従っ

て誠実にこれを履行するものとなります。 

      なお、吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管改修工事は、令和３年５月２７日条件付一般

競争入札により、予定価格事前公表の下、入札参加業者３者の特定建設工事共同企業体に

より入札が執行されました。 

      参加された業者名については、資料の２ページ、入札執行調書をご覧いただきたいと思

います。 

      次に、工事の概要ですが、資料の３ページの配置図をご覧ください。 

      今回の改修の対象となるのが、中学校の北校舎及び南校舎のトイレ及び給水管、そして

西校舎の給水管となります。 

      次に、資料の４ページから６ページの各階の平面図をご覧ください。 

      破線の網かけで表示されている箇所がトイレの改修該当諸室になります。また、破線の

斜線で示されている箇所が給水管改修の該当諸室となります。 

      資料の７ページをご覧ください。 
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      こちらは、北校舎の平面詳細図となっております。図面下段が改修前、図面上段が改修

後を表しています。主な改修内容としましては、大便器の洋式化、トイレの床の乾式化と

なります。なお、大便器の洋式化に伴い、面積上の都合により大便器の数は減っておりま

す。 

      続いて、資料の８ページをご覧ください。 

      こちらは、南校舎の平面詳細図となります。図面左側が改修前、図面右側が改修後を表

しています。主な改修内容は先ほどと同様ですので、省略をさせていただきます。 

      なお、この工事によりまして、吉岡町立学校のトイレが全て、乾式化、洋式化されるこ

ととなります。 

      以上が改修工事の概要となります。よろしくお願いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第４６号は、文教厚生常任委員会に付託します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１３ 議案第４５号 令和３年度吉岡町一般会計補正予算（第２号） 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第１３、議案第４５号 令和３年度吉岡町一般会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

      柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

      柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議案第４５号 令和３年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）について

提案理由の説明を申し上げます。 

      本補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，４６０万２，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８５億６，２２１万２，０００円とするものです。 

      今回の補正の主な内容ですが、まず歳入では、新型コロナウイルスワクチン接種関係の

事業費の増に伴う国庫支出金の増額、また渇水対策事業費の増に伴う基金繰入金の増額な

どとなっております。歳出の主なものといたしましては、２款総務費でテレワーク用ノー

トパソコンの購入、３款民生費ではシルバー人材センター運営費補助金の増、４款衛生費

と６款農林水産業費では流用した予算対応のための増額補正、１０款教育費では吉中渡り

廊下の調査業務委託など計上しております。 

      その他、詳細につきましては企画財政課長に説明させますので、よろしくご審議の上、
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可決いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙𣘺企画財政課長。 

              〔企画財政課長 髙𣘺淳巳君発言〕 

企画財政課長（髙𣘺淳巳君） それでは、議案４５号 令和３年度吉岡町一般会計補正予算（第２

号）、議案書１ページをご覧ください。 

      第１条第１項の歳入歳出予算の補正額につきましては、ただいま町長が提案理由の中で

申し上げたとおりでございます。 

      第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表・歳入歳出予算補正」によるということで、内容につきまし

ては、補正の款項の区分等も含めて事項別明細書で説明させていただきます。 

      それでは、１０ページをご覧ください。 

      まずは、歳入でございます。１５款国庫支出金２項３目３節予防費国庫補助金で、新型

コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金９８５万円の増は、歳出でのワク

チン接種関連費用の増に伴うものとなっております。 

      次に、１９款繰入金２項基金繰入金１目１節の財政調整基金繰入金は、１，５３２万５，

０００円の増です。これにより、補正後の財政調整基金からの繰入額は８億８，３５４万

５，０００円となります。その下２目１節渇水対策施設維持管理基金繰入金９４２万７，

０００円の増は、歳出での事業費の増に伴うものです。 

      続きまして、歳出の説明をいたします。１１ページをご覧ください。 

      ２款総務費１項総務管理費８目諸費１２節委託料で、弁護士委託料３６万３，０００円

の増は、町営住宅に関する訴えの提起に係るものとなります。その下１２目電子計算費１

７節備品購入費でテレワーク用ノートパソコン（コロナ関連）４５０万円の増は、ノート

パソコン２０台分の購入費用となります。 

      次に、下段の３款民生費１項社会福祉費４目老人福祉費１８節負担金、補助及び交付金

で、シルバー人材センター運営費補助金２７２万３，０００円は、昨年度まで町から派遣

された再任用の職員が事務局長となっておりましたが、今年度からシルバー人材センター

での直接雇用となったため、その人件費補助分の増となっております。その下、１９節扶

助費で配食サービス・移送サービス助成費（コロナ関連）１２０万円の増は昨年度に引き

続き事業を利用した人の個人負担分を助成するものとなります。 

      １２ページ、中段をご覧ください。 

      ４款衛生費１項保健衛生費２目予防費１２節委託料で、コロナ予防接種委託料（個別）

８９６万６，０００円の増です。こちらは、接種予約のコールセンターでの人員を急遽増

員するための予算が必要となり、同じ節内のコロナ予防接種委託料（個別）の予算を流用
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したため、その減額分の予算を回復するための補正となっております。 

      次に、６款農林水産業費１項７目渇水対策施設維持管理費１０節需用費で電気料９４２

万７，０００円の増です。小倉揚水機場の揚水ポンプが故障し、替えのポンプが急遽必要

となったことから、こちらも同じ事業内の１０節電気料の予算を流用したため、その減額

分の予算を回復するための補正となっております。 

      １３ページ中段をご覧ください。 

      ８款土木費５項１目住宅管理費１１節役務費で、強制執行手続費用８０万円です。町営

住宅に関する訴えの提起後に強制執行が必要となった場合の経費となっております。 

      次に、１４ページをご覧ください。 

      １０款教育費３項３目学校建設費１２節委託料で、渡り廊下実態調査業務委託２２０万

円です。こちらは、吉中北校舎の２階から中学校の体育館につながる渡り廊下の外壁に剝

がれが確認されたことを受け、改修方法の検討に必要となる老朽化具合を調査するための

経費となっております。 

      そのほか、別紙参考資料といたしまして、Ａ４判８ページの説明資料を添付させていた

だきました。 

      以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 提案理由の説明が終わりました。 

      これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      ただいま議題となっております議案第４５号は、総務産業常任委員会に付託します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１４ 請願第２号 家族従業者の人権保障のため「所得税法第５６条の廃止を求

める意見書」採択を求める請願 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第１４、請願２号 家族従業者の人権保障のため「所得税法第５６条

の廃止を求める意見書」採択を求める請願を議題とします。 

      請願第２号は、お手元に配付の請願書のとおり請願を受理したものです。紹介議員の小

池春雄議員は、この請願について発言がありますか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） ありませんね。 

      ただいま議題となっております請願第２号は、総務産業常任委員会に付託します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散  会 
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議  長（岩﨑信幸君） 以上をもちまして、本日の日程は終了しました。 

      これにて散会といたします。 

      お疲れさまでした。 

          午前１１時４４分散会 
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    令和３年第２回吉岡町議会定例会会議録第２号     

令和３年６月２日（水曜日） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 第２号 

   令和３年６月２日（水曜日）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問（別紙一般質問表による №１～№４） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１２人） 

  １番 小 林 静 弥 君    ２番 冨 岡 栄 一 君 

  ３番 飯 塚 憲 治 君    ４番  嶋   隆 君 

  ５番 富 岡 大 志 君    ８番 村 越 哲 夫 君 

  ９番 坂 田 一 広 君   １０番 飯 島   衛 君 

 １１番 平 形   薫 君   １２番 山 畑 祐 男 君 

 １３番 小 池 春 雄 君   １４番 岩 﨑 信 幸 君 

欠席議員（１人） 

  ６番 金 谷 康 弘 君     

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

町 長 柴 﨑 德一郎 君  副 町 長 野 村 幸 孝 君 

教 育 長 山 口 和 良 君  総 務 課 長 髙 田 栄 二 君 

企 画 財 政 課 長 髙 𣘺 淳 巳 君  住 民 課 長 中 島   繁 君 

健康子育て課長 米 沢 弘 幸 君  介 護 福 祉 課 長 永 井 勇一郎 君 

産 業 観 光 課 長 岸   一 憲 君  建 設 課 長 大 澤 正 弘 君 

税 務 会 計 課 長 中 澤 礼 子 君  上 下 水 道 課 長 笹 沢 邦 男 君 

教育委員会事務局長 小 林 康 弘 君    

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  福 島 良 一     主      事  岸   美 穂 
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開  議 

          午前９時３０分開議 

議  長（岩﨑信幸君） おはようございます。 

      ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開

きます。 

議  長（岩﨑信幸君） 岸産業観光課長。 

              〔産業観光課長 岸 一憲君発言〕 

産業観光課長（岸 一憲君） 昨日、本会議におきまして提出依頼のありました土地開発公社の県内

の状況ということで、お手元のほうに資料を配付させていただいております。ご覧いただ

けるとお分かりかとは思いますけれども、県内、吉岡町を含めまして１９の公社が今現在

存在しているという状況でございます。一部、３市町村の共同設置等あるようですけれど

も、ご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 廃止をした市町村。 

議  長（岩﨑信幸君） 廃止した市町村。では、改めてそこら辺は今日提出させます。 

      本日と明日の両日、一般質問を行います。 

      通告のあった６人のうち、本日は４人の通告者により一般質問を行います。 

      あらかじめ説明しておきます。質問と答弁を含めて、議員の持ち時間の範囲内で終了で

きるようにしてください。 

      なお、持ち時間の残り時間が５分になったときにブザーが鳴ります。さらに残り時間が

なくなったときにマイクの電源が切れますので、ご承知おきください。その時点で、途中

であっても質問者及び答弁者は発言終了に協力を願います。 

      これよりお手元に配付してあります本日の議事日程（第２号）により会議を進めます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１ 一般質問 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第１、一般質問を行います。 

      ４番嶋 隆議員を指名します。嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君登壇〕 

４  番（嶋 隆君） 議長への通告に基づき、一般質問をいたします。 

      初めに、１、ヤングケアラーについて。 

      家庭で両親や祖父母、きょうだいの世話や介護などをしている１８歳未満の子供はヤン

グケアラーと呼ばれ、厚生労働省と文部科学省は去年１２月から今年１月にかけて初めて
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の実態調査を行いました。公立の中学校１，０００校と全日制の高校３５０校を抽出し、

２年生にインターネットでアンケートを行い、合わせておよそ１万３，０００人から回答

を得ています。 

      調査結果で、世話をしている家族がいるという生徒の割合は、中学生が５．７％でおよ

そ１７人に１人、全日制の高校の生徒が４．１％でおよそ２４人に１人でした。内容は、

食事の準備や洗濯などの家事が多く、ほかにもきょうだいを保育園に送迎したり、祖父母

の介護や見守りをしたりと多岐にわたっております。世話にかけている時間は、平日１日

の平均で中学生が４時間、高校生は３．８時間でした。 

      一方で、相談した経験がないという生徒が中高生ともに６割を超えました。誰かに相談

するほどの悩みではないからという理由が最も多く、相談しても状況が変わるとは思わな

いという回答が続いています。 

      山本厚生労働副大臣は、「調査結果に衝撃を受けた。子供らしい生活を送れず、誰にも

相談できずに独りで耐えていることを想像すると胸が締めつけられる思いになる。これま

でヤングケアラーに着眼した対策を打たなかったことが悔やまれるが、即効性のある対策

を急ピッチで検討したい」と述べています。 

      加藤官房長官は、「ヤングケアラーは表面化しにくい構造になっていて、支援を検討す

るに当たっても、その実態を把握することが重要だ。政府として実態を踏まえ、ヤングケ

アラーの支援について検討していく」と述べております。 

      ヤングケアラーの支援を目指す厚生労働省と文部科学省は、５月１７日、幼いきょうだ

いをケアする子供のいる家庭に対し、家事や子育てを支援する制度を整備する方針を固め

ました。 

      そこで、（１）ヤングケアラーについて町長の見解を伺います。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） おはようございます。今日と明日の２日間、６人の議員方から一般質問

をお受けいたしました。本日のスタートは嶋議員から、一所懸命答えさせていただきま

す。 

      まず、ヤングケアラーについての見解ですが、本来、大人が担うべき家庭内の家事や兄

弟姉妹等の面倒を見るヤングケアラーについて、私も大変心苦しく感じます。 

      また、ヤングケアラーである本人である子供たちが、このような状況は当たり前である

と感じているため、自分自身がヤングケアラーであると自覚していない子供たちもいると

伺っております。ヤングケアラーになる原因は、養育者の養育力不足や養育者の健康上の

問題等、様々であると推測されます。子供が子供らしい生活を送ることができない状況を
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想像すると断腸の思いであります。 

      自身がヤングケアラーであることを自覚し、ヤングケラー同士が情報共有できる、誰か

に相談できる居場所づくりのような仕組みが必要と考えます。子供たちのその後の人生に

影響が及ばないよう、子供たちが健康で健やかに子供らしい生活ができるよう、学校や教

育委員会、関係機関と情報共有を図りながら、町としてどのような支援や援助、仕組みづ

くりができるのか検討してまいりたいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ありがとうございました。 

      続いて、２番、ヤングケアラーと思われる子供の実態を町が把握しているのか、町長に

伺います。 

議  長（岩﨑信幸君） 米沢健康子育て課長。 

              〔健康子育て課長 米沢弘幸君発言〕 

健康子育て課長（米沢弘幸君） ヤングケアラーの実態把握についてですが、町健康子育て課では、

要保護児童対策協議会の実務者会議というのを毎月開催しています。この会議につきまし

ては、町が把握する支援が必要と思われる家庭について、町、教育委員会、児童相談所、

保健福祉事務所、警察がその構成員となって情報共有を図りながら継続的に最善の支援を

どのように行っていくかを検討しているところであります。 

      町では、この会議で取り上げられる家庭内の状況について、個別訪問や聞き取り調査な

どで把握していることになります。その他の一般家庭についての把握は難しく、実態把握

まではできておりません。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 近年、大きな社会問題になっておりまして、学校に通いながら家事、介護、

家庭の感情面のサポートを担う必要がありますし、家族思いの子供という表現では、これ

は片づけられない問題だと思っております。 

      続いて、３番、現状認識のため、ヤングケアラーの実態把握調査が必要と思いますが、

町長の見解を伺います。 

議  長（岩﨑信幸君） 米沢健康子育て課長。 

              〔健康子育て課長 米沢弘幸君発言〕 

健康子育て課長（米沢弘幸君） 実態把握調査についてでございますが、今後の支援対策を検討する

上で調査を行うことは大変重要であると認識しています。ただ、この調査を実施すること

によって、対象家庭や個人が特定されるおそれがあることから、調査を実施する場合には
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十分注意を払う必要があると考えます。 

      現在、国では地方自治体単位で実態調査を行うことが有効であるとの考え方から、既に

実態調査を行っている埼玉県の取組の全国展開を推進することとなっていることから、国

の動向を踏まえ、実態把握をしていきたいと考えております。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 自宅では家族の介護や家事に多くの時間が取られ、勉強に集中することは

なかなか困難です。その結果、遅刻、早退、欠席、不登校になってしまい、授業の内容に

ついていけず成績不振となる可能性があります。放課後や休みの日に友達と交流ができな

いために、子供社会からの孤立が考えられます。クラスになじめず、自然と教育の場から

足が遠のいてしまうケースもあります。 

      そこで、（４）学校として果たすべき役割について、教育長に伺います。 

議  長（岩﨑信幸君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） ヤングケアラーである子供たちは、独りで悩みを抱えたり、相談相手がい

なかったり、孤立する可能性があり、文科省も昨年度、新型コロナウイルス感染症対策に

関連した通知の中で、ヤングケアラーと言われる児童生徒の状況の深刻化が懸念されると

指摘しております。 

      国のプロジェクトの報告書案の中には、今後、教育関連部局が取り組むべき施策として、

学校におけるヤングケアラーを把握する取組やスクールソーシャルワーカー等を活用した

教育相談体制の充実、ＮＰＯなどと連携した学習支援の推進ということが記載されており

ます。 

      私は、子供たちと日常的に接している大人、家族以外では子供と接する時間が最も長い

であろうと考えられる教職員のヤングケラーに対する認知を進めて、子供の様子をもしか

したらヤングケアラーということで悩んでいるのではないかという視点を新たに加えて見

ていくことがまず必要だと考えております。その上で、町教育委員会としても、町福祉子

育て部局との連携を図りつつ、今後、文科省などから示されると思われる指針等を参考に

しながら対応を検討していきたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ヤングケアラーであることを相談できる子供があまりにいない中、学校は

それを見つけ出す貴重な場所になると思います。ヤングケアラーに見られる初期の変化は、

宿題をしてこない、忘れ物、遅刻などです。そして、先生からは、困った子供として見ら
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れがちです。進学や就職を諦めたりするケースもあるといいます。 

      ヤングケラー問題を解決していくためには、法整備による経済的支援は不可欠ですが、

必要な支援は家庭によって様々であり、多岐にわたっております。家庭の問題にどこまで

踏み込んでいいのか戸惑うところもあります。まずは、大人と子供たちの間で風通しのよ

い信頼関係を築いていくことが重要だと思います。 

      このため、教員に研修などでヤングケアラーについて理解してもらうとともに、町は教

育部門と福祉部門が連携して必要な支援につないでいく、その仕組みが必要と考えます。

子供たちが孤立することなく、学業と介護の両面を目指すことが望まれます。 

      なお、神戸市は、ヤングケアラーを支援するため、昨日、６月１日に全国初と見られる

相談窓口を開設し、国は２０２２年から２０２４年度を社会的認知度向上の集中取組期間

として、中高生の認知度５割を目指すとしております。 

      次に、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、２番、吉中の部活動について。 

      （１）コロナ禍での部活動はどのような状況に置かれているのか、教育長に伺います。 

議  長（岩﨑信幸君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君登壇〕 

教 育 長（山口和良君） 吉岡中学校では、コロナ禍の中で十分な感染防止対策を取りながら、それ

ぞれの部活がいつもとは違う形で、特に運動部については、今の時期は熱中症にも注意し

ながら活動しております。 

      先日、県から、今年度の中体連の春季県大会の中止が発表されました。吉岡中は、渋川

北群馬大会の結果、団体として１１の部活が優勝、２位、３位を含め１４の部活が県大会

への進出を決めていましたので、非常に残念な事態となってしまいました。 

      夏の県中学校総合体育大会について、開会式は中止という旨、連絡がありましたが、今

のところ各競技の運営については言及されておらず、開催されるものと考えております。

この大会は部活動の最後のイベントとなりますので、どのような形であれ、何とか開催さ

せてあげられればと考えているところです。 

      なお、全体的な部活動の対応については、教育委員会事務局長より答弁させます。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 町教育委員会では、群馬県の社会経済活動再開に向けたガイド

ライン、同じく群馬県の学校再開に向けたガイドライン、群馬県教育委員会によるまん延

防止等重点措置に伴う市町村立学校の対応についてという通知を踏まえた現時点での対応

としまして、様々な感染防止対策を取るとともに、平日の部活動を１時間３０分程度とす

る、朝練習や休日の練習は原則行わない、ただし県大会以上への大会へ出場する部のみ休
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日の練習を可とするが、その際にも他校との練習試合や合同練習は行わない、練習後は速

やかに帰宅するといった対応を取っております。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ただいま教育長のお話によりまして、１１の部活動が優勝されたと。そし

て、１４の部活が県大会に出場と。確かに、吉中におかれましては、公立中学校でありな

がら、それも町立です、ほかの市町村は大体市が多いんです。町がこれだけ優秀な成績を

収めている中学校というのは全国的にも非常に珍しいんです。一言で言えば文武両道と言

っても過言ではありません。 

      そういう中で、こういうコロナ禍の状況で、今お話しいただいたような活躍があったと。

確かに、６月に予定していた全国の中学校春季大会は中止になってしまい、しかし全国に

つながる大会だけは除かれているということです。ぜひ優勝された部活動の皆様について

は、全国大会へこまを進めてもらいたいと期待しております。 

      次に、（２）近隣の中学校の部活動についてどのように把握しているのか、お聞きいた

します。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 近隣の中学校の部活動についてということでございますが、近

隣市町村も群馬県の社会経済活動再開に向けたガイドラインや学校再開に向けたガイドラ

イン、群馬県教育委員会のまん延防止等重点措置に伴う市町村立学校の対応についてとい

う通知等を踏まえている対応を取っておりますので、ほぼ吉岡町と同様の対応となってい

るようです。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 分かりました。 

      それでは、続いて３番、部活動における具体的なコロナ感染対策について伺います。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 吉岡中学校では、コロナ禍の中でそれぞれの部活がいつもとは

違う形で手指消毒や換気の励行、３密を避けるなど、感染防止対策を取りつつ、今の時期

は熱中症等にも注意しながら活動をしております。 

      特に、運動部においては、活動前の健康観察、小まめな水分補給や休憩を徹底している

ほか、ストレッチやミーティング中におけるマスク着用やハイタッチの禁止、ボールや道
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具類の消毒の徹底、給水のためのボトルの共用禁止等、それぞれの部が適切な方法を考え

ながら感染防止に取り組んでいるところでございます。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 徹底された感染防止対策ということで伺いました。ありがとうございます。 

      続いて、４番、２０２３年度から、部活動を休日に限って地域への移行を進めるとあり

ます。部活動の指導を地域人材で担うことで、教員の負担を軽減し、授業や生徒指導とい

った業務に専念できる体制をつくるとありました。これからの部活動の方針について、お

伺いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 昨年９月、国からの事務連絡、学校の働き方改革を踏まえた部

活動改革についてにおいて、持続可能な部活動と教師の負担軽減の両方を実現できる改革

の必要性及び改革の具体的な方策、スケジュール等が示されました。改革の具体的な方策

の一つに休日の部活動の段階的な地域移行が明記され、国は令和５年度以降の休日の部活

動の段階的な地域移行に向けて、地域人材の確保や費用負担の在り方、運営方法等の課題

に総合的に取り組むため、全国各地において実践研究を実施する地域運動部活動推進事業

を推進することとなりました。 

      これを受け、群馬県教育委員会では、各市町村教育委員会や部活動運営の在り方検討委

員会と連携し、部活動の諸問題に対応するとともに、各地で実践研究をする際の支援を進

めていくといった方針を出しており、今後、令和５年度以降の実施に向けて、群馬県とし

ての準備がスタートすることとなっています。 

      吉岡町教育委員会としましても、県の準備状況を注視しながら、部活動改革に取り組ん

でいきたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ただいま事務局長から、話の中にありましたが、文部科学省は昨年９月に

休日の部活動を地域民間に移行していく案を示しております。一方で、指導を希望する教

員は引き続き指導できる仕組みにします。改革案は、主に公立の中学校が対象になるとあ

ります。文部科学省はガイドラインは示すが、具体的にどうこうするのは地域、学校、生

徒次第です。教員の負担という点では、技術指導力がないから顧問はできないと考える先

生が多いと思います。部活動はあくまでも学校の教育活動として行われているものです。

試合などで一緒に戦い感動した経験は、生徒と教員、どちらにとっても貴重な体験となる
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はずです。 

      次に、３、吉中生徒の自転車保険について。 

      自転車の安全利用促進委員会が全国都道府県別の中学校、高校生の通学における自転車

事故発生件数について、今年３月１日の調査発表によりますと、昨年同様、中高ともに群

馬県がワーストワンになりました。高校生に関しては６年連続ワーストワンとなりました。 

      本県では、交通安全条例が一部改正され、４月１日から自転車保険への加入が義務づけ

られました。学校も自転車で通学する児童生徒に加入の有無を確認し、未加入の場合、本

人と保護者に保険の情報を提供するよう努めると改正されました。自転車に乗っていて加

害者となった場合、高額の賠償を求められるケースが全国で相次いでいることが背景にあ

ります。 

      １、自転車保険加入の調査結果について、教育長に伺います。 

議  長（岩﨑信幸君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君登壇〕 

教 育 長（山口和良君） 自転車保険の加入状況の調査結果についてですが、吉岡中学校では自転車

保険加入の義務化などが位置づけられた県交通安全条例の一部改正を受け、令和３年度か

ら自転車通学の申請条件に自転車保険に加入していることを追加しておりますので、今年

度については自転車を利用する全生徒が自転車保険に加入していることとなっております。

以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） １００％加入しているとのことですが、具体的には吉中生徒全員が自転車

で通学しているわけではないので、およそ６８０人ぐらいが全校生徒だと思いますが、自

転車通学はこの中で何人か。そして、自転車通学の事故件数について、平成２９年度は６

件、平成３０年度は３件、令和元年度は５件でした。昨年、令和２年度は通学中の自転車

事故は何件あったのか、この２点をお願いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 令和３年度の自転車保険の加入状況なんですが、現在の生徒数

が６８１名でありまして、自転車を利用する生徒が４９０名となっております。そして、

自転車の事故件数ということですが、令和２年度においては登下校中の事故は７件であり

ました。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 
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４  番（嶋 隆君） ありがとうございました。６８１人中、自転車通学者が４９０人、割合に

しますとおよそ７０％で、通学中の自転車事故も、おととしが５件で昨年が７件と若干増

える傾向にあるということですね。 

      そこで２番、吉中生徒の保険料を町が負担すべきと考えますが、町長の見解を伺います。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 吉中生徒の自転車保険料を町が負担することにつきましては、

自転車保険自体が、保護者が加入している保険や共済などで自転車による賠償事故を保障

する特約をつけている場合や、自転車安全整備店で点検整備を受けて貼ってもらうＴＳマ

ークにも傷害保険や賠償責任保険などがついていることもあり、制度を立ち上げた場合、

公平性を担保する必要性や、そのための事務手続の煩雑化を招くおそれも考えられます。 

      町では既に、自転車通学をする生徒に対し、ヘルメットの購入に要する経費の２分の１、

具体的には１人１，４００円を補助する制度を実施しており、今後、町として新たに自転

車通学をする生徒の自転車保険を負担するような事業については現在考えておりません。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ただいまお話を伺いましたが、ヘルメットについては１，４００円、補助

されていると。しかし、保険料も月に４００円ぐらいが自転車保険だと思うんです。これ

を１２か月、そして４９０人、およそ５００人で考えれば、概略２４０万円ぐらいで済む

のです。ぜひ町長、検討をお願いしたいと思います。 

      次に、４番、渋川地区広域市町村圏振興整備組合最終処分場建設について。 

      （１）今年度予算、業務委託料として５００万円計上されております。最終処分場候補

地選定の進捗状況について伺います。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 渋川地区広域市町村圏振興整備組合最終処分場の候補地の選定につきま

しては、吉岡町、渋川市、榛東村の間で協定が締結されており、次回の用地選定は吉岡町

となっていることから、昨年、吉岡町地内における渋川地区広域市町村圏振興整備組合最

終処分場候補地選定委員会を設置し、選定を進めているところでございます。 

      なお、詳細につきましては住民課長に説明をさせます。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 選定委員会につきましては、１１名の委員により、これまでに２回の委員
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会の開催とエコ小野上処分場の視察を実施したところでございます。 

      第１回目の委員会において、民間の施設を建設する場合の規定になりますが、群馬県廃

棄物処理施設等の事前協議等に関する規定にある立地基準を参考に候補地を選定していく

ことが承認され、作業を進め、水道水源や住宅地域、文化財、公園、学校、保育所、老人

福祉センター、災害防止等保全区域などの基準に基づいた場所を除いた地区が町内に５か

所抽出されました。うち２か所は面積要件としたエコ小野上処分場と同程度の面積２万５，

０００平方メートルを満たさないため、上野原地区の３か所が候補地に挙がっております。 

      また、委員会会議録、図面等につきましては、町のホームページで公開させていただい

ております。以上になります。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 候補地選定の基準はどのようになっているのか、伺います。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 町としましては、エコ小野上処分場と同程度の面積ということで、２万５，

０００平方メートルを目安として用地を探しております。その中で、県の示しております

先ほど申し上げた基準、そちらのほうと照らし合わせながら用地を選定している状況にな

ります。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 第１回選定委員会が昨年１１月２５日に開催されて、その議事録によりま

すと、委員が施設規模の大きさや満杯後の利用について質問しております。ところが、事

務局から、本委員会は処分場をどういったものにするのかではなく、候補地の選定であり、

吉岡町に建設が可能な地域があるかどうか選定するためにお集まりいただいているという

説明が議事録に載っております。これはおかしいでしょう。委員の皆様には、建物につい

て質問するなと、候補地だけ選べばいいんだと言っているようなもので、委員の発言を抑

制しているのではありませんか、お答えください。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 建物につきましては、施設等につきましては、渋川地区広域市町村圏振興

整備組合のほうで建設をするという形になっておりますので、こちらのほうでは広域組合

のほうから、取りあえず用地としてどれくらいの面積が必要かといったところをお聞きし

て、その面積を探しているといった状態で、広域組合のほうから埋立容量というか、そう
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いったことも示されていない状況であります。それで、候補地につきましても、候補地に

よって、地形ですとか、いろんな要件が出てくるといったようなこともあろうかと思いま

すので、施設の規模ですとか、形式といいますか、そういったものについて現段階ではお

話はできないという、そういった状況になっております。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） しかし、現実、選定するに当たっては、どのような器ができるのか分から

ないで選定できますか。確かに、どんな建物を造るかというのは広域組合が決めることか

と思います。しかし、町として、組合に対して、同程度のものだけの答えでは困るんです

よ。オープンなのか、クローズ型なのか、その程度ですら分からないのですか、お聞きし

ます。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 現在の状況としては、まだそちらのほうを、クローズド型ですとか、オー

プン型ですとか、そういったような回答はできない状況になっております。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 次に、第２回の選定委員会、これは今年３月２２日に開催されております。

群馬県の事前協議規定における立地基準を基に地図上に反映したものを作成して説明して

おります。建設可能区域について、渋川広域組合に選定の方針を確認したところ、現在の

エコ小野上処分場と同程度の規模で、２．５ヘクタール程度が目安となるというふうに説

明しております。地図上に示されているのは、上の原南部地区の３か所、４５ヘクタール、

８．９ヘクタール、４．０ヘクタールの３か所です。この中から、ある程度、絞り込みを

委員会で行っていただきたいというふうに事務局は発言しているわけです。これで、上の

原南部地区に絞り込まれたということでよろしいんでしょうか、確認します。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 第１回の選定委員会において、群馬県の先ほど申し上げた基準に基づいて

抽出していったところ、その面積基準等を満たしているところが上の原地区の３か所があ

るということで、現在の段階ではそちらの３か所が候補地に挙がっているといった状況に

なります。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 
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４  番（嶋 隆君） 改めて確認いたします。上の原南部地区に絞り込まれたということでよろ

しいのですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 現段階では上の原、そちらの３か所が候補地として挙がっているというこ

とになります。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ２番の建設概要はできているのかという質問がありますが、これは先ほど

お答えいただいておりますので省きます。 

      続いて、３番、自治会連合会への対応について伺います。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 自治会連合会への対応につきましては、吉岡町地内における渋川地区広域

市町村圏振興整備組合最終処分場候補地選定委員会の委員に自治会連合会長が委嘱されて

おります。また、自治会連合会の定例会で、経過等を報告させていただいており、エコ小

野上処分場の視察も行っている状況になります。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 今回、上の原南部地区に絞られたということで、候補地が想定される自治

会長が候補地選定委員会に入る可能性はあるのですか、お答えください。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 自治会長の意見等も聞いた上で、今後、必要に応じて地元の自治会長の委

員会委員への委嘱やオブザーバーとして参加していただくことなども考えられると思って

おります。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 次に、地元住民に対する説明会というのは考えているんですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 候補地の自治会につきましては、今月に説明会を開催する予定になってお

ります。近隣の方の意見なども参考にして、絞り込み等を進めていければと考えておりま
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す。 

      また、希望等があれば、エコ小野上処分場の視察なども実施したいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 今後のスケジュールについて伺います。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 今後のスケジュールにつきましては、候補地の比較評価や説明会等の開催

による意見等を参考に、選定委員会等で検討協議をし、候補地の絞り込みを行い、今年度

中には渋川地区広域市町村圏振興整備組合に報告したいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 吉岡町のホームページ上に、最終処分場スケジュール案という資料があり

ます。これによると、候補地選定、決定、これは令和３年度１月までと。そして、地元説

明会、合意形成は、令和３年７月から令和４年１月の間と。それで、もろもろスケジュー

ルがここに出ています。この予定でよろしいんですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 大まかなスケジュールとして、そういったことで進めていきたいと考えて

おります。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 次に、候補地が想定される自治会への対応について伺います。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 先ほどお話ししたように、説明会ですとか、そういったところを開催させ

ていただいて意見をお聞きする、またエコ小野上処分場等の視察等を希望される場合には、

そういうものを実施したいと。また、先ほどありました地元の自治会長等の意見を踏まえ

ながら、選定委員会のほうに参加していただく場合ですとか、そういったことも考えられ

るということで進めさせていただきたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 第２回の議事録によりますと、地元の自治会長であるとか、地元の地権者
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なりへの説明を徐々に進めていく形にはなると思うというふうに記録に載っているんです。

この文言からすると、地元住民というものに対しては後回しにするつもりですか、お答え

ください。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 地元の説明会は、この６月に住民の方を対象とした説明会をさせていただ

くということで、地権者等につきましては、現在のところ候補地等が多くなっております

ので、もう少し所有者等の調査に時間等かかりますので、地権者等はその後になろうかと

思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） であれば、選定委員会の中で、初めに地元に対してという言葉が出てこな

ければおかしいでしょう。自治会長あり、地権者あり、徐々に進めていく、その後に地元

住民と。一等初めはやはり地元住民ですよ。地元住民で最大の関心事というのは、やはり

どんな建物ができるかということが大事なんです。何も決まっていない状態で説明会を開

催する予定ですか。どのような内容で実施するんですか、お聞きします。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） こちらにつきましては、吉岡町で候補地を選定することになっているかと

いうような説明ですとか、この上の原地区に３か所絞り込んだ経緯ですとか、そういった

ものを説明させていただきたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 建物が決まっていないので、不安材料がたくさんあるんです。エコ小野上

処分場と同程度のものを考えていると説明しておりますが、ならばエコ小野上処分場の現

状について知りたいわけです。それと同程度のものができるわけですから。 

      ということで、エコ小野上に関して質問いたします。１日に持ち込まれる埋立廃棄物は

何トンですか、お答えください。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 申し訳ありません。１日幾らというのはないんですけれども、現在、年間

では約４，０００立方メートル程度、処分場のほうに持ち込まれているという形になりま

す。 
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議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 年間４，０００立方メートルというのは、いつの時代ですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） こちらにつきましては、その年によって若干違ってきますので、令和２年

度ですともう少し大きい数字になろうかと思いますけれども、過去に何年間かやっており

ますので、そういったところで約４，０００立方メートルということでお話をさせていた

だきました。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ならば、令和２年度はどれだけの量が入ったんですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 令和２年度につきましては、約４，２５０立方メートルになります。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 令和２年度は、年間４，２５０立方メートルですか。そうすると、トラッ

クがこの量を搬入するのに、何回ぐらいごみを搬入しているんですか。これは地元とすれ

ば、１日にトラックが何十台も通るのか、１日に数台なのか、そういうことが非常に関心

の高いことなんです。関心の高いことなので、ぜひお答えください。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 以前に聞いたときですと、朝から夕で４回程度と。ただ、車等にもよって

変わってくるかと思いますので、量だとか、一応そのような形で、以前お伺いしたときに

は聞いておりました。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 何トントラックが何台というふうには分かりませんか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 申し訳ございません。そこまでは確認しておりません。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 
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              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） そこが大事なんです、地元は。大事なことをちゃんと把握してください。

でなければ、地元説明会をしてこういう質問が出たときに、答えられないと困るんです。 

      次に、エコ小野上は埋立容量が７万立方メートルということですが、先ほど令和２年度

は４，２５０立方メートル埋まったと。その時点で何十％まで埋まってきたんですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 現在、約４５％程度埋め立てられている形になります。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） そうすると、あと令和１１年度までですから、七、八年あるわけですね。

満杯になることはあるんですか、お伺いします。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 今の量でいけば間に合うかと思います。ただ、例えば災害が起きて、災害

ごみですとか、そういったことがあればまた状況は変わってくるかと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 私は以前に災害ごみについて質問したことがあるんです。災害ごみを、こ

このエコ小野上でも考えているんですか。それともほかに災害ごみの場所を設定してそこ

で処理するのか、その辺お答えください。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 災害ごみについては地元でというようなこともあろうかと思いますけれど

も、量ですとか、そういったことによっても変わってくるかとは思いますけれども、ある

程度の量はこちらのほうで処理されるのではないかと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） そちらで処理されるというのは、具体的にどこで処理されるんですか。は

っきり言ってください。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） こちらのほうで、エコ小野上処分場でされるものと思っております。以上
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です。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） それは、課長が思っているんですか、それとも広域組合がそう処理すると

いうふうに明確なものがあるんですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 今、資料等がありませんので、そういった計画等が、一般廃棄物の処理計

画ですとか、そういったものがあるかと思いますので、そちらのほうを確認しないと明確

なものはお答えできないという形になります。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 現在、エコ小野上に、最終処分場には、廃棄物が搬入されているわけです

が、廃棄物といってもどのような種類があるんですか、お答えください。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 清掃センターの焼却施設より排出される焼却灰、集じん機にたまった集積

灰、そういったものとか、あとはガラス、陶器などの不燃物残渣などが埋め立てられるこ

とになります。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 令和２年度の維持管理状況報告書、エコ小野上処分場によりますと、焼却

残渣及び飛灰、そして破砕不燃物という３つの種類がここに載っているんです。言葉が難

しくて分からないので、かみ砕いて説明いただきたいんですが。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 清掃センターで焼却まで処理された灰ですとか、その焼却をする施設のと

ころで集じん機、そういった飛散しないようにするところにたまった灰ですとか、あとは

粗大ごみですとかそういったもので持ち込まれたものを、リサイクルできる鉄ですとか、

アルミですとか、そういったものとかを抜いて、それであとは焼却処理をされた焼却灰と

いう形になるかと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 
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４  番（嶋 隆君） 私が説明を求めているのは、ここに記載されている焼却残渣とはどういう

ものか、そして飛灰とはどういうものか、そして破砕不燃物とはどういうものか、この３

つの文言について、私は理解できていないんです。これについて、分かりやすく説明して

ください。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 不燃残渣、要はガラスですとか陶器、燃えないもの等になります。また、

飛灰、集じん灰ということで、焼却するときに灰が上がりますので、それが飛び散らない

ように集めているわけですけれども、そういったものということになります。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） 近々地元説明会があるということですが、どんな質問にも答えられるよう

に準備してきてください。 

      最後になりますが、５番、林道粟籠井堤線の延伸、町道建設について。 

      （１）前回、町長の答弁では、建設は諦めていない、作業道などの方法もあると答えて

おります。林道粟籠井堤線の延伸、町道建設について、期日目標が設定されておりません。

このままではずるずると時間がたってしまいます。そのため、期日目標を設定して検討す

るべきと考えますが、町長はいかがでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 林道粟籠井堤線の延伸や町道建設についてのご質問をいただきました。 

      ご存じのとおり、滝の沢川の右岸側につきましては、地権者の方々をはじめ地域の皆様

のご協力の下、昨年度をもって林道の開設工事が終了しております。 

      一方の左岸側につきましては、道路建設の手法を検討していくと回答させていただいて

おります。 

      検討を進める上で、期日目標をとのご質問でございますが、現地の山林については私有

地であり、また残土処理を目的とした林地開発事業が行われている状況でもあることから、

その進捗状況を見据えながら地権者の方との協議を行う必要もございますので、現時点に

おいては期日目標をお答えすることができる状況にないと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 嶋議員。 

              〔４番 嶋 隆君発言〕 

４  番（嶋 隆君） ぜひ担当課内で早急に期日目標を設定して検討していただくようお願いを

申し上げます。 
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      以上、４番嶋の一般質問を終了させていただきます。 

議  長（岩﨑信幸君） 以上をもちまして、４番嶋 隆議員の一般質問が終わりました。 

      ここで休憩を取ります。再開を１０時５０分といたします。 

          午前１０時３３分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前１０時５０分再開 

議  長（岩﨑信幸君） 会議を再開します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議  長（岩﨑信幸君） ８番村越哲夫議員を指名します。村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君登壇〕 

８  番（村越哲夫君） 議長への通告に基づき、一般質問をさせていただきます。 

      まず、１、町の各事業について、１－１、オンデマンドバスについて。 

      オンデマンドバスとは、訳すと「要求に応じて」の意味とのことで、あらかじめ決まっ

た時刻表やルートにとらわれず利用者の依頼や要求などを受けて、近くの乗降地点まで迎

えに行き、乗り合いで運行し、路線バスや地域内を走り回るコミュニティバスより小回り

も利き、タクシーに比べ運賃は手頃で、バスとタクシーの中間ぐらいだそうです。 

      全国では約３０％以上の市町村で使われており、現在増加傾向にあるようです。福岡市

で運行されている「のるーと」は、８人乗りのワゴン車を使い、住宅街などを２ルートで

運行して、スマートフォンのアプリで出発点と目的地を入力し予約を行い、アプリが指定

する乗降地から乗降します。しかし、高齢者はスマートフォンなどを使えないため、その

ような方は電話予約でとのことで、デマンドバスに近い形態のようですが、大きな違いは

要求に応じるということが一番の便利さではないかと思われます。 

      これから団塊の世代の高齢者が一層増え、免許証の返納者も増える中、町にとっては大

変な部分もあると思いますが、国の支援もあるということなので、導入の計画を立ててい

ただければと思いますが、いかがでしょうか。お伺いします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） バス交通に関しましては、全国的に不採算の民間路線バスの廃止や減便

が進み、その結果、高齢者等の生活交通手段確保のため、行政の運行委託によるバス運行

やバス事業への補助により、路線維持が拡大し、地方公共団体の財政を圧迫しております。

そこで、定時定路線型にとらわれないデマンド交通の工夫がなされ、効率的な運行形態へ

の取組が見られます。 

      しかしながら、デマンド型の導入により、さらに民業を圧迫してしまう場合や、自治体
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が財政的に困窮する場合など、新たな問題も発生しております。 

      議員ご指摘のとおり、今後は高齢者の増加により免許証を返納する方も年々増えていく

ことは予想され、町といたしましても公共交通における空白地帯を解消する意味で、デマ

ンドバスというものは改善策の一つであるということは承知しております。しかし、そこ

にはメリットはもちろん、デメリットも存在するため、デマンドバス導入に当たり、効率

性やコストも含めて総合的に判断しなければならず、車両の管理や人件費、運行システム

の構築等、経費はどうするのかなど、慎重な対応が必要となります。 

      今後も町民の皆様のニーズも踏まえ、様々な視点から検討してまいりたいと考えており

ます。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 確かに町の行政の中での大変な出費が出るわけですので、それは重々承知

しているわけでございますけれども、ただやはり町の高齢者のためにも努力していただけ

ればと思うものでございます。 

      次に、本町ではタクシーの割引券で高齢者の利用を促進しているわけですが、利用状況

はどのようになっていますか、お尋ねします。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙𣘺企画財政課長。 

              〔企画財政課長 髙𣘺淳巳君発言〕 

企画財政課長（髙𣘺淳巳君） 議員ご質問のタクシー割引券につきましては、タクシー運賃等助成事

業のことと思われますので、そちらの利用状況につきましてご説明いたします。 

      令和２年度全体といたしましては、申請者数が２０６人に対して利用者が１１０人、ま

た使用枚数は２，２９２枚となっております。ちなみに、令和３年度４月の１か月分だけ

ですけれども、申請者数は１６０人、利用者が５２人、そして使用枚数が３２６枚となっ

ております。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） この割合から見ると、やはり完璧な利用がされていないというような状況

に見えます。 

      そこで、タクシーの割引券ですが、聞こえてくる中で、割引券が使い切れないという声

が聞こえてきます。なぜ使い切れないかと思いきや、料金が高いために少し遠くに行くに

は負担が大き過ぎて使えないという理由があるようです。無理して自分の車で移動したり、

家族にお願いしたりしているようです。このような状況を町はどのようにお考えでしょう

か、お尋ねします。 
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議  長（岩﨑信幸君） 髙𣘺企画財政課長。 

              〔企画財政課長 髙𣘺淳巳君発言〕 

企画財政課長（髙𣘺淳巳君） 本事業につきましては、交通弱者の方がタクシーを活用した外出機会

を創出し、及び利用者の負担額の軽減を図り、日常生活の利便性の向上に資することが目

的でございます。 

      現在は、利用者１人につき年間７２枚、金額にしますと３万６，０００円相当を上限と

しており、こちらにつきましては様々な交通手段を適宜使用していただくことを想定した

上で、その一助としてタクシー運賃等助成事業を実施しております。 

      また、本事業につきましては、相乗り推奨タクシーと福祉タクシーを統合した令和２年

４月以降、利用者も増え続けております。 

      今後も現状の制度の下、さらなる有効利用に向けて周知を図っていければと考えており

ます。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） １人で、年間約３万６，０００円でよろしいのですか。そうすると、今タ

クシー券を出している全体の金額はどのくらいになりますか。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙𣘺企画財政課長。 

              〔企画財政課長 髙𣘺淳巳君発言〕 

企画財政課長（髙𣘺淳巳君） こちらも、先ほどの令和２年度の支払い実績で申し上げますと、１１

４万６，０００円となります。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 年間１１４万６，０００円、かなりこれは低い金額じゃないかと感じるん

ですが、この金額でオンデマンドバスを切り替えるなんていうことは確かに大変かと思い

ます。 

      そこで、次の確認をしたいんですが、福祉協議会で行われているボランティアによる移

送サービス事業という事業があるようですが、移送サービスとはどのような形で行われて

いるのでしょうか。いろいろな制約があるかと思いますが、お尋ねします。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） 社会福祉協議会で現在行っています移送サービス事業についてです

が、町内に在住の独り暮らしの高齢者もしくは高齢者のみの世帯等の方で、通院ですとか

買物といったことに交通手段がない方を対象に、ボランティアの方にお願いをして移送サ
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ービスを行うことによって、在宅での生活を支援することを目的とした事業であります。 

      利用回数につきましては、月４回を限度としており、利用者の負担といたしましては、

片道を１回分として１回当たり３００円を頂いております。利用者は事前に利用券を購入

しまして、利用するときにボランティアさんのほうにそちらの利用券を渡す仕組みとなっ

ております。 

      ちなみに、令和２年５月１１日から、新型コロナウイルスの感染予防として、混雑する

公共交通機関を使わずに済むように、町が利用料の全額助成を行っております。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 最近、この移送サービスについて、何か補助金が少し上がっているような

話が出ていたような気がするんですが、その辺のところは。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） 補助金につきましては、今年度も事業を実施しておりますが、金額

は変わっておりません。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 隣村でも、以前はデマンドバスを導入していたようですが、今は村の中を

走ることはないようです。最近、意見が出たことにより、導入について前に進めようとし

ているようでございます。隣町村で競うことはないですが、再度のお願いですが、ぜひ導

入の検討をお願いしたいと思っております。 

      次に移ります。 

      １－２、消防団について。 

      公助、共助、自助、この言葉が当てはまるのが消防組織ではないかと思われます。災害

時には、公助、共助、自助の連携は欠かせない組織であります。公助の常備消防士、消防

組織など、全国で約１６万人、共助の消防団は約８６万人とのことです。自助の自主防災

組織は約４，４００万人とのことで、その他、女性消防団や女性消防クラブ、少年消防ク

ラブ、学生消防団員等があり、その中でも消防団は地域に根差した共助のコミュニティー

であり、重要な立場にあります。 

      その団員の方々が、有事（火災等）のときに十分な活動ができるために、通常どのよう

な訓練がなされているのか、お尋ねします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 
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町  長（柴﨑德一郎君） 吉岡町消防団が実施している訓練は、例年、４月頃に消防ポンプ車の操

作方法の技術を向上させるための機関員教養訓練、５月から６月頃に消火活動の基本とな

るポンプ操法訓練及びラッパ吹奏訓練、１０月頃に組織行動と規律を向上させるために行

う秋季点検の際の小隊訓練などを実施しております。 

      さらに、群馬県消防協会渋川支部、こちらは渋川広域消防と渋川広域圏の３市町村の消

防団で構成するものですが、こちらが主催するものが例年４月頃に実施する幹部団員・新

任団員教養訓練及びラッパ吹奏訓練、６月頃に実施するポンプ操法競技会及びラッパ吹奏

訓練、７月頃に実施する機関員教養訓練、１月頃に実施する普通救命講習などがございま

す。 

      また、このほかに各分団が町内を定期的に巡回する詰日の際に、各自で消防ポンプ車の

操作方法等も確認いたしております。 

      なお、今年度は昨年度と同様に、新型コロナウイルスの影響により、訓練が中止あるい

は延期となっているものもございますが、いずれにしましても各消防団員は、休日等の貴

重な時間を消防活動に捧げ、熱心に訓練に取り組んでいただいております。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 今の話を聞きますと、相当の、一般のお勤めの人であれば、そういう時間

を割いて練習に励んでいるということで、大変うれしく思うわけでもございます。 

      また、その中で、団員の方々は常備消防士と違い、やはり先ほどの話ではございません

けれども、仕事や業務の傍らの活動なので、なかなか全員が集まることはほとんどないと

思われますが、ある消防団では操作方法が全く分からない団員がいると聞きました。火災

のときに、訓練されている方がいないとき、操作ができない人ばかりが集まった場合、ど

のようなことになりますか。また、団員は機械操作の手順などはどのようにされているの

でしょうか、お尋ねします。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙田総務課長。 

              〔総務課長 髙田栄二君発言〕 

総務課長（髙田栄二君） 消防団員の消防ポンプ車の機械操作方法は、先ほど申し上げました機関員

教養訓練やポンプ操法訓練の際に、渋川広域消防署南分署職員に講師をお願いいたしまし

て、団員それぞれの技術の習得・向上を図るほか、分団ごとにふだんの活動の際に、先輩

団員から後輩団員への知識、技術の継承も図られております。 

      そして、議員お尋ねの火災出動の際の機械操作についてですけれども、各分団とも必ず

複数で出動しておりまして、消防ポンプ車の操作方法が誰も分からないといった事態は起

こりにくいと考えております。 
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      また、もしそういった場合であっても、ほかの分団から操作方法に熟知した団員に応援

に入ってもらうなど、分団相互の協力関係の構築もふだんの活動から図っておるところで

ございます。 

      全ての団員が有事の際に迷いなく機械操作ができるよう、技術の習得・向上を促進して

まいりたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） やはり今のお話の中で、大変な金額の消防車を操作できなかったら大変な

ことになりますから、その辺のところの訓練というのは常にやっていただければ、またよ

ろしいんではないかと、こんなふうに思うわけでもございますが、団員の方々が末端まで

はその訓練がなされているのかということになると、やはりこれはちょっと疑問な点もあ

るような気がするんですが、その辺はどうなんでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙田総務課長。 

              〔総務課長 髙田栄二君発言〕 

総務課長（髙田栄二君） 議員お尋ねの末端の団員までの訓練が行われているかどうかというお話な

んですけれども、機関員教養訓練、ポンプ操法訓練というものが、専門的な機械を使って

扱う操作の訓練で、消防ポンプ等、当然非常に高圧になりますので危険も伴います。そう

いった点での操法訓練を実施して、団員相互の情報共有を図るようにというふうな教育は

しておるところでございます。 

      また、どうしてもその日に、訓練当日に都合があって参加できなかったりとか、あるい

は火事もそう頻繁にあるものでございませんので、そういったところでは日々の訓練の重

要性というものもまた重要なのではないかと考えられますので、その辺を考え併せて、今

後も技術の習得・向上の促進に努めてまいりたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） よく分かりました。 

      それで、先ほど学生消防団と言いましたが、全国の学生消防団の団員数は約５，４００

人ぐらいとのことですが、町では学生消防団の組織そのものがあるんでしょうか、お尋ね

します。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙田総務課長。 

              〔総務課長 髙田栄二君発言〕 

総務課長（髙田栄二君） 学生消防団についてですが、本町におきましては組織そのものがございま

せん。 
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      また、学生の入団状況ですが、現在のところ１名の方が所属していることを確認してお

ります。 

      現在、吉岡町で消防団員の募集の際に配布しておりますチラシには、学生も入団可能で

あることを記載しておりますので、今後も募集活動を継続していくとともに、学生消防団

員の募集促進策について、今後も検討してまいりたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 要するに、学生消防団というのは今の消防団に属するというか、入ってし

まうということでよろしいわけですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙田総務課長。 

              〔総務課長 髙田栄二君発言〕 

総務課長（髙田栄二君） 学生消防団という枠でくくりますと、学生のみの消防団というくくりで、

今、町のほうで進めております分団体制とは別個というところでは、こういう消防団の組

織というものがないというお話なんですけれども、学生そのものは消防団に入っている実

績はあるということでのお答えということでご理解いただきたいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） ないということだと思うんですけれども、つくる考えがあるのだとしたら、

大学生の場合、よく災害地などで多くの大学生のボランティア活動が見受けられます。と

なると、大学生は暇のある方もおられるわけですから、もしつくるとなればつくれるんじ

ゃないかと思いますが、またそういう機会がございましたらぜひそのような活動ができる

学生消防団をつくっていただければと思っております。 

      では、次に移ります。 

      創業時の補助金について。 

      現在、吉岡町は、若い世代を中心に人口が増え続け、一方で大規模小売店舗の出店計画

など商業施設の進出が進んでいます。移住者だけでなく、定住、そして安定した町の財政

運営につなげていくためには、企業誘致ももちろんですが、創業支援による雇用の創出や

テレワークを伴う移住への取組も必要ではないかと考えます。 

      そこでお尋ねします。まず、現在の町の創業支援に関する町長の見解及び現在の取組に

ついて。また、それに関連して、創業や就職、そしてテレワークを伴う移住、こちらに関

する町長の見解及び現在の取組について、それぞれお答えをお願い申し上げます。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 
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町  長（柴﨑德一郎君） 創業支援に関する質問をいただきました。町でも創業に関する相談を受

け付けておりますが、創業を希望する方の業種などの要素に応じて、支援機関となります

吉岡町商工会と連携した取組を行っているところでございます。 

      また、テレワーク関係につきましては、県内外の多くの自治体が人口減少対策に取り組

む中、我が吉岡町においては幸いにも人口は増えており、当面この傾向は続くものと予想

されているところです。しかしながら、国全体の人口が減少する中にあっては、吉岡町に

おいても減少に転じるときが必ず訪れます。そのためにも、今から対策を講じることも必

要だと考えております。 

      移住者への補助金につきましては、県との連携によります吉岡町移住支援金事業を実施

しているところです。この事業は、国の事業でもあり、群馬県内全ての市町村が参加し、

オール群馬として取り組む事業でもあります。 

      創業支援関係につきましては、この補助金事業の内容につきましては産業観光課長より、

またこちらの移住支援につきましては住民課長より、それぞれ詳細を説明させます。 

議  長（岩﨑信幸君） 岸産業観光課長。 

              〔産業観光課長 岸 一憲君発言〕 

産業観光課長（岸 一憲君） それでは、創業支援の内容につきましてお答えをさせていただきます。 

      現在、吉岡町では、創業に関する補助金等の資金的な支援事業は実施しておりませんが、

吉岡町商工会において経営支援員などの専門員が配置され、創業に関する相談や支援を行

っております。また、群馬県商工会連合会による、ぐんま創業スクールが実施されており、

受講が完了すると修了証明書が発行され、その後の支援策に結びつくということになって

おります。 

      なお、補助金等の支援につきましては、群馬県におきまして、起業支援金事業が実施さ

れております。 

      事業の内容につきましては、地域の課題の解決を目的として群馬県内において新たに起

業する方に対して、起業に要する対象経費の２分の１以内で２００万円を上限に起業支援

金の交付及び事業の立ち上げ等に関する支援を実施するものでございます。 

      今年度４月２６日から約１か月間の公募期間に、吉岡町で起業したいとの計画書が提出

されましたが、先月下旬に町の確認書及び意見書をお出ししたところでございます。吉岡

町商工会とも起業に当たっての相談をしているということでございますが、今後、県での

審査、選考が行われまして、７月中にはその選考結果が通知される予定となっております。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 移住支援策につきましては、県との連携によります吉岡町移住支援金事業
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があります。この事業は、東京圏から本町への移住促進を図るため、移住者の移住に係る

一時的な経済負担の軽減を図るものです。 

      対象者の概要は、直近の１０年間に通算５年以上かつ住民票を異動する直近１年以上、

東京２３区内に在住の方、もしくは東京圏から東京２３区内へ通勤していた方などが、起

業もしくは県などのマッチングサイトの求人に新規就業された人が対象となり、２人以上

の世帯では１００万円の交付が受けられる制度となっており、１００万円の内訳は、国が

５０万円、県と町が２５万円ずつとなっております。 

      今年度から幾つか要件を拡大して実施しております。テレワークによる要件を追加し、

移住元の要件を満たす人が本人の意思により地方へ移住し、引き続き業務をテレワークで

実施する場合について対象としたものです。また、専門人材に関する要件も追加し、移住

元要件を満たす人がプロフェッショナル人材事業等を活用し、地域企業へ就業する場合に

ついて対象としました。 

      そのほか、全ての要件に必要となる移住元要件の対象期間について、東京２３区内の大

学等への通学期間も加算可能としました。 

      今後とも、県と連携を取りながら事業を進めてまいりたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） お二人のいろんなご意見をいただきまして、ありがとうございます。ぜひ

これからもこの支援というものを、東京一極集中という、最近は東京のほうからもあちこ

ちに出回っている、出回っていると言ったら失礼ですけれども、出て来ている人がたくさ

んおるようでございますけれども、ぜひ吉岡町もそういうものをうまく発信して呼び込め

るような体制を整えてもらえばと思います。 

      また、関連する支援事業を行っているものの、応募がない状況ではないかと思います。

こちらについては、応募を待っているだけでなく、情報発信の強化など攻めていくような

展開をすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 移住を促進するための取組として、県と連携し、町長の移住者歓迎メッセ

ージ及び県外からの転入者の感想などの動画を県移住ポータルサイト上に設置した特設サ

イトの中で配信をしております。以前、ご指摘をいただきましたホームページの写真につ

きましても、県外の方々により分かりやすく、より興味を持ってもらえるよう、写真の説

明文もつけさせていただいたところです。 

      その他、情報提供としまして、ホームページの移住のページに町の子育て支援策等の情
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報へのリンクも張らせていただいているところになります。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） そういうような発信をどんどんしていただいて、今、人口が増えるからい

いじゃなくて、やはりそういうものも含めてこの支援事業に取り組んでいってもらいたい

と思っております。 

      では、次に参りたいと思います。 

      １－４、空き家対策について。 

      空き家は、都市、農村を問わずに存在し、その数は年々増加しています。ましてやこれ

から高齢者の独居老人が増えてまいります。管理が届かない空き家を放置することで、地

域の景観を損ねるだけでなく、治安の悪化や害虫の発生、台風や雪害による破損、倒壊等

により、近隣や周囲を通る人々に被害をもたらします。所有者はもちろんのこと、地域と

してもこのような課題に向き合って検討したり、対策をしたりする必要があると思います。 

      町では、最近の空き家が何件くらいあるのか把握していますか。また、空き家で農家造

り、古民家ですね。店舗造り、一般の住宅、別荘造り等、それらが別々に何件くらいある

か、分かる範囲で結構ですのでお聞かせください。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 幸いにして我が町は人口が増加状況にあるというまれな町でありますが、

国立社会保障・人口問題研究所が発表している日本の地域別将来推計人口によると、この

増加は２０４５年から２０５０年頃までであり、２０５０年以降は減少に転じると見込ま

れております。 

      これらの状況を踏まえ、町では空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、平成２

９年に空き家の実態調査を行い、平成３１年には吉岡町空家等対策計画を策定したところ

でございます。 

      空き家状況の詳細につきましては、建設課長より答弁をさせます。 

議  長（岩﨑信幸君） 大澤建設課長。 

              〔建設課長 大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君） 議員お尋ねの空き家の件数でございますが、平成２９年度に実施した吉岡

町空家等実態調査において、２２０件存在することを把握しております。また、空き家の

造りの種別ごとの調査は実施しておりませんので、申し訳ございませんが数字は把握して

おりません。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 
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              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） ２２０件という全体の空き家だそうですが、吉岡町はやっぱり農業の方も

かなりおるわけですから、農家の農家造りというんですか、古民家造りといいますか、そ

れはかなりあるのではないかと思います。 

      それで、空き家対策や先ほどの移住者支援ではないですけれども、その一環として、例

えですが、農家造り、要するに古民家ですが、要は都会から来た方々に特に人気があるよ

うですので、他の自治体等もやっていることですが、移住者、定住者に対して、あまり手

をかけなくても住めるような空き家をあっせんなり仲介して、週刊誌ＡＥＲＡに掲載され

ました首都圏で移住者ランキング１位の吉岡町をさらに情報を発信することによって、吉

岡町をアピールすることができると思いますが、いかがでしょうか、お尋ねします。 

議  長（岩﨑信幸君） 大澤建設課長。 

              〔建設課長 大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君） 古民家など空き家バンク等を活用し、移住定住希望者に対し情報提供を行

うなど、周辺自治体の動きについては承知しており、吉岡町でも空き家バンク事業を令和

元年９月より開始しております。 

      しかしながら、吉岡町では、比較的民間事業者主導による分譲住宅や建て売り住宅、共

同住宅の民間開発が活発でございます。空き家が民間業者に買い取られ、リフォームや建

て直し後に販売されたり、比較的面積の広い農家造りの家などは取り壊した後、共同住宅

や分譲地として開発される例が多く、逆に空き家が解消されているという特異な状況でご

ざいます。 

      現時点では、空き家バンク事業を引き続き進めて、移住定住希望者にも町ホームページ

などで情報発信を強化し、周知を図っていきたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） よく分かりました。確かに農家の空き家というのは非常に少ないとこの辺

では思われますけれども、また住みよい街として大東建託がランキングを発表しています

が、群馬でも高崎市、前橋市、吉岡町が３位に入っています。このように、吉岡町は町民

外の人たちは、吉岡町は裕福なんでしょうねというようなことをよくいただくことがあり

ます。人口増にあぐらをかくことなく、いろんな意味で前に進めていただきたいと思いま

す。 

      人口が増えれば増えたで、町としては大変なことが増えてくることは分かっていますが、

住み続けたいまち、住んでよいまちの姿は持ち続けなければならないと思います。よりよ

いまちづくりを目指してください。 
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      そこで、町長にお尋ねしますが、吉岡町は、よく町外の方々に、人口が増えて裕福な町

なんですねというような言葉を先ほども申し上げたようによくいただきます。そこで、吉

岡町はやはり裕福な町なんでしょうか、ちょっとお聞きします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 人口が増えていることにつきましては、間違いございません。そして、

人が増えて、人の心の豊かさは増えていると思います。ただ、経済的に裕福かというと、

そちらについては人が増えればその分、財政も圧迫されるということでご理解いただきた

いと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） なかなかこの答えというのは難しいと思いますので、よく分かります。 

      次に参りたいと思います。 

      ２番として、小中学校について。 

      ２－１、ヤングケアラーについて。これは前者、嶋議員と話が重複する点が多々あろ

うかと思いますが、私なりの考えを申し上げたいと思いますので、あしからずお願い申し

上げます。 

      親やきょうだいの介護や家事に追われる若年層はヤングケアラーと言われ、全国的な実

態調査を行ったところ、最近の情報では、中学生では１７人に１人、高校生では２４人に

１人が該当していると厚労省の発表がありました。 

      群馬でも、上毛新聞は令和２年１０月から１１月に、県内３５市町村にアンケートを実

施したと。令和２年度の要保護児童の中でヤングケアラーと思われる子供がいるか聞いた

ところ、伊勢崎市や吉岡町など５市町村がいると回答があり、今後の在り方について、３

５市町村からは、子供らの意思で行っている場合も考えられ、適切な支援の在り方につい

て難しさを感じるなどの意見もあったとのことでございます。 

      そのような子供たちにどのような支援をしてあげたらよいか、また世間や他の子供たち

に知られたくないという子供たちのことも考えなければならないと思いますが、放ってお

けば子供たちはますます孤立化してしまいます。 

      アンケートや啓発活動をしても、手を挙げることはないと思われます。８０５０問題で

手を挙げる方は少ないと思います。また、このような子供たちに、大丈夫と声をかけたと

きに、笑って大丈夫と言う、その言葉をうのみにしてはいけないと思っています。その大

丈夫の言葉の裏には、誰にも言えない、本人にとっては世間や他の子供たちに知られたく

ないという気持ちが大きく働いているはずです。家庭、学校、行政が連携して、ヤングケ
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アラーを見つけ出す必要があると思います。 

      このようなヤングケアラーの実態把握について、町としてはどのように考えていますか、

お尋ねします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） ヤングケアラーについて、先ほどの嶋議員と重複することがあろうか

と思いますが、ご理解いただきたいと思います。 

      見解についてですが、先ほどの嶋議員の質問に答弁したとおり、本来大人が担うべき

家庭内の家事や兄弟姉妹等の面倒を見るヤングケアラーについて、私も大変心苦しく感じ

ております。 

      ヤングケアラーになる原因は、養育者の養育力不足や養育者の健康上の問題等々、様々

であると推測されます。 

      ご質問の実態把握につきましては、健康子育て課長から答弁をさせます。 

議  長（岩﨑信幸君） 米沢健康子育て課長。 

              〔健康子育て課長 米沢弘幸君発言〕 

健康子育て課長（米沢弘幸君） 実態把握についてなんですが、先ほどの嶋議員の答弁と同様にな

ってしまうんですが、町のほうでは要保護児童対策協議会の実務者会議を開催していまし

て、その中で町が把握する支援が必要と思われる家庭について、町、教育委員会、児童相

談所、保健福祉事務所、警察等で情報共有を図りながら、どのような支援をしていくかと

いうのを検討しています。 

      そこの協議会以外の家庭については調査していないので、中身について分からないので

すが、国のほうである程度、方向づけというのを出していますので、国の動向を見て実態

把握はしていきたいと考えています。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） よく分かりました。 

      そこで、新聞社に対して、ヤングケアラーと思われる子供が町内にいると回答されてい

ますが、何らかの調査をしたのですか、それとも幾つかの事例を確認しただけなのですか、

お尋ねします。 

議  長（岩﨑信幸君） 米沢健康子育て課長。 

              〔健康子育て課長 米沢弘幸君発言〕 

健康子育て課長（米沢弘幸君） 上毛新聞の回答につきましては、先ほど述べました要保護児童対策

協議会の要保護児童の家庭に、町の保健師であるとか、児童相談所の職員でありますとか、
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そういった方と訪問しまして、そういった聞き取り等や調査した中で、そういった事例に

該当するというふうに判断して回答したというようなことになりまして、新たに何か調査

をしたということではございません。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） では、特別な調査をしたということではないということですね。 

      次に、まずは児童生徒にヤングケアラーはどのようなものかについての理解が進んでい

くことが重要ではないかと思いますが、町としてはどのような考えですか。また、いわゆ

るお手伝いとヤングケアラーの違いをどのように伝えていくべきだと考えますか、お尋ね

します。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 国のヤングケアラーの支援に向けた福祉、介護、医療、教育の

連携プロジェクトチーム報告案には、ヤングケアラーという名称や概念自体の社会的認知

度が高いとは言えないとし、今後、子供自身、そして周囲の大人がヤングケアラーについ

て理解を深め、家庭において子供が担っている家事や家族のケアの負担に気づき、必要な

支援につなげることや、ヤングケアラーに対する支援を進めていくためには、ヤングケア

ラーの社会的認知度を向上させることが極めて重要であるとしております。 

      このため、国では来年度から、国民に対する広報、啓発の推進等、ヤングケアラーの社

会的認知度の向上に集中的に取り組むとの方向性も示されておりますので、町教育委員会

としましても、町としてできる取組を進めていくことになると考えております。 

      なお、この報告案には、こうした周知、広報を行う際に、家族のケアやお手伝いをする

こと自体は本来大変すばらしい行為でありますが、過度な負担により学業等に支障が生じ

たり、子供らしい生活が送れなかったりすることが課題であるという点を理解した上で、

ヤングケアラーイコール悪いことであるというメッセージとならないよう留意する必要が

あるとも記載されておりますので、このような考え方をベースとして対応していくことに

なると考えております。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） よく分かります。 

      また、支援についてはその世帯が必要としていることを、介護、福祉、子育て、教育、

いろんな角度から把握し、支援をすべきだと思いますが、町としてはどのような支援をお

考えなのか、お尋ねします。 
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議  長（岩﨑信幸君） 米沢健康子育て課長。 

              〔健康子育て課長 米沢弘幸君発言〕 

健康子育て課長（米沢弘幸君） 先ほど来、述べています要保護児童につきましては、そういった枠

組みの中で教育委員会であるとか、児童相談所等の職員もいますので、町の保健師などと

一緒にそちらの家庭に訪問し、どういったケアができるかというようなことで、総合的な

支援をしているところなんですが、ヤングケアラーに特化したような形では現状支援して

おりませんので、その辺の対応についてどのような支援が必要か、検討していきたいと考

えております。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 町教育委員会といたしましては、福祉、子育て部局と連携しな

がら検討していくことになると考えております。 

      なお、学校では日常的に教職員が一体となって、児童生徒の困り感や悩みに敏感になっ

て、寄り添えるような体制づくりを心がけておりますが、これからはヤングケアラーとい

う視点を持って児童生徒をきめ細かに観察したり、子供や保護者の声に耳を傾けたりする

ことが大切になると考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 分かりました。 

      それと、町にはスクールソーシャルワーカーの肩書を持った方がおられるのでしょうか、

お尋ねします。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 町教育委員会としまして、町立学校へのスクールソーシャルワ

ーカーの配置は行っておりませんが、群馬県教育委員会が県内の教育事務所にスクールソ

ーシャルワーカーを配置しておりますので、必要に応じて相談に乗っていただける体制は

取られています。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 分かりました。 

      それで、この問題についてですけれども、町長がよく言われます町民の目線でと。ここ

では子供の目線に立つことが大事であると考えます。声をかけることで子供たちもだんだ

ん口を開いてくれるのではないでしょうか。また、あるケアラーの中の方が、おせっかい
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でもいいから携わってほしかったと、こんなことを伝えています。外から見えないヤング

ケアラーを見つけ出すのは大切だと思われます。また、ＧＩＧＡスクールの中での一節で

ではございませんが、誰一人取り残すことなくという言葉があるように、取り残してはい

けないと思いますので、いろんな方々と協力し合い、よい方向に進めていただければ幸い

と思います。よろしくお願いしたいと思います。これは、回答は結構です。 

      ２－２として、１人１台のパソコンについて。 

      ＧＩＧＡスクール構想とは、児童生徒向けの１人１台の端末と高速大容量の通信ネット

ワークを一体的に整備し、様々な子供たちを誰一人取り残すことなく、公平に個別に最適

化された創造性を育む教育を全国の学校現場で持続的に実現させることとのことですが、

新時代に生きる子供たちにとって、教育におけるＩＣＴ基盤として先端技術の活用は必須

です。変化の激しい時代を生き抜くためには、従来の一斉教育だけではなく、個別的に最

適化された創造性を育む教育の実現が重要だと思います。 

      町では、半年前ぐらいから端末を使用しているようですが、子供たちは覚えが早いので、

令和３年４月から本格的に使用が始まったわけですが、まだ試行錯誤の最中と思われます

が、生徒たちはどのように変わってきたでしょうか、お尋ねします。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 各学校では、端末を授業で使いこなす姿がたくさん見られてお

り、当初は困難かと思われた低学年の端末へのログインも造作なくこなしております。 

      このコロナ禍であっても、情報端末を使うことで、互いの考えや成果を共有できたり、

児童生徒一人一人が個々のペースで自分から進んで学習することができるようになったり

と、子供たちに新しい学びのスタイルを提供することができつつあります。 

      児童生徒たちは、端末を使って学習することを楽しみにしているようで、中には雨の日

の休み時間などに自ら進んで学習支援ソフトを用いてネット上の教科の授業を再生して復

習したりする児童も現れています。 

      教員からは、学校で端末を使った学習内容を家庭で保護者に話すなど、家庭での話題づ

くりとしても活躍しているという声もお聞きしております。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 分かりました。 

      もう時間がないので、もう一つだけ質問させてください。 

      また、ある学校においては、教育の指導、育成を課題として挙げている学校があると調

査で分かったといいます。情報通信技術（ＩＣＴ）に対する教員の理解度の差や研修によ
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る現場の負担など、問題となっている学校があるといいます。町の教員においてはどのよ

うな指導が行われているのでしょうか、お尋ねします。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 教員の情報端末活用スキルの向上については、校内研修や県総

合教育センターによる研修、文科省などが公表しているオンラインコンテンツを活用した

自主学習のほか、県のモデル校事業に関係する研修等も活用しながら、各校が校内研修に

おいて教職員のスキル向上に取り組んでおります。 

      先週も、町教育研究所の事業として、駒寄小学校の教員が行う授業を、吉岡中学校及び

明治小学校の先生が自校にてオンライン上で視察するオンライン研修授業等も実施いたし

ました。 

      町教育委員会では、このように令和３年度も様々な研修等を活用しながら、引き続き教

員の情報端末活用スキルや指導力の向上などに取り組んでいきたいと考えております。以

上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

              〔８番 村越哲夫君発言〕 

８  番（村越哲夫君） 次に進みたいところですけれども、時間がございますので、これで私の質

問を終わらせていただきます。 

議  長（岩﨑信幸君） 以上をもちまして、８番村越哲夫議員の一般質問が終わりました。 

      ここで昼食休憩を取ります。再開を午後１時といたします。 

          午前１１時５０分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午後 １時００分再開 

議  長（岩﨑信幸君） 会議を再開します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議  長（岩﨑信幸君） １３番小池春雄議員を指名します。小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君登壇〕 

１ ３ 番（小池春雄君） それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 

      まず、第１点目でありますけれども、コロナ禍での対応についてお伺いをするものであ

ります。 

      教訓と今後の対応ということに対してであります。 

      電話がつながらないと多くの方たちから批判の声が上がっていました。電話が集中して

混乱が起きることは容易に想像ができましたが、なぜこのようなことになったのか、まず



 - 76 -

お伺いをいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 今回、コロナ禍での対応についてということで、質問をいただきました。 

      新型コロナウイルスワクチン接種に関しましては、コールセンターにつながりづらい、

予約はすぐにいっぱいになったと、町民の皆様に大変ご迷惑をおかけして申し訳なく思っ

ております。 

      今回の第１回目の予約に関しては、ワクチンの供給量が限られていて、予約枠の数が十

分確保できなかったことと同時に、コールセンターの回線数の不足、そのためＬＩＮＥで

の予約枠の確保について、ＬＩＮＥ側での予約が多数を占めてしまい、いずれにいたしま

しても大きな混乱が発生し、予約が取れなかったことに対しましては、深くおわび申し上

げさせていただきます。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 高齢者に対する情報の提供も対応も不十分であり、その責任は私は大きい

と思っております。対象者に対してどのように思っていたのかも今聞いて、大変申し訳な

かったという回答がありましたけれども、昨日の朝、議会の開会日だということで、どな

たか知りませんけれども、私が朝起きると、うちの玄関に、「９市町村長が既に接種、コ

ロナワクチン危機管理上の対応、住民不公平の声も」という上毛新聞、これは幾日でした

か、私も見ましたけれども、これが玄関に投げ込まれておりました。恐らく議会の中で何

とか言ってくれという意味であろうというふうに私は捉えたわけなんですけれども、この

中で９市町村長が既に接種ということで、それぞれの不平不満の声もあります。 

      高崎経済大学の教授から、この人は自治体経営論を専攻しているようでありますけれど

も、いち早くワクチンを受けた県外の一部首長に批判が集まったことを挙げ、「接種の優

先順位や首長らが先行接種する必要性などを、あらかじめ住民や議会に丁寧に説明、公表

しておく必要があった」と指摘。「急に横から割り込まれたという印象を持つ住民も少な

くないだろう。今回の件は、行政の公平性、説明責任、透明性の観点から、問題がなかっ

たか検証する価値がある」というコメントを寄せております。 

      中には首長も陣頭指揮を執るんだから早く接種したほうがいいと考える人もいたでしょ

うし、しかしまた行政の公平ということで、首長だから早くその中に割り込んで接種を受

けたんじゃないかと、またそういう力によってどこかの薬局の会長か何かが接種を受けて

大きな問題にもなりました。 

      そういうことを考えると、確かに首長が接種をすること自体に私は反対をするものでは
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ありませんけれども、それは何らかの住民に対する説明、あるいは議会に対するどうでし

ょうかというお伺いがある中で、皆さんの理解の下でそのような形で接種を受けたほうが

いいんじゃないかということになれば、私はそのほうがよかったと思います。しかし、こ

のことは住民に誤解を与えたということは、私は間違いないと思っています。 

      私のところに複数の方から連絡もいただきました。電話をしてもしてもつながらないん

だけれども、どういうことなんだと、どうなっているんだと。しかし、私は担当でもない

し、その責にあるわけじゃないし、しかし町長に対して言える口は持っていますけれども、

私が決定権を持っているわけではないのでということで、逃げるわけではないのですけれ

ども、皆さんから寄せられたことにつきましては行政のほうにしっかりと伝えさせていた

だきますという範囲の回答しかできなかったわけです。 

      そういうことで、高齢者の接種状況はどうなっているのか、どこまできたのか。そして

また今後、６５歳以上が終わりますと、続きましては６５歳以下の人たちが対象になるわ

けであります。そして、混乱を起こさなかったところというのは、高崎市などでは、最初

は９０歳以上、そしてそれから５歳刻みで対象者を広げていくという形にしましたから、

割に混乱が少なかったというふうに聞いております。前橋市なんかは先行して途中から７

５歳以上に切り替えたりしたものですから、それでも６５歳、早く受付をした人は受付取

り消すことなく、それと７５歳以上を並行して行ったと。しかし、前橋市は随分混乱を来

しているというようなこと、そういう事象が起きております。様々な報道を見てみますと、

上越市なんかでは全くそういう問題がなかったというような記事も載ったりしております。 

      そういう中におきまして、そこでの反省です。反省がないと、やっぱり次の改善があり

ませんから、そこはどうであったのか、また今後の見通しはどうなっているのか、この辺

について回答を求めるものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 今、今後の見通しということでございますけれども、その前に自分が接

種をさせていただいた形につきましては、町のほうの高齢者接種の中において、自分も高

齢者の一人としているわけでございますけれども、そのほかにも予約をされて順番を待っ

ていた方がおりました。そんな中において、自分はキャンセル待ちという形の中で対応さ

せていただいたということでご理解いただきまして、これからの対応につきましてでござ

いますけれども、今後は一部優先接種もありますが、６５歳未満の町民が対象となること

で対象者が多くなることから、年齢区分を細分化し受付するなど予約を取りやすくする方

法や、高齢者受付でも実施した抽せん制にするなど、今、小池議員がおっしゃいました今

までの反省を生かし、混乱回避を目指した安全かつ速やかな接種に向けて、るる検討して
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いるところでございます。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 今は高齢者で、大体予約等も含めて予想している何割ぐらいの方が受けら

れると、そして国では７月末ということでありますけれども、当町においてはその辺はど

のようになっていますか。 

議  長（岩﨑信幸君） 米沢健康子育て課長。 

              〔健康子育て課長 米沢弘幸君発言〕 

健康子育て課長（米沢弘幸君） 一応、高齢者の対象者につきましては、吉岡町では５，０００人超

ということ、おおむね５，０００人ということで、これは速報値になるんですけれども、

５月末日現在で、個別の医療機関と、あと集団接種の予約、これがおおむね３，２００人

くらい今取っています。そのうち５００人の方は集団接種で打っていますので、実質、予

約の件数的には今言った３，２００人くらいで、今打てるという見込みが立っています。

ただ、この中には、個別の医療機関の場合は、吉岡町以外の人も受けられるということに

なっていますので、その方がおおむね１５０人くらいいるので、大体今、現時点では３，

０００人くらいの方が接種済みもしくは接種の日程が決まっていると。また、この後に医

療機関のほうでご協力をいただきまして、また３００人くらい予約枠の確保と、あと集団

接種のほうでも、もう１コース予定が、今自治会と協定しているんですけれども、３００

人くらい予定ができますので、おおむね４，０００人くらい今のところ確保ができていま

す。 

      それで、７月末の接種についてなんですが、一応希望する方については、おおむね接種

予約は取れると思います。ただ、２回目となると、若干８月のほうにずれ込む可能性はあ

りますけれども、おおむね７月中の接種というのはうちのほうではできるんじゃないかと

考えています。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 最初に質問した町長、今、冒頭で回答がありましたけれども、今の町長の

回答は、どうも言い訳にしか聞こえないんです。町長の回答というのは、私も６５歳以上

で、余ったからと。しかし、ほかの人たちは電話してもつながらないということで大混乱

をして、朝から電話をして夕方になってもまだつながらないんだと、どうなんだというこ

とだったんです。そういう中において、私は町長がしたことは、決して否定をするもので

はありませんけれども、そういう多くの方たちが順番を待っていても電話もつながらない

状況の中で、町長のほうが先行接種を、余ったとはいえしたということについては、やは
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り電話をしてもつながらない人から見ると、何だやっぱり役得かよという誤解を招くおそ

れというのは多分にありますよね。ですから、電話してもつながらなかったという人たち

に対して、町長の忌憚のない考え、私はこうだったと、役得でそれはしようがなかったん

だ、よかったんだと言うんだか、何と言うんだか、そこの住民に対する、住民の皆様が納

得できる回答をまずもう一度、確認をしたいと思いますけれども。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 先ほどもお話しさせていただきましたが、１回目の接種、そして２回目

の接種と２回、自分は接種会場で立ち会わせていただいた中において、最初の１回目のと

きには民生委員さんがキャンセル待機で接種されたという形で対応させていただいたんで

すけれども、２回目の接種のときに自分も接種会場におりまして、そこで担当のほうから

キャンセルが、最後３００番目なんですけれども、接種者がキャンセルされたからという

ことで、キャンセル待機という形の中でさせていただいたということで、ご理解いただき

たいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 先ほど言いましたけれども、今回の件は行政の公平性、説明責任、透明性

の観点から問題がなかったか検証する価値があると。住民から見ると、横から入ってきて

急に受けたんじゃないかというふうに取られる方もいますから、この教訓というのをぜひ

とも生かしていただきたい。 

      それと、先ほどは６５歳以上という話をしましたけれども、６５歳未満の方もこれから

スタートするわけなんですけれども、これにつきましては、私はやっぱりこれもまた電話

で混乱するんじゃないかと思いますけれども、６５歳以上でもこれだけ混乱するわけです

から、今度はそれ以下の人まで全て対象となるわけですから、その中でもって何らかの決

め方をしていかないとまた同じ混乱を来すと思うんです。ぜひとも混乱を来さないための

方策を考えていただきたいと思うんですけれども、その点については現在どのように考え

ていますか。そして、これなら混乱を来さずに何とかいけるんじゃないかと。全くないと

いうわけにはいかないでしょうけれども、同じ轍を二度と踏まないという考えの上ではど

のように対応していくかをお尋ねします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 先ほどお話しさせていただいたんですけれども、前の反省を生かして、

年齢区分を細分化し、受付するなど、予約を取りやすくする方法や、高齢者受付でも実施
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した抽せん制にするなど、混乱回避を目指し、安全かつ速やかな接種に向けて現在検討し

ているところでございます。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） ６５歳以上のこれまでのコロナの接種につきましては、近隣の市町村でタ

クシーの無料券であるとか、送り迎えだとか、高齢者に寄り添った接種が行われてきまし

た。しかし、我が町ではこれまでもそういうことに対する説明もなかったし、その人たち

に対する対応はどうします、こうしますという話も議会にはございませんでした。このこ

とはどうしてこうなったのか。毎日、新聞等を見ていれば、近隣の市町村、県内の市町村

にかかわらず、全国の市町村がどのような対応をしているか。そして、どうして電話もか

からないし、そういう中で接種を受けるというのに、議会の中からも声がありましたが、

夫婦で出かけようと思ったけれども、受付順とかそういうものがあって、夫婦でもばらば

らだと、そういう不合理もありましたよね。そういう方たちが、２人いれば１回で済まな

くて４回になりますから、そういう問題も生じたと。当然、そのことも分かっていたはず

なんですけれども、私は近隣の市町村に見習って、やはりそういう接種を受ける方たちに

対して、交通手段、タクシーあるいは無料バス、場所によりますとレンタカーを借りて、

そしてその高齢者を接種会場まで送り迎えしたなどというケースも出ております。そこに

ついての対応ができなかったということは、どういうことなんでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 移動手段については、高齢者対応として、社会福祉協議会で行っている

移送サービスにワクチン接種も可能することとしたほか、町で行っているタクシー運賃助

成のよしタク等の利用を検討しているところでございます。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） そのＰＲというのは十分でしたか。では、それをどの程度の人が利用しま

したか。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 十分であるとは思っておりません。 

      また、数につきましては、健康子育て課長のほうから答弁させます。 

議  長（岩﨑信幸君） 米沢健康子育て課長。 

              〔健康子育て課長 米沢弘幸君発言〕 
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健康子育て課長（米沢弘幸君） すみません。うちのほうで周知不足なところもありまして、電話で

問合せがあった方にはその旨、そういったサービスがあるというようなことでお話はさせ

ていただいたんですけれども、その件数についてなんですけれども、社協のほうに確認さ

せてもらいましたら、数件申込みがありましたということで、今明確な数字は持っており

ません。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） やっぱり周知が徹底しないとその程度なんですよ。どこどこの町は無料の

タクシーを出しますということが新聞等に載りますと、結構新聞を見ていますから、じゃ

あうちはタクシーで行けるんだなということが分かるわけですから、新聞等をぜひ見てい

ただきまして、吉岡町は他町村に遅れることなく、ぜひそういうことは進めていただきた

いということは強く要望しておきます。 

      続きまして、２点目でありますけれども、外出制限で、特に高齢者の健康に深刻な影響

が出ていることが大規模な調査で明らかになっております。運動不足による体調、体の機

能の衰えであったり、人と会う機会の減少で物忘れなど様々な問題が指摘をされておりま

す。行政としても、施策を講じていかなければなりません。その対策、対応、特にフレイ

ルと言われます老人が動かないことによって虚弱になっていくということがまた社会問題

になっております。この問題について、今後町はどのような対策を立てていくのかについ

てお尋ねするものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） 議員ご指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症による自粛生活が

長期化する中で、高齢者の方は地域社会とのつながりが減ってしまい、生活の不活発を背

景とした身体機能の衰えですとか、免疫力の低下といった高齢者の健康２次被害という新

たな問題が生まれています。 

      実際に、担当者のほうで高齢者の方から話を聞くと、誰かと話をする場がない、ストレ

スがたまるという声や、外出しないでいたら家から出るのがおっくうになってしまったと

いう声などが聞かれました。また、介護保険で居宅介護支援を行っている事業者からは、

介護保険を申請しても高齢者がコロナウイルスの感染を怖がって通所サービスになかなか

つながらない等の声が聞かれています。 

      このことから、高齢者の方には自宅で免疫力を高める生活習慣を身につけてもらうため、

今年２月にフレイル予防瓦版と称したリーフレットを全戸配布いたしました。内容は、簡

単な筋トレの紹介や認知症予防等の重要性を広報したものであります。 
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      また、さらに今年度は、介護保険制度の下で、介護予防・日常生活支援総合事業の一環

としまして、訪問型サービスの創設も新たに予定しています。事業内容としましては、要

支援１及び２の方や基本チェックリストの結果によって地域包括支援センターが必要と認

めた方を対象に、リハビリの専門職の方が自宅へ訪問して３か月間集中的に必要な支援を

行うというものであります。 

      今後においても、介護予防に効果的な支援を模索しながら情報発信等を行っていきたい

と考えています。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） この問題につきましても、最近特にコロナ禍において発生した問題であっ

て、どういうものを見てもこれからどのように取り組むのかということが課題になってい

て、こういうことがいいですというものがまだなかなか見いだせていないわけです。産学

官で協調して、どういうことがいいかというようなことをこれから模索するというような

ことで、始まったばかりのことなんですけれども、ぜひこのことにも留意をして高齢者対

策を進めていただきたいということをお願いしておきます。 

      続きまして、子育て支援についてお伺いするものであります。 

      これまでの取組と今後の予定はということで出しておきましたけれども、子どもの貧困

対策の推進に関する法律が平成２５年に制定されました。子供の貧困率は１３．９％と、

独り親家庭では５０％を超すとされております。新型コロナの影響でさらに状況は厳しく

なっていることは容易に想像ができます。 

      法律では、目的、基本理念、国の責務、そして地方公共団体の責務が定められておりま

す。第４条の中では、地方公共団体の責務は、基本理念にのっとり、子供の貧困対策に関

し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する

というふうに子供の貧困に関する法律では定めております。このことは、問題に即した対

応が求められております。 

      県内の状況を見ましても、吉岡町は私から見ると大変遅れているというふうにしか思え

てなりません。子育てをするなら吉岡町と誇れる施策を講じるべきだと思いますけれども、

これにつきましてどのような考えを持っているか、まずはお尋ねいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 子育て支援のこれまでの取組としては、健康子育て課分としては、吉岡

町新生児交付金として、国の特別定額給付金の対象とならなかった令和２年４月２８日以

降に出生した子供に１０万円を給付しております。また、吉岡町子育て支援給付金として、
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国の児童手当受給者に臨時給付金を支給した世帯に、町独自に１万円を上乗せし支給いた

しました。 

      今後の予定としては、町独自の支援を何ができるか、役場内で現在検討しているところ

でございます。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 町長、私のほうも注意して新聞の切り抜きをずっと取っていて、県内の状

況を見ていたんですけれども、そういうものを見ますと、果たして吉岡町はどうかという

ものを見たときに、比較してどうも吉岡町はいろんなことに遅れているという感じがする

んです。もう４回目だ、５回目だという市町村もございます。ぜひともコロナ禍というも

のを自分のこととして本当に理解して、自分が貧困家庭になって、そしてその子供がなか

なか厳しい状況にあるといったら、何が欲しいか、何が足りないかということはおのずか

ら見えてくると思うんです。ですから、そういう人たちに寄り添った施策。初めて新しい

ものをやることも、それでもいいです。しかし、このように新聞等を見ていると、様々な

町村の出来事があって、様々な町村がいろんな手を尽くしていますよね。一つ一つその紹

介をしているとまた切りがございませんから、しかし恐らくそのことというのは、担当課

でも切り抜き等をしてみんな見ていると思うんです。そしてまた、思っていることもある

と思うんです。そうすれば、何をするか、何をすべきかというのは見えてくると思うんで

す。 

      前回の議会では、いろんな市町村の例を示して、この市町村でこうですけれどもという

質問をしましたけれども、細かくしませんけれども、そういうものを見ているわけですか

ら、それによればやっぱり吉岡町はちょっと遅れていた、いろんな政策が少ないというも

のは感じると思うんです。ですから、私はもっと積極的に、本当にかゆいところに手が届

く施策が大事だと思います。そしてまた、議会の中でも、予算委員会でも、また文教厚生

常任委員会でも、意見として町長に上げてあるわけですから、そういうものを真剣になっ

て正面から捉えて施策を講じていただきたいと思いますけれども、これまでの遅れを挽回

するという意味で、今後の対応についてどのような考えを持っているか、ぜひ私はやって

いただきたいと思うんですけれども、町長の決意をお伺いしたいんですけれども、いかが

でしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議会のほうから要望を承っております。それにつきましても、各課職員

の皆さんに、それに沿ってどういう形で対応できるか、どういう形で町民の子育て支援、
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また弱者対策はできているか、そういうものをみんなで考えて、今回の施策、支援をして

いきたいということで、現在投げかけさせていただいているところでございます。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） このコロナ禍によりまして、子供の貧困ということが大きくクローズアッ

プされております。そして、最近話題になっていることが、小中学生が生理用品を買えず

に学校に行けない、この問題がクローズアップされております。当町ではどうもまだ対応

がなされていないようであります。 

      私の手元にもありますけれども、新聞を見ても相当な市町村が無償でお手洗いに置くだ

とか、図書館に置くだとかして自由に使える。玉村町では何か所かに置いてあって、要す

るに貧困であるか貧困でないか、そんなの関係なく、必要とする人は自由に持っていける

というシステムにもなっております。 

      前回、文教厚生常任委員会の中で、教育委員会事務局長に聞いたら、このことはいかが

ですかと言ったら、まだその話題にもなっていない、その話もしていないという回答でし

た。果たしてそれでいいんでしょうか。私は、教育長に、お金のことは町長に聞きますけ

れども、このことは教育長にお尋ねしますけれども、このことが教育委員会で話題にのっ

てこないというのはどういうことなんでしょうか。そしてまた、教育委員さんもいますよ

ね。教育委員さんの中からも、新聞紙上でこんなにたくさん出ているんですけれども、こ

のことが教育委員さんの中からも、教育委員会の会議の中からも出てこないんでしょうか。

私は不思議でなりません。まず、このことについての回答をください。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） コロナウイルス感染症の影響で、経済的に困窮する世帯が増加する中で、

貧困に悩み、女性が生理用品を購入するのが難しい事例が発生しております。女性の身体

に特有の消耗品であることから、困難を抱える女性へ寄り添いながら支援する必要性を感

じております。 

      そこで、町では経済的な理由等で生理用品を購入することが困難な希望者に対して、生

理用品を無償配布いたします。詳細については、介護福祉課長、また教育委員会事務局長、

それぞれ答弁をさせます。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） それでは、町長の補足をさせていただきます。 

      町では、貧困に悩む女性の支援につきまして、生活に直結する社会的な課題として捉え
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まして、生理用品を無償配布いたします。７月から、役場介護福祉課福祉室の窓口で生理

用品を無償で配布する予定です。 

      なお、配布対象者は経済的に困窮している方で、窓口で申出のあった人といたします。

窓口では、女性の心情に配慮しまして、名刺大のカードを受付に用意しておきます。来庁

者の方がそのカードを職員に直接手渡せば生理用品を受け取れるようにいたしたいと思い

ます。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 町教育委員会といたしましては、まず就学援助の対象世帯につ

いて、介護福祉課が実施する役場窓口で生理用品を配布する事業と連携した取組を行いた

いと考えております。 

      また、学校内の対応としましては、生理用品を必要とする児童生徒に対し、養護教諭が

保健室で直接手渡しするといった対応を現在予定しております。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） このことが教育委員会で話題になりませんか。 

議  長（岩﨑信幸君） 山口教育長。 

              〔教育長 山口和良君発言〕 

教 育 長（山口和良君） この生理用品に関しましては、教育委員会で話題になっておりません。 

      教育委員会のほうでは、既に子供の貧困対策に関連することとすれば、やはり学力の向

上、全ての子供たちにしっかりとした学力をつけるということで、町の様々な施策を展開

している中でのご意見をいただくことはしばしばございますが、生理用品のことについて

特化したご意見というのは今までございませんでした。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） だから私は不思議でならないんです。というのは、今、子供の貧困の中で、

生理用品が買えないので学校に行けないということが問題になっているんです。このこと

が問題で学校に行けない、そのことに対して、教育委員会の中でも話題が出ないというこ

と自体が私は不思議でならないと言うんです。また、ならなければ、そういう問題という

ものをやっぱり教育長としても提起をしていく必要というものがあると思うんです。学ぶ

権利ですから、みんなひとしくあるわけですから。 

      だから、先ほど課長のほうから回答があって、７月からという話がありましたけれども、

随分遅いですよね。渋川市はもう４月から配布していますよ。３月で決定して４月１日か
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ら。大変遅いじゃないですか。遅いでしょう。だから何でここで素早くできないのか。そ

して、もうそのときからですよね、そこへ行ってアイコンタクトすれば、そこでもうすぐ

に手渡しをするというふうに、子供のプライバシーであるとか、大人のプライバシーを最

大限に守って、そして気軽にそこでお持ちいただけるということが大事なわけです。そし

てもう群馬県でも、どこでも女性のお手洗いには備えつけておいて自由に使えるというふ

うになっているところがほとんどなんです。それが保健室に行けばなんて、そんな話をし

ている段階じゃないんです。全く子育て支援なんて言って、目が行っていないじゃないで

すか。もう少し子供の心情を察して気軽に使えるということが一番大事なんじゃないです

か。そこは町長、ぜひともそういうところに配慮して、どういうふうにすればみんな気持

ちが楽にして気楽にしてそれを使うことができるかと。 

      そしてまた、誰が困窮しているかしていないか、なかなか分かりませんよね。しかしだ

けれども、必要とする人はどなたでもそれが利用できるという制度に改めればいいじゃな

いですか。ぜひそういうふうにしていただきたいと思います。気軽に利用できるように、

どうせある制度でしたら、気楽に、気軽に、どこにも遠慮することなく。そして、なるべ

く早く、７月からなんて、まだ６月に入って今日は２日です。まだ１か月も先に引っ張る

んですか。何とでもできるでしょう。今、開会中ですから。予算がなければ補正をして出

せば、議会が最後の議決と同時にそのことがスタートできるじゃないですか。あれば予算

の流用も可能ですし、なければ補正もできますから、ぜひとも私はそういう対応を、周り

を見てもちっとも前に進まないんじゃなくて、周りを見て周りに遅れぬようにしてどんど

ん進めていくということが私は大事だと思います。ぜひそのような動きを、町長していた

だきたい。いかがでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 改めて関係機関と確認をさせていただいて、できる限り早く進められる

ように努力したいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 町長、協議ばかりしていて前に進まないのが一番困るんです。協議したら、

そのことはどんどん手を打つと。先ほどの回答ですと７月からですから。７月ではなくて、

もう遅れに遅れていますから。もっと素早く、だって可能でしょう。今、議会開会中です

よ。できますよ。 

      私、先ほど言いましたけれども、困窮している方だけが対象じゃなくて、コロナで全体

が困窮しているから、国としても１人１０万円というものを給付しているわけです。です



 - 87 -

から、希望する人には十分にそれを行き渡らせる。これからＳＤＧｓの話もしますけれど

も、これにも関連しますけれども、ぜひともそういう対応を取っていただきたい。町長、

いかがですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 町内の真に困っている方を支援すべく、速やかに努力していきたいと思

っています。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） ぜひとも速やかに対応していただくよう、強く望んで求めておきます。 

      奨学金制度も検討を前議会でしていただきました。さきの議会でも言ったんですけれど

も、高校生であるとか大学生、これが留年するんじゃなくて、もう高校生、大学生も、授

業料がただになっても、学校の管理費であるとか、様々な支出があります。そのことが払

えないので、大学を、高校を、中には進級を諦める、大学も退学をせざるを得ないという

人たちが増えております。私はこういう人たちにぜひとも奨学金制度を創設していただき

たいという話をしましたら、町長のほうは検討するということでしたけれども、ぜひとも

このコロナ禍においては、町がその気にならなければできない制度ですから、ぜひともこ

の制度を早く、子供たちが退学してしまってからでは間に合わないんです。入学を諦めて

からではしようがないんです。途中退学をすることがないような形での町でできる支援を

考えていただきたいと思いますけれども、町長いかがでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 現在、高校生等については、高等学校等就学支援金や高校生等奨学給付

金等により、全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるような制度が取られており

ます。 

      また、高校生を対象とした奨学資金貸付制度については、群馬県教育文化事業団高等学

校等奨学金や群馬県高等学校等奨学金、母子父子寡婦福祉資金貸付金等があり、大学生を

対象とした奨学金としても、大学等がそれぞれ設置している大学独自の奨学金のほかに、

独立行政法人日本学生支援機構による無利子の第一種奨学金と利子つきの第二種奨学金の

ほか、返還が不要な給付型奨学金の制度も創設されております。 

      そのほかにも、文部科学省では令和２年度から、意欲ある子供たちの進学を支援するた

め、高等教育修学支援に係る新制度を立ち上げており、このように国や県などにおいて修

学支援に関する取組が進められている中、町としても総合的に検討していきたいと考えて
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おります。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） そのことは、さきの議会で町長から回答は得たのです。そこでその検討を

するというのが、以前、前回の回答なんです。全く一緒では済まないじゃないですか。し

かし、状況は深刻になっています。状況はますます深刻なんです。大学生で、途中でやめ

なければならないという人が増えています。お金を無償で支援するところもあります。そ

れはよっぽど成績がよかったからですね。誰もが受けられるんじゃないんです。無償とい

うのは、本当にごく一握りの僅かな人です。ですから、意欲はあるけれども金がない、何

とかしたいという人に対して、どういう奨学金でもそれぞれ厳しいんです。ですから、そ

ういう人に対して、だから群馬県でも幾つもの市町村が奨学金制度を持っています。利用

もしています。ですから、そういう中において、吉岡町は群馬県の中でもどの市町村にお

いてもやっぱり一番いいねと言われる制度をつくるべきじゃないですか。だって、子供と

いうのは国の宝でしょう、町の宝でしょう。子供なしにして、その市町村が栄えることは

ありません。これは投資でしょう、その町の将来に対する。私はこのことは積極的にやる

べきと思うんです。 

      町長、その場逃れの回答じゃなくて、ぜひとも真剣になって、今そういうことで、もし

かしたら今でもうちも大変だから進学は難しいかなと。ヤングケアラーの話もあったじゃ

ないですか。親の面倒を見なくちゃならない、弟の面倒を見なくちゃならない、こういう

人たちが自分の進学を考えられますか。こういう人たち、意欲ある人たちのために、町は

何をすべきかということを真剣に考えていただきたい。そして、ただ考えただけじゃなく

て、そのことを行動として表して、町に制度としてぜひともつくっていただきたいと思う

んです。町長、最後に同じ質問をしますけれども、いかがでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） しっかり研究していきたいと思っています。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 研究するのはいいんですけれども、研究してからその後に前に進まないと

いうことが一番困ることなので、ぜひとも研究して前に進めていただきたい。 

      それと、先ほども質問がありましたけれども、ヤングケアラーということも、今大きな

話題となっております。私は、この問題というのは、国連では結構前から採択をされてい

まして、子供の貧困の中にもヤングケアラーというのが出てきまして、世界中でこのこと
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が問題になったわけなんですけれども、確かに実情というのが見えにくいわけです。なか

なか見えてこない。しかし、見えたときにどうするか、またそのことを見ようという認識

があれば見えてくるのでしょうね。その認識がなければ見えてこないと。だから今、日本

では最近になってＮＨＫなんかでヤングケアラーの問題が何回か放送されて、そういうも

のを見た人が、こういう実態があるんだというものを改めて認識したんだと思うんですけ

れども、これは先ほど嶋議員のほうから数字も出しておりましたけれども、クラスでい

うと、中学生ぐらいですと、１クラスの中で２人ぐらいいるという勘定なんです。お母さ

んの面倒を見たり、お父さんの面倒を見たり、あるいは妹の面倒を見たり、ましてやコロ

ナ禍の中でお母さんがなかなか十分に働けない状況が生まれてきて職を失ったりする。そ

うすると、お母さんは当然、独り親家庭はどうしようかと思って、その中で様々な先のこ

とを考えて心配しますよね。そういうことによって精神疾患を来す、その精神疾患がある

お母さんがまた働けなくなる。そうすると、子供がお母さんの面倒を見なければならない

し、きょうだいがいれば弟なり妹の面倒を見なければならない。そのことによって学校に

も行けない。でも、子供というのは世間を知りませんから、このことというのは私だけの

ものじゃなくて、みんなもそうなのかもしれない。子供ですから、その知識はありません

から。ということで、黙っていて成長したら、今になって気づいたら、僕も私もヤングケ

アラーだったということが今分かってきたんですね。 

      ですから、周りがそういう人たちを見つけ出すというか、発見するというか、周りが思

い入る気持ちがあればそういうものが見えてくるんだと思うんです。ぜひともこの問題に

つきましては、学校であれば先生たちが、そういう目で捉えているかどうか。その視点が

なければ絶対見えてきません。ぜひ、学校であれば、このことはもう承知していると思い

ますけれども、教育長のほうも再度、教育長として、また学校側に対しましてもそういう

視点を養っていただいて、そういう目で子供たちを見守るというところに力点を置いてい

ただきたいと思います。それが見えてこないと、次に打つ手というのは出てきませんから。

水面下にいるようなものなんです。下にいるわけですから。ですから、見るほうがそうい

う認識があって初めて見えてくる問題ですから。ぜひともそのことには注意を払っていた

だきたいとお願いをしておきます。 

      時間も迫ってきておりますけれども、続きまして、コロナ禍の問題で、次に生活支援に

ついてお尋ねをするものであります。 

      緊急小口資金の貸付状況でも実態が見えてきますが、町独自の対策はということで出し

ておきましたけれども、住民に対する何らかの調査は行っていますか。実情に応じた今後

の対応が必要です。これは県内で様々な支援をしていますけれども、まずお尋ねをします

けれども、緊急小口資金、吉岡町ではどのくらいの数の人がこれを利用したかという数字
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は捉えていますか。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） コロナ禍により、多くの方たちが先が見えず不安を抱いている中で、生

活困窮者に対する支援が急務となっております。町では、コロナ禍による背景への影響に

ついて調査は行っておりませんが、一時休業や収入の減少などの相談に対しては、政府が

行う緊急小口資金や総合支援資金の貸付けについてご案内をさせていただいております。 

      国による特例貸付けにおける最大貸付枠は２００万円となっており、一定期間の支援効

果が見込まれております。長引くコロナの影響を受けて、政府は追加支援策として、生活

困窮者に対しての貸付金償還免除制度のほかに、新たに給付金を創設する検討も行われて

おり、当面は町で独自の貸付けなどを行う予定はしておりません。 

      しかしながら、コロナの感染対策で特に配慮が必要な高齢者や障害者等に対する独自支

援は行っていく予定であります。また、コロナが収束した後、なるべく早く生活の基盤を

立て直せるような支援も、関係機関と協力して対応しております。 

      なお、詳細につきましては、介護福祉課長より答弁をさせます。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） 先ほど議員からご質問のありました貸付けの給付金の実績でござい

ますが、特例貸付けにおきまして、令和３年５月３１日現在、吉岡町などの実績の数字を

お伝えします。 

      緊急小口資金は１１２件、金額にしまして１，９９７万円。続いて、総合支援資金、こ

ちらは５６件、金額にしまして２，６６６万円。続いて、総合支援資金の延長分、こちら

につきましては１９件、６４９万円。そしてさらに、延長が終わった方に対しては再貸付

けも行われております。その再貸付けの件数が４件、金額にしまして２２５万円でござい

ます。合計で１９１件、５，５３１万円が給付実績でございます。 

      続いて、先ほどの町長の補足説明をさせていただきます。 

      まず、町独自の支援策といたしまして、障害者の方に対して手作り布マスクの給付事業、

こちらを行います。また、午前中の質問にも答弁させていただきましたが、高齢者の方に

対しては移送サービス、それから配食サービスにつきましても費用助成を継続いたします。

また、こちらも先ほどの答弁でお伝えしましたとおり、生活困窮者の方に対する生理用品

の無償配布事業を速やかに実施したいと思います。 

      それ以外につきましては、現在、町の社会福祉協議会のほうで県社協から委託事業によ

りまして、自立相談支援機関として相談支援員が配置されております。その相談支援員の
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方が、生活困窮者の方から、生活状況ですとか仕事など、失業、それから求職、そういっ

た部分の悩みを聞きながら、解決に向けた各種の提案を行っております。住居の確保支援、

就労支援、一時生活支援、家計改善支援など、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強

化を図るために、今後も町及び関係機関と連携して対応してまいりたいと思います。以上

です。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 今、報告があったように、それなりに結構な数で貸付けにつきまして要望

があるようであります。これは群馬県ですけれども、無利子貸付けが３万６，０００件と

いう報道がありますから、これを見ても相当な数が貸し付けられたということが分かるか

と思います。 

      そして、これだけの生活困窮者がいるということは、だからこれだけ借りるんですけれ

ども、ですから私が言いたいのは、これも借りられない人もいるんです。ですから、そう

いう人たちに対して、町が本当に何をしてあげられるか。ぜひともこれだけの職員の人も

いるわけですから考えて、住民の側に立った施策を講じていただきたいということを強く

要望しておきますけれども、町長、それについての回答、思いがあればぜひ答えてくださ

い。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 弱者支援につきましては、町として大いに支援していきたいと考えてお

ります。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

              〔１３番 小池春雄君発言〕 

１ ３ 番（小池春雄君） 質問がちょっと、時間が迫ってきましたので、スラグ問題は時間がもしも

余ったら後でするということで、４番目に出しておきましたＳＤＧｓについて町の考えを

問うものであります。 

      ＳＤＧｓの取組についてでありますけれども、２０１５年に国連で採択された持続可能

な開発目標は、２０３０年までに持続可能な社会を実現するための世界共通の目標です。

１７ゴール、１６９のターゲット、２００以上の指標で構成されています。この壮大な目

標に基づいて、気候変動や生物の多様性の創出などの地球の限界に由来する危機と、世界

全体で拡大する貧困や格差の変革が取り組まれてきました。しかし、２０２０年から世界

を席巻したコロナウイルス感染症により、ＳＤＧｓ達成に向けた世界の努力を後退させて

おります。コロナを越えて、持続可能な世界の変革のために、今私たちが何をすべきかが
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問われております。 

      役場庁舎の入り口にポスターが貼ってあります。町長も見ていますよね。意味もなく、

どなたかに頼まれて貼ってあるものだとは私は思いません。地方自治体として真正面から

捉え、アクションを起こしていくべき問題です。これも職員の英知を募り、日本に誇れる

対応が私は求められているんだというふうに思います。 

      先ほど、１７の目標と言いましたけれども、まず１番にありますのは、貧困をなくそう

と、これも子供を含めて貧困をなくそう、そして飢餓をゼロに、すべての人に健康と福祉

を、質の高い教育をみんなに、ジェンダー平等を実現しよう、安全な水とトイレを世界中

に、エネルギーをみんなにそしてクリーンに、働きがいも経済成長も、産業と技術革新の

基盤をつくろう、人や国の不平等をなくそう、住み続けられるまちづくりを、つくる責任

つかう責任、気候変動に具体的な対策を、海の豊かさを守ろう、陸の豊かさも守ろう、平

和と公正をすべての人に、パートナーシップで目標を達成しよう、これが１７の目標であ

りますけれども、このことを視野に入れて、持続可能な社会をつくるというのは、私たち

基本というのはその足元からですよね。これについての、時間も迫りましたけれども、最

後に町長の見解をお尋ねいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） ＳＤＧｓは持続可能な社会を実現するための世界共通の目標という壮大

なものでありますが、私も議員と同様に、一地方自治体である吉岡町としても、町民の皆

様と共に真正面から取り組んでいくべき問題と考えております。 

      ご承知のとおり、町では将来を見据えた総合的、計画的なまちづくりの指針として、現

在、第６次吉岡町総合計画の策定に取り組んでおります。町では、この総合計画を皮切り

といたしまして、今後策定または改定する分野別の計画においても、世界共通の目標であ

るＳＤＧｓとの関連性を明確にし、ＳＤＧｓの視点を反映していければと考えております。

また、各種計画の方向性等がＳＤＧｓの理念を通じて町民の皆様に分かりやすく伝わるよ

う努めてまいります。 

      それから、個人的でございますが、ある若者が、団体が、周りの人が優しくなる、人に

優しくするためにはと、マゼンタ・スターのマークを身につけることで、困っている人に

協力したい気持ちがあることを示す運動を起こしました。終わります。 

議  長（岩﨑信幸君） 以上をもちまして、１３番小池春雄議員の一般質問が終わりました。 

      ここで休憩を取ります。再開を１４時１５分といたします。 

          午後２時００分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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          午後２時１５分再開 

議  長（岩﨑信幸君） 会議を再開します。 

      岸産業観光課長。 

              〔産業観光課長 岸 一憲君発言〕 

産業観光課長（岸 一憲君） 資料の提出の依頼をいただきまして、再度提出をさせていただきます。 

      土地開発公社、県内の解散の状況についてということで資料を準備させていただきまし

た。配付させていただておりますので、ご確認いただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議  長（岩﨑信幸君） １０番飯島 衛議員を指名します。飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君登壇〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） それでは、議長への通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

      先ほどの小池議員の一般質問と波長が合ったと見えて、見事に重複してしまいますけれ

ども、まず１番目のコロナ禍における女性の負担軽減について、（１）生理の貧困が問題

になっている、必要な方たちに生理用品の無償配布など負担軽減を望むがと、（２）小学

校、中学校の個室トイレでの生理用品の無償提供はできないかということを一般質問する

わけですけれども、小池議員がかなり舌鋒鋭くしておりまして、回答のほうももうなされ

ているかと思いますので、私のほうは質問をしまして、要望をまとめてしますので、再度

お答えをお願いしたいと思います。 

      コロナ禍における女性の負担軽減について、（１）生理の貧困が問題になっている。必

要な方たちに生理用品の無償配布など負担軽減を望むがということでございます。 

      去る３月２４日、公明党群馬県本部では、福重代表と小野女性局長の連名で、山本一太

知事に対してコロナ禍における女性の負担軽減に関する４つの項目を、緊急要望を行いま

した。その４つの項目というのは、１つは防災備蓄品の生理用品を必要な方に配布してく

ださい、また配布においてはネット申請や郵送でも可能としてください。２つ、防災備蓄

品等の食料も併せて生活困窮者に配布してください。３つ、県内の小中高等学校及び大学

や公共施設等の個室トイレで生理用品を無償で提供してください。４つ目、生理の貧困に

とどまらず表面化しにくいコロナ禍における女性特有の課題について、関係機関が連携し

実態把握に努め、寄り添う相談支援体制を構築してくださいとの４点を、県知事に要望い

たしました。 

      今、世界各国で生理の貧困が問題になっています。生理の貧困とは、生理用品を買うお

金がない、また利用できない、利用しにくい環境にあることを指し、発展途上国のみなら

ず格差が広がっている先進国においても問題になっています。この問題は、日本でも無関
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係ではなく、任意団体である＃みんなの生理が、高校生、大学生らを対象に行ったオンラ

インアンケート調査によると、５人に１人の若者が金銭的な理由で生理用品を買うのに苦

労した、他のもので代用している等との結果が出ています。３月２３日の閣議決定では、

孤独、孤立で不安を抱える女性を支援するため、地域女性活躍推進交付金の拡充で１３億

５，０００万円が計上され、経済的な理由で生理用品が買えない生理の貧困対策として、

交付金を活用した生理用品の提供も可能になりました。 

      吉岡町においても、誰一人取り残さない社会を実現されるために、一日も早くこのよう

な女性の負担軽減に取り組んでいただきたいと思います。 

      また、小学校、中学校の個室トイレでの生理用品の無償提供はできないかについては、

イギリスでは全国の小中高校で生理用品が無償で提供されているとのことでございます。

フランス、ニュージーランド、韓国なども同様の動きがあるそうです。また、貧困で購入

できないだけでなく、ネグレクトによる親等から生理用品を買ってもらえない子供たちが

いるとの指摘もあるそうです。町でも注意深く見守ってほしいと思います。まとめてです

けれども、町長の見解をお伺いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 嶋議員、そして小池議員に続いての答弁でございますけれども、コロ

ナウイルス感染症の影響で経済的に困窮する世帯が増加する中で、貧困に悩み、女性が生

理用品を購入するのは難しい事態が発生しております。女性の身体に特有の消耗品である

ことから、困難を抱える女性へ寄り添いながら支援する必要性を感じております。 

      そこで、町では経済的な理由等で生理用品を購入することが困難な希望者に対して、生

理用品を無償配布いたします。 

      詳細につきましては、介護福祉課長、また教育委員会事務局長、それぞれ答弁をさせま

す。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） それでは、お答えします。 

      先ほどの小池議員の答弁と重なる部分がありますので、ご了承ください。 

      町では、貧困に悩む女性の支援について、生活に直結する社会的な課題として捉え、生

理用品を無償配布いたします。７月から役場介護福祉課の福祉室の窓口で配布する予定で

あります。配布対象者は、経済的に困窮している方で、窓口で申出のあった方といたしま

す。窓口では、女性の心情に配慮し、名刺大のカードを受付に用意しておきます。来庁者

がそのカードを職員に手渡すことによって、黙ったままで生理用品を受け取れるようにい
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たします。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 町教育委員会では、町の対応方針を受け、学校の養護教諭等と

の意見交換を実施し、次のような対応を予定しております。 

      まず、就学援助の対象世帯については、介護福祉課が実施する役場窓口での生理用品の

配布事業と連携した取組を行う予定です。 

      また、議員ご提案の学校のトイレでの配布についても検討いたしましたが、対象が小中

学生という多感な世代であり、慎重な対応が求められることに加え、コロナ禍の中で衛生

上、また感染防止対策上からも対応に不安があるとの理由により、学校としましては生理

用品を必要とする児童生徒に対して、保健室にて養護教諭が直接生理用品を手渡しすると

いった対応を予定しております。 

      なお、本事業につきましては、学校メール等を活用して周知していきたいと考えており

ます。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 今、答弁の中で、配布を７月からという答弁をさせてもらいましたけれ

ども、先ほどの小池議員の答弁にありますように、できるだけ速やかにできるように努力

させていただきたいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） ぜひよろしくお願いいたします。 

      それでは次に、デジタル化に向けて高齢者への支援についてでございます。 

      （１）高齢者を支援する体制の整備が必要と思うがということでございます。 

      ５月１２日に、デジタル庁を９月１日に新設するなどを柱とするデジタル改革関連６法

が成立し、行政手続のオンライン化推進や国民生活の利便性がますます向上します。しか

し、コロナワクチン接種の予約をＬＩＮＥで行った際など、高齢者が戸惑っているところ

などの報道がありました。忘れてならないのは、デジタル機器に不慣れな高齢者でもその

恩恵が受けられるようにしなければなりません。行政のデジタル化が進めば様々な手続が

スマホで行えるようになるだけに、高齢者への支援に努める必要があります。 

      総務省なども高齢者を対象にした無料の講習会を６月から実施するとのことでございま

す。総務省が５月１８日に発表した無料講習会の実施についてですが、今年度はスマホの

販売店などを中心に全国１，８００か所で６月から開催し、スマホによるメールやＬＩＮ
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Ｅなどの基本的な操作をはじめ、マイナンバーカードの申請方法などを教えるとしていま

す。さらに、２０２２年度からは、毎年度、約５，０００か所で講習会を開き、２０２５

年度までに延べ１，０００万人の参加を目指す方針というふうに聞いております。 

      町では、この高齢者への支援についてどのように考えているのか、町長の見解をお伺い

いたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 議員ご指摘のとおり、行政手続のオンライン化など社会全体のデジタル

化が進められる中、デジタル技術を使いこなせる方々とそうでない方々のデジタル格差の

解消を総務省は重大な政策課題として掲げております。 

      当町といたしましても、社会のデジタル化が急速に進む中で、高齢者の実情を踏まえつ

つ、助けを必要とする方に十分な支援が行き渡るようにすることが重要と認識しておりま

す。 

      今後の町が予定する支援方策については、介護福祉課長より答弁をさせます。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

      現在、総務省が所管するデジタル活用支援推進事業の概要が示されております。主な内

容は、先ほど議員ご指摘のとおり、全国１，８００か所程度におきまして、主に高齢者の

デジタル活用を支援する講習会を順次開始するというものであります。町においても、事

業を積極的に活用し、地元ＩＣＴ企業などと連携して講習会等が行えるよう調整をしてい

きたいと思います。その際には、今年度、Ｗｉ－Ｆｉの設置工事を行いインターネットの

環境を整備した地域交流福祉施設を、最大限有効に活用していきたいと考えております。

以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） 町でも独自対策を取っているということでございます。 

      また、本当に地方自治体でも独自に高齢者への支援を行う動きは活発になってきており

ます。例えば、東京都などでは、今年度から通信事業者と連携してスマホ教室を開催、そ

して参加者のうち希望する人には１か月程度、スマホを貸し出す等の事業を行ったりして

いるそうでございます。 

      今回、コロナワクチンの接種の予約で、高齢者の方でＬＩＮＥ等を使ったり、もう使い

こなせている高齢者もおります。そして、コロナワクチンの接種で高齢者が吉岡町に５，
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１００人ぐらいと聞いておりますので、どのくらいの方がスマホを今使えて、どのくらい

の方がスマホ等を持っていなくてこのデジタル化に取り残されようとしているのかという

のが大事かと思いますけれども、その辺の実態は今後また調べていただきまして、私とし

ましては、様々な人に高齢者支援という形で、例えば民生児童委員さんなどの手を借りて、

一人一人丁寧に、スマホを持っていない人は町で対応するとかして、そして操作の仕方を

教えていく、また自治体の中でもスマホが得意なお年寄りの人とかがいたら、その自治体

の集まりの中で教えていく。そういった形でみんながおせっかいを焼いて、町中の高齢者

にスマホが使えるような形でなっていければと思っておるんですけれども、その辺につい

て町長はどのようなお考えを持っておるか、お伺いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 先ほど介護福祉課長のほうからもお話がありましたように、デジタル活

用支援推進事業というものがございますので、これらを積極的に活用して高齢者へのスマ

ホ活用等も促していけたらと思っております。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） 本当に先月１９日からコンビニでもマイナンバーカードを使ったりして、

どんどん利便性が高まっております。ぜひ高齢者のデジタル化への支援をよろしくお願い

申し上げます。 

      続きまして、（２）マイナンバーカードの高齢者の取得率はどうかということでござい

ますが、現状と対策について町長の見解をお伺いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） マイナンバーカードの交付率につきましては、５月２１日現在で町全体の

交付率は約２６．５％になります。高齢者の交付率につきましては、６５歳以上の交付率

は約２７．７％で、内訳としまして６５歳から７４歳の交付率が約３１．９％、７５歳以

上の交付率が約２２．８％になります。マイナンバーカードの取得に対する高齢者等への

支援につきましては、令和２年４月から顔写真の撮影サービスを実施しました。今年５月

からは月２回の延長窓口の時間を１９時３０分まで延長し、マイナンバーカードの交付事

務を実施しております。また、マイナンバーカードを保険証として利用するために、相談

等があれば取得後に役場で手続の支援を行っております。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 
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１ ０ 番（飯島 衛君） この支援の対策ということで、まだ取得されていない方に働きかけみたい

なようなことは特にはしていないでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 特に高齢者というようなことでは行っていません。マイナンバーカードの

取得については周知のほうはさせていただいておりますけれども、そういったことになり

ます。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） それでは、（３）に移ります。この取得時の身分証の提示の現状について

なんですが、最近、地域の人で、アパートに住んでいまして、免許証がなくて、年金手帳

もなくしてしまって、要するに証明書がなくて、窓口にマイナンバーカードを引き取りに

来たんですけれども書類が２つないと駄目だという形でちょっと嫌な思いをされたという

ことで、もうマイナンバーカードなんか要らないというような、えらい短気を起こされた

方が私のところに相談に見えまして、それで取りあえず役場のほうに問い合わせて、１種

類は介護保険証というのは持っていたんですけれども、あと１つの書類が要するに何もな

いような状況ですから、生活保護も受けていらっしゃるんですけれども、その書類みたい

なものもなくて、それで役場に行った経緯があって、それで解決したんですけれども、今、

マイナンバーカードを交付するときの身分証は、写真つきの免許証があれば１枚でよろし

いんでしたか。その辺ちょっと確認をしたいんですけれども、よろしくお願いします。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） マイナンバーカードの交付時の来庁方式の本人確認書類につきましては、

顔写真つきの証明書類等があれば１通で発行は可能となっております。（「ない場合は」

の声あり）これは法令等の規定によりまして必要な書類で確認するということになってお

りますので、顔写真つきの証明書類がない場合は、健康保険証ですとか、介護保険証、年

金手帳、医療受給者証などのもの２種類以上の書類で確認するという定めになっておりま

すので、本人の状況により所持している証明書類等も変わってくるかと思いますので、相

談を受けたときにはお話を聞いて状況に応じた証明書類の確認で行うというような形にな

ります。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） やはり顔写真がない場合は、２つの書類が必要だと法律上決まっていると
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いうことなんです。ですから、マイナンバーカードを取得するので本当に慎重にするのは

もちろん分かるんです。けれども、めったにいないと思うんです。本当に身分証が何もな

いというか、１種類、介護保険証しかないというような、本当にめったにいない人なんで

すけれども、そういう人が万が一いた場合、介護保険証１枚だけで、その２枚というハー

ドルじゃなくて１枚だけでできないかということをお聞きしたいんです。それで、なおか

つもし１枚で、あとは自治会の自治会長とか、誰か地域の住民みたいな人がついていけば

交付してくれるとか、その辺はあくまでも絶対２枚ないと駄目なんでしょうか、今後とも。

その辺を、やはりなるべくマイナンバーカード取得するのに対してハードルを少し下げて

いただいて、めったにないと思うんです、こういう証明書がないという方は。たまたまそ

ういう珍しい人に私は相談を持ちかけられまして、本人もそんな面倒くさいのならもう要

らないというぐらい怒っちゃいまして。 

      その辺は、だから窓口に来て、もし１つしかない場合は、何かほかにちょっと、でもな

いものはないという形なんだけれども、その人の場合は生活保護のあれが伊勢崎のほうに

あるというので、その案内状みたいな何かを持って、それで役場の職員が確認してくれて

オーケーになったんですけれども、そういった形であくまでも窓口に見えて、１枚しかな

いから駄目とかそういうんじゃなくて、何とか救済する措置を窓口の対応でしていただけ

いないかと思うんですが、町長いかがでしょうか、その辺は。 

議  長（岩﨑信幸君） 中島住民課長。 

              〔住民課長 中島 繁君発言〕 

住民課長（中島 繁君） 先ほど言いましたように、官公庁等が発行する顔写真等の証明がない場合

は、そのほかのもので個人の識別事項、氏名ですとか生年月日ですとか、住所等が記載さ

れている証明で、２点で行うという形になっておりますので、この辺については２点で確

認させていただきたいと思います。 

      ただ、今後、よくお話を聞かせていただきまして、本人がないと思っている場合でも、

これでも大丈夫というような確認書類もあろうかと思いますので、まずお話をよく聞いて

相談に応じながら証明書類を確認したいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） ぜひよろしくお願いします。窓口でしゃくし定規で２つ書類がないから駄

目だなんていうふうに追い払わないで、ぜひなるべく一生懸命、何かほかにないんですか

というように聞いて、こういうのでもいいんですよというような形で、なるべく取得に向

けて親切に努力していただきたいと思います。書類がそろっていないから駄目ですの一点

張りじゃなくて、その辺はぜひ、今、課長の答弁で今度はそういうふうに対応してくださ
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るということなので、ぜひよろしくお願いします。多分、何もないと、証明書が本当に１

つしかないという人はまれだと思うので、そういう人が万が一また現れたときは、親切な

対応をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

      それでは、次の質問に移ります。 

      脳卒中、認知症の予防対策についてでございます。 

      （１）葉酸サプリプロジェクト事業の実施を望むがということでございます。 

      ４月３０日の上毛新聞に、渋川市が認知症条例を制定するとの記事が掲載されておりま

した。記事中に、認知症患者が人口に占める割合は増加の一途をたどっており、２０１２

年に全国では４６２万人だった患者が、２５年に約７００万人、６５歳以上の約２割まで

増加するとの推計があるとの記事がございました。町でも、２０１８年に文教厚生常任委

員会で茨城県の境町へ視察に行かせていただいたわけですけれども、その境町では葉酸サ

プリメントを飲んで脳卒中、認知症を予防しませんかという事業を２０１７年より行って

おったわけなんです。 

      その葉酸サプリのプロジェクトというのは、なぜ葉酸がいいかということで説明させて

いただきますけれども、葉酸サプリと聞くと妊娠を考えている女性や妊娠初期の女性が飲

むサプリメントという印象が強いと思いますが、葉酸は脳卒中や認知症を予防する働きが

期待され、世界中で注目を浴びている成分です。葉酸は、ノリ、お茶、緑野菜、レバーな

どの食品に多く含まれています。葉酸の摂取により、脳卒中、心筋梗塞、認知症、鬱病、

骨粗鬆症などの予防に役立つという研究結果が出ています。そのため、要支援、要介護者

を大幅に減らす方法として葉酸の摂取が進められています。特に高齢者は、葉酸の吸収や

利用の効率が低下するため、しっかりと葉酸を摂取することが大事だそうです。 

      そういったことで、境町では、健康食品及び化粧品メーカーの株式会社ＤＨＣと包括連

携協定を結んで、健康寿命を延伸するための健康づくり事業として、葉酸サプリメントの

プロジェクトを始めておったわけでございます。 

      それで、その前にもっと早く始めているところがあるということでございました。埼玉

県の坂戸市では、坂戸市葉酸プロジェクトというのを２００６年より実施して、葉酸含有

食品の摂取を推奨したところ、健康寿命を延伸し、医療費と介護費を２年間で約２２．３

億円節減したという結果が出ているそうでございます。 

      こういった形で、境町でも１年間ごとにやるんですけれども、６５歳以上の方を先着１，

０００名募集しまして、当然無料ですけれども、毎日１つずつ飲んでいただいて、簡単な

アンケートをするようなプロジェクトだそうでございます。先ほどの渋川市が認知症条例

というのをつくるということで、やはり認知症にならないような策を吉岡町では進められ

ないかということで提案するものでございます。 
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      今、吉岡町、いろいろ事業を見ると、子供さんのこととか、幼稚園、保育園、小学校、

中学校の子供さん等にいろんな事業費が使われておって、なかなか６５歳以上の高齢者に

対しての事業というのが特にないかなと。たまには６５歳以上の町民にも何か健康プロジ

ェクトみたいなものが欲しいということで提案させてもらうわけでございますけれども、

町長の見解をお伺いいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） ご質問の葉酸サプリプロジェクト事業についてですが、埼玉県坂戸市が

市内にある女子栄養大学と共同でビタミンＢ群の一種である葉酸を摂取する運動を進めて

いる事業でございます。また、議員ご指摘の茨城県境町では、葉酸サプリを配布している

とのことです。 

      葉酸については、脳卒中、認知症の予防効果が期待されているとのことです。葉酸サプ

リプロジェクトについては、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） 吉岡町の６５歳以上の高齢者の健康長寿のサポートの一環として、ぜひ取

り入れてほしいと思います。 

      それでは、通学路の安全対策について一般質問をさせていただきます。 

      （１）車の速度を減速する措置や通学路の変更など、対策が必要だと思いますがという

ことでございます。 

      皆さんにお配りした資料の２のほうになります。そちらに図があると思うんですが、地

図があると思うんですが、この赤いのがあれなんですけれども、これはＪＡ北群渋川南支

店の前の道をずっと西に上がってくると、関越にぶつかります。その西に吉岡中学校の東

の道路がずっとくるわけですけれども、要するに問題は、関越の西から関越をくぐった先

に信号があるんです。角にローソンがあります。この信号は、歩車分離式の信号でござい

まして、右折の矢印が、道路には右折の車線の案内があるんですけれども、信号が青にな

って、赤になって、それで歩行者が動いてというような形で、私も何回か通らせてもらっ

たんですけれども、要するに右折の時間がほとんどないということで、その手前の大久保

と書いてあるところから右折して、この狭いところを物すごいスピードで２トンダンプだ

とか軽自動車が走っているわけなんです。この近所にお住まいの方は、車がすごい勢いで

通っていると、抜け道になっているんだということです。 

      それで、この地域に今年、小学校１年生の子供さんが６人、団地の子でいらっしゃるそ

うなんですけれども、ちょうど時間が７時半近くの僅かな時間なんですけれども、物すご



 - 102 - 

い勢いで飛んでくるので、何か減速する措置やそういう方法ができないかということなん

です。 

      また、もう１点は、今、通学路というのはどういった形で決めておるのか、その辺をお

聞きしたいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 通学路の安全対策についてご質問いただきました。 

      ご質問の道路は、町道大久保山子田線と関越自動車道の西側の側道を結ぶ抜け道のよう

に利用されている状況と把握しております。アパートの敷地部分につきましては、現段階

では道路を拡幅する計画はございません。 

      なお、建設課長に補足答弁をさせます。 

議  長（岩﨑信幸君） 大澤建設課長。 

              〔建設課長 大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君） 当該道路脇の老朽化した用水路を令和元年度に小規模農村整備事業を活用

し、水路の更新工事を行っております。車両の擦れ違いの改善策としては、この用水路を

活用することが考えられます。したがって、道路と水路との高低差や水路から水田への給

排水箇所などを考慮し、溝蓋の設置が可能な箇所につきましては、道路幅員を確保するた

めに溝蓋の設置を検討していきたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 小林教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 小林康弘君発言〕 

教育委員会事務局長（小林康弘君） 通学路の関係ですが、通学路につきましては、地域の子ども会

の役員等が、児童が主として通学に使用する道路を決定し、学校に報告します。その際に、

学校の安全担当教員なども関わって取りまとめられたものが、その年の通学路という形に

なります。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） 今、建設課長は側溝蓋をしてくださるということで、確かに新しい側溝で

結構深いやつができています。そうすれば、ある程度幅も広くなるでしょう。 

      それと、私も朝行かせてもらったら、本当に勢いよく飛んでくるんですよ、狭いところ

を。だから看板なり、速度が出ないような、３０キロ制限にするとか、それとも３０分だ

け通さないというわけにもいかないでしょうから、何か工夫を。よく町なかに行きますと、

道路がちょっと波打ってスピードが出ないような措置をしているかと思いますが、何か手

だてを、看板なり、看板だけだと意外と無視してしまうかもしれないので、何か道路に標
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識をやるとか、ちょっとその辺をお願いしたいと思います。 

      あと、ローソンのところの歩車分離式の信号が、右折車線ができれば、多分ここには通

らないと思うんですけれども、その辺の話をぜひ警察のほうとも相談していただきたいと

思います。 

      ついでに、歩車分離式のところの交差点です。よく昔、私はスクランブル交差点みたい

な形でゼブラをここに、はすにできないかと言ったら、駄目だと言ったと思いますけれど

も、現実に中学生などは歩行車専用で全部４車線、車が止まるわけだから、斜めで自転車

なんかも行くのが現実なので、その辺は逆に歩車分離式の交差点は斜めの横断歩道もいい

んじゃないかと思いますので、ぜひ警察とも相談していただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

      続きまして、駒寄小学校の西の道路でございます。ここもちょっと要望がございまして、

駒寄小の西の門の電柱の上のほうに、資料１のあれですけれども、高いところに３０キロ

の速度制限の標識があって、結構幅が広い道路ですけれども、やはり結構スピードを出し

ている方がいるそうなんです。 

      それで、もう１枚のやつは、明治小学校から南のほうに下っていく道路のマークですけ

れども、そちらにはゾーン３０というので、ちゃんと路面に３０キロでお願いしますと、

また看板もこういうふうになっております。 

      ぜひ駒寄小学校の西の道路にも大きく分かるような形で減速していただくような措置を

お願いしたいと思います。その辺、いかがでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙田総務課長。 

              〔総務課長 髙田栄二君発言〕 

総務課長（髙田栄二君） 議員ご指摘の駒寄小学校西の道路についてですが、速度標識が小さいとの

ご指摘ですけれども、こちらについては渋川警察署に確認したところ、５０キロ以上の標

識については視認性が悪化する、速い速度で動いていると見にくいという部分で大型にす

る場合もあるんですけれども、４０キロ以下については同じ大きさで大型化することは原

則ないという確認をしました。 

      また、ゾーン３０についてなんですけれども、この道路は３０キロ規制の道路ではある

んですけれども、現在のところゾーン３０の区域の指定がされておりません。したがいま

して、ゾーン３０という記載ができないということになります。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） 再度お聞きしますけれども、ゾーン３０のあれができないんですか、駒寄

のところは。ちょっと説明をお願いします。 
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議  長（岩﨑信幸君） 髙田総務課長。 

              〔総務課長 髙田栄二君発言〕 

総務課長（髙田栄二君） では、ゾーン３０についてご説明申し上げます。ゾーン３０とは、生活道

路における歩行車等の安全な通行を確保することを目的として、ゾーン、区域ですね、こ

れを定めて最高速度３０キロメートルの速度規制を実施するとともに、そのほかの安全対

策を必要に応じて組み合わせまして、ゾーン内の速度抑制やゾーン内の抜け道として通行

することを抑制する等の生活道路対策でありまして、指定を受けなければなりません。 

      それで、こちらにいただいた写真のほうは北下地内で、平成２６年度に指定されまして、

この表記がされておるところでございます。 

      また、群馬県下でも令和元年度まで５７か所が指定を受けているところでございます。 

      したがいまして、指定を受けて総合的な対策を行うというところが前提でゾーン３０の

標識が記載されることになりますので、３０キロ以下の制限と連動するものではございま

せん。 

      また、駒寄小学校周辺のゾーン３０の指定ですけれども、警察のほうに確認をしたとこ

ろ、指定の可否は別として、必要があればご要望等を上げてほしいという話です。したが

いまして、可否等を含めた合意形成はまた今後の課題になるかと思うんですけれども、そ

のほうの対応等をお願いしたいというところでございます。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯島議員。 

              〔１０番 飯島 衛君発言〕 

１ ０ 番（飯島 衛君） ぜひ指定をしていただいて、ゾーン３０を設置というか、導入していただ

きたいと思います。 

      以上、最初の質問がちょっとできなかったのでちょっと早いですけれども、これで飯島

の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

議  長（岩﨑信幸君） 以上をもちまして、１０番飯島 衛議員の一般質問が終わりました。 

      これをもちまして、本日の一般質問は終了いたしました。 

      明日は、通告のあった６人のうち、残り２名の一般質問を行います。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散  会 

議  長（岩﨑信幸君） 本日はこれをもって散会といたします。お疲れさまでした。 

          午後２時５７分散会 
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    令和３年第２回吉岡町議会定例会会議録第３号     

令和３年６月３日（木曜日） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 第３号 

   令和３年６月３日（木曜日）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問（別紙質問表による №５～№６） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１３人） 

  １番 小 林 静 弥 君    ２番 冨 岡 栄 一 君 

  ３番 飯 塚 憲 治 君    ４番  嶋   隆 君 

  ５番 富 岡 大 志 君    ６番 金 谷 康 弘 君 

  ８番 村 越 哲 夫 君    ９番 坂 田 一 広 君 

 １０番 飯 島   衛 君   １１番 平 形   薫 君 

 １２番 山 畑 祐 男 君   １３番 小 池 春 雄 君 

 １４番 岩 﨑 信 幸 君     

欠席議員 なし 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

町 長 柴 﨑 德一郎 君  副 町 長 野 村 幸 孝 君 

教 育 長 山 口 和 良 君  総 務 課 長 髙 田 栄 二 君 

企 画 財 政 課 長 髙 𣘺 淳 巳 君  住 民 課 長 中 島   繁 君 

健康子育て課長 米 沢 弘 幸 君  介 護 福 祉 課 長 永 井 勇一郎 君 

産 業 観 光 課 長 岸   一 憲 君  建 設 課 長 大 澤 正 弘 君 

税 務 会 計 課 長 中 澤 礼 子 君  上 下 水 道 課 長 笹 沢 邦 男 君 

教育委員会事務局長 小 林 康 弘 君    

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  福 島 良 一     主      事  岸   美 穂 
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開  議 

          午前９時３０分開議 

議  長（岩﨑信幸君） おはようございます。 

      ただいまの出席議員は１３名です。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開

きます。 

      本日も、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

      通告のあった６人のうち、本日は残り２人の通告者の一般質問を行います。 

      これより、お手元に配付してあります本日の議事日程（第３号）により会議を進めます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１ 一般質問 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第１、一般質問を行います。 

      ９番坂田一広議員を指名します。坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君登壇〕 

９  番（坂田一広君） それでは、通告に従いまして、一般質問をいたします。 

      まず、第１点目、行政改革について一般質問するものであります。 

      （１）第３次行政改革大綱及び実施計画の進捗状況等についてを質問するものでありま

す。ここでは、４点について質問するものであります。 

      まず、第１点目、行政改革の進捗状況についてお尋ねするものであります。 

      町のホームページによると、「『第３次吉岡町行政改革大綱』は、策定時において終期

を第５次吉岡町総合計画に合わせ令和２年度とし、次期行政改革大綱の策定に当たっては

第６次吉岡町総合計画に統合することとしておりました。しかしながら、第５次吉岡町総

合計画は、今般のコロナ禍に伴う社会状況の変化と町政への影響を鑑み、令和２年９月吉

岡町議会定例会の議決を経て、計画期間を１年延長し令和３年度といたしました。これを

踏まえ、今後においても空白期間を置くことなく行政改革の推進に努めるため、第５次吉

岡町総合計画の延長に合わせ、第３次吉岡町行政改革の推進期間を１年延長し令和３年度

までといたします」とありました。終期が１年延長されたわけでありますけれども、現段

階における進捗状況と課題について伺うものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 今日は、坂田議員のほうから、まず行政改革についてご質問いただきま

した。行政改革の進捗状況についてお答えさせていただきたいと思います。 

      第３次吉岡町行政改革大綱は、自治体がより主体的にまちづくりを行うべく、町民と協

働できる行政サービスの実現及び効果的・効率的な行政運営システムの構築を基本的視野
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に、組織体制や事務事業の進め方を簡素で効率的なものに転換を図るほか、強靱な行政経

営体質をつくり上げるため、実施計画に各項目を掲げ取り組んでおります。その趣旨を十

分踏まえた上で、現在も各所属において令和２年度の目標値を令和３年度における目標値

に読み替える形で継続実施しているところでございます。 

      進捗状況といたしましては、令和３年度末見込みとし、各所属による取組結果を確認し

ているところであり、今後策定を予定している第６次総合計画に落とし込んでいけるよう

事務を進めてまいります。また、課題としましては、議員ご指摘の自治体クラウドをはじ

め、様々な状況の変化からさらなる検討が必要な取組も出てきております。具体的には、

各所属からの確認を通して見えてくるかと思われます。 

      今後の考え方として、行政改革は基本構想で触れるほか、取組項目については、基本計

画、実施計画内に掲げていくものとなります。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） それでは、次の質問に移ります。自治体クラウドについて伺うものであり

ます。 

      平成３０年第３回定例会において、自治体クラウドの検討・導入について質問したとこ

ろ、総務政策課長から「電算システムの共同処理の検討部会につきましては、平成２９年

度に行政改革研究会地方公共団体相互間の協力部会の研究成果といたしまして、自治体ク

ラウドの導入は、効率的な行財政運営を行う上で高い効果が認められると整理されました

が、他方、導入に当たっての課題といたしまして、団体間における検討や調整の場がない

ことが上げられておりましたため、県の主導により本検討部会が設置されたという経緯で

ございます。中略いたしまして、部会の報告は、検討部会は、自治体クラウドの導入に向

けた取組の足がかりとなるよう、まずは検討するためのグループを整理することを主眼に

進めてきたものでございまして、今後は県や国などの支援を活用しながら、それぞれのグ

ループによる具体的な検討を進めていくことにしたいと考えておるということでございま

す。また、構成市町村のみならず、群馬県全体に自治体クラウド導入に向けた取組が波

及・拡大していくことを期待したいと結んでおるものでございます。町におきましては、

本検討部会の結果はもちろん、全ての可能性、選択肢を排除せず、今後とも検討を続けて

いきたいと考えております」との答弁がありました。その後の進捗状況について伺うもの

であります。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙𣘺企画財務課長。 

              〔企画財務課長 髙𣘺淳巳君発言〕 

企画財務課長（髙𣘺淳巳君） 電算システムの処理手法である自治体クラウドとは、複数の地方公共



 - 109 - 

団体が共同で外部のデータセンターにおいて保有・管理されている情報システムを調達し、

通信回線を経由して利用できるようにする取組で、地方公共団体の情報システムの集約と

共同利用を進めることにより、経費の削減を図るものとなっております。 

      議員のご質問でも述べられておりましたが、平成３０年度には、県の主導により吉岡町

を含む１４市町村が参加した電算システムの共同処理検討部会が開催されました。そこで

は、「既存の自治体クラウドに加入する」、また、「複数の市町村においてグループを組

成する」という２つの目標設定をいたしました。吉岡町は、そのうち、複数の市町村によ

るグループ組成を検討しまして、調整の結果、渋川市との２市町の編成となり、その後、

担当者間で情報交換を行っておりました。 

      このような取組の中、本年２月には、国から新たな方針といたしまして地方自治体によ

るガバメントクラウドの活用が示されました。こちらにつきましては、今後、地方自治体

による先行事業などにより内容が具体化され、令和７年度中には全ての自治体において移

行するものとされております。これらを踏まえ、今後、町といたしましては、自治体クラ

ウドのメリットやデメリットも含め検討を進めてまいりたいと考えております。また、ガ

バメントクラウドにつきましては、今後の国の動向に注視しつつ、着実に取り組んでまい

りたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 自治体クラウドから全国の自治体がガバメントクラウドに加入するという

流れになってきたという話であります。この自治体クラウド、電算関係の費用というのを

二、三割は削減できているというのが実情であります。そういったことで、今後、ガバメ

ントクラウドの導入ということでありますけれども、経費削減という点からも有効である

ことから、きちんとした取組を行っていただきたいということでお願いしたいということ

で、今回はこの質問についてはここでとどめます。 

      次の質問に移ります。地域情報プラットフォームについてお伺いするものであります。 

      令和２年第1回定例会において、「地域情報プラットフォームについて、職員はどれだ

け認識しているのか」との質問をしたところ、総務政策課長から「今後、システム調達の

際には、地域情報プラットフォーム標準仕様の意義を職員に適切に理解させるとともに、

そういった意味での、これからＳｏｃｉｅｔｙ５．０の中でも記載のある事項でございま

す。職員のほうの理解を進めた上で、地域情報プラットフォームの標準仕様の仕様書への

記載等を行ってまいりたいと考えております」との答弁があった。しかし、本年３月定例

会の委員会における予算審査での質疑に対する職員の答弁等を聞いていると、地域情報プ

ラットフォームへの理解が進んでいるようには思えない答弁もありました。職員の理解を
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進める対策はどのようになっているのか、伺うものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙𣘺企画財務課長。 

              〔企画財務課長 髙𣘺淳巳君発言〕 

企画財務課長（髙𣘺淳巳君） 様々なシステム間の連携を可能にし、各システムが準拠すべき業務面

や技術面のルールである地域情報プラットフォームの導入は、業務の標準化、事務の効率

化を行い、庁内の個別システム単位での複数のベンダーの参入を可能とするものであり、

競争原理の導入によりコストの見直しにもつながると考えております。 

      その点におきまして、議員ご指摘のとおり、職員の間でシステムを導入するに当たって

認識が薄かったことは否めません。今後、業務ごとに最適な製品を選定できることを改め

て周知し、結果、コスト削減、業務の利便性向上を図れるよう、日頃から職員の理解度を

上げるための情報共有に努めてまいりたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 今、答弁にありましたように、その競争原理によって価格を低く抑えると

いうことがこの地域情報プラットフォームの目的であります。本年度３月の定例会の予算

審査におきましては、随意契約の言い訳として、地方自治法施行令の第何条に該当するか

ら随意契約でいいんだというような答弁がひたすらひたすら繰り返されたわけであります。

いま一度、製品感、データ移行の費用も含めてどうであったか。そのような答弁ができる

程度まで職員の理解を深めていただきたいと、そのように考えます。 

      次の質問に移ります。マルチペイメントについて伺うものであります。 

      地方税共通納税システムの利用状況について伺うものであります。 

      平成３０年第１回定例会において、税・料の収納率向上と住民の利便性向上の観点から、

マルチペイメントについて一般質問をしたところ、会計課長から「総務省が全国の地方公

共団体共通の電子納税システムの導入を目指しており、今後、納税の電子化が進んでいく

ものと思われます。町といたしましては、このような状況を踏まえながら、町民の皆様の

利便性向上を図るため、今後も多様な納付方法について調査検討を進めてまいりたいと考

えております」との答弁がありました。 

      また、令和元年第３回定例会において同様の質問をしたところ、会計課長から「地方税

共通納税システムにおいては、１０月より開始されます。町としては、今後それらの結果

も踏まえながら、多様な納付方法について情報収集や調査を行い、町民の方の利便性の向

上を図るため検討を進めてまいりたいと考えております」との答弁がありました。地方税

共通納税システムの利用状況について伺うものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 中澤税務会計課長。 
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              〔税務会計課長 中澤礼子君発言〕 

税務会計課長（中澤礼子君） 共通納税システムの利用状況についてでございますが、令和元年１０

月より開始されまして、個人の住民税の特別徴収においては１５２件ございました。割合

につきましては、半年ですので０．４８％でした。令和２年度につきましては、法人町民

税で３２件、４．９４％、個人住民税の特別徴収につきましては９５３件、２．９６％と

なっております。利用者については増加傾向と認識しておりますが、口座振替、コンビニ

納付と比較しますとまだまだ低い数値であると考えております。 

      また、今後、令和３年度の税制改正において、令和５年以降の課税分については、固定

資産税及び軽自動車税種別割が追加となります。今後も情報収集を行い、町民の利便性向

上を図るために調査検討を進めてまいりたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 私も、この地方税共通納税システムについてどんなシステムか、またこれ

で利便性が向上すればいいのかなというふうに思っておったわけではありますけれども、

納付できる課税科目が少ないと、あるいはクレジットカード決済等できないということで、

なかなかまだ柔軟性に欠けるシステムかなと。でも、全国共通納税システムなので、町と

してどうこうできる問題でもないということであります。ただ、このような納付方法もあ

るというようなことを納税する方々にお知らせいただきたいと思います。 

      続きまして、２点目として、クレジットカード、ペイジーによる納付についてを伺うも

のであります。 

      令和３年４月１日から町税や水道料金などがスマートフォン決済アプリで納付できるよ

うになりました。住民の利便性が向上した点については一定の評価ができるものでありま

す。しかしながら、クレジットカード、ペイジーによる納付はいまだできていないのが現

状なわけであります。今まで、クレジットカード、ペイジーによる税・料の納付の検討は

どうなっているのか、そして、なぜいまだできないのか、その説明を求めるものでありま

す。 

議  長（岩﨑信幸君） 中澤税務会計課長。 

              〔税務会計課長 中澤礼子君発言〕 

税務会計課長（中澤礼子君） 吉岡町行政改革実施計画の中に、町税等の収納率向上について町民の

利便性をより一層深めるため、クレジット納付やペイジーなどの新たな納付手段を検討す

るとしております。町民の利便性、周辺市町村の状況、また導入に係る改修費用や運営負

担等も検討した結果、４月よりスマホ決済による納税を導入いたしました。スマホ決済に

おいては、県内でも３０の市町村で導入をしております。町民の利便性向上において納付
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チャンネルを増やすことは重要と考えておりますので、今後もペイジーやクレジット納付

につきましても調査検討してまいりたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） このできなかった理由というのはどういうところがその障害になってでき

なかったのか、その辺の説明をお願いできますか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中澤税務会計課長。 

              〔税務会計課長 中澤礼子君発言〕 

税務会計課長（中澤礼子君） できなかった理由といたしましては、一応検討した結果、改修費用や

運営負担等のことも検討した結果、スマホ決済を導入することに至りました。一番の理由

としては改修費用等の理由でございます。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 改修費用というのは具体的には、おおむねで構わないんですけれども、ど

れくらいかかりますか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中澤税務会計課長。 

              〔税務会計課長 中澤礼子君発言〕 

税務会計課長（中澤礼子君） ペイジーにつきましては、おおよその費用でございますが１５０万円

ぐらいと聞いております。 

      以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） クレジットカード決済についてはどうですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中澤税務会計課長。 

              〔税務会計課長 中澤礼子君発言〕 

税務会計課長（中澤礼子君） クレジット納付につきましては、申し訳ございません、費用について

はちょっと検討しておりません。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） このペイジーやクレジットカード納付について、県内の他市町村の動向と

いうのは分かりますでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 中澤税務会計課長。 

              〔税務会計課長 中澤礼子君発言〕 
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税務会計課長（中澤礼子君） クレジット納付については県内５市町村、ペイジーにつきましては４

市となっております。 

      以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 今回、４月１日からＰａｙＰａｙとＬＩＮＥ Ｐａｙですか、それで納付

ができるようになったということでありますけれども、私はちょっとそういった決済の方

法ができないもので、いまだにわざわざコンビニに足を運んで税や料を納付しなければな

らない状況であります、わざわざコンビニまで行って。携帯の端末から納付できる、そう

いうサービスを受けられる人がいる一方で、いまだにそういったところに足を運ばなけれ

ばならない、わざわざ納付のために、そういった町民もいるというようなことを考えてい

ただいて、多様な納付方法、これは収納率向上に資するとともに、住民サービスの向上、

そして窓口業務の軽減といろいろメリットはあるわけであります。もちろん、その分手数

料というのはそれぞれ業者に払わなければならない部分もあるけれども、そういったこと

でぜひとも検討を進めていただきたいと考えます。 

      次の質問に移ります。３点目といたしまして、個人情報の観点から見たＬＩＮＥ Ｐａ

ｙの安全性について伺うものであります。 

      本年３月２３日付の朝日新聞デジタルによると、「国内の月間利用者が８，６００万人

に上る無料通信アプリを運営する『ＬＩＮＥ』の利用者の画像データなどを韓国のサー

バーで保管していた問題に鑑み、子会社が運営するスマホ決済『ＬＩＮＥ Ｐａｙ』の利

用者の取引情報のほか、加盟店の企業情報や銀行口座番号も韓国内のサーバーに保管され

ていたことが分かった。ＬＩＮＥをめぐっては、利用者がメッセージをやり取りする

『トーク』で使われた画像や動画データが韓国内のサーバーで保管されていることが表面

化。ＬＩＮＥは１７日の発表文で、韓国内のサーバーには画像や動画データのほか、『Ｌ

ＩＮＥ Ｐａｙ』利用者の取引情報も保管されていることに言及していた」とありました。 

      総務省では、ＬＩＮＥ社のデータ管理に関する報道等を受け、地方公共団体に対し、３

月１８日付でＬＩＮＥの利用の現状を確認し、その結果を総務省に報告するよう依頼し、

４月３０日付で「政府機関・地方公共団体等における業務でのＬＩＮＥ利用状況調査を踏

まえた今後のＬＩＮＥサービス等の利用の際の考え方（ガイドライン）」が取りまとめら

れたことを受け、地方公共団体に対して同ガイドラインを踏まえて改めて自団体における

ＬＩＮＥサービス等の利用状況の確認を行うとともに、適切なセキュリティーの確保を要

請しているものであります。町の税・料の収納に関してＬＩＮＥ Ｐａｙが使えるように

なったわけでありますけれども、この利用というのはこの国の示したガイドラインに合致
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するものなのかどうなのか、お尋ねするものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 中澤税務会計課長。 

              〔税務会計課長 中澤礼子君発言〕 

税務会計課長（中澤礼子君） ＬＩＮＥ Ｐａｙの安全性についてでございますが、４月３０日付の

政府機関・地方公共団体等における業務でのＬＩＮＥ利用状況調査を踏まえた今後のＬＩ

ＮＥサービス等の利用の際のガイドラインに合致しているかどうかというご質問について

でございますが、ＬＩＮＥ ＰａｙはＬＩＮＥサービスを決済手段の一つとして利用する

ものであり、町では収納代行業者を介してＬＩＮＥ Ｐａｙ社が提供するキャッシュレス

決済サービスを利用しております。その場合、ガイドラインで示された確認すべき事項が

２つあります。 

      １つ目は、収納代行業者との契約等を通じて、行政が保有する住民の個人情報をＬＩＮ

Ｅ Ｐａｙ社に提供する仕組みとなっていないことを確認すること。こちらにつきまして

は、町からの収納代行業者へ個人情報の提供はないことから、町が保有する住民等の個人

情報をＬＩＮＥ Ｐａｙ社に提供する仕組みになっていないことを確認しております。 

      納付書のバーコードから読み取ることのできる情報につきましては、名前や住所といっ

た個人を特定できる情報は含まれておらず、請求書コード・支払い日時等の支払い結果が

ＬＩＮＥ Ｐａｙ社から収納代行業者に送付され、収納代行業者から町に送られることに

なっております。よって、町が保有する住民等の個人情報をＬＩＮＥ Ｐａｙ社に提供す

る仕組みにはなっておりません。 

      ２つ目は、収納代行業者が町のセキュリティーポリシーを満たすことを確認した上で委

託を行うなど、確認すべき事項を記載すること。こちらにつきましては、契約書に個人情

報の取扱いについて記載しており、町のセキュリティーポリシーを満たしていることを確

認しております。 

      以上のことから、町が導入したＬＩＮＥ Ｐａｙについては、４月３０日付のガイドラ

インに合致しております。 

      以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 町のセキュリティーポリシーというのは、誰が作成しているものなんです

か。セキュリティーポリシー自体、きちんとしたものなのかどうか。その点について伺う

ものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙𣘺企画財務課長。 

              〔企画財務課長 髙𣘺淳巳君発言〕 
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企画財務課長（髙𣘺淳巳君） 町のセキュリティーポリシーにつきましては、国の法律改正等も踏ま

えながら、毎年更新させていただいております。それで、また説明会等を開いて、ただ今

年度につきましては、コロナの関係等がございましたので書面での配付という形になって

おりますけれども、そちらにつきましては、町の情報のセキュリティーポリシーにつきま

してはきちっとした形で運営をされている状況でございます。すみません、今、それその

ものについては持ってはいないんですが、すみません。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） そうすると、このセキュリティーポリシー作成の際には、国から示された

基準等々があるんですかね。それで、ほぼほぼ全国一律市町村等はそのセキュリティーポ

リシーに従っているという考えでよろしいですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙田総務課長。 

              〔総務課長 髙田栄二君発言〕 

総務課長（髙田栄二君） 情報セキュリティーポリシーにつきましては、情報の漏洩等を防ぐために、

総務省の指導に基づきまして作成されているもので、情報の管理の部分の責任者等を定め

ておるものでございます。定めるに当たっては、当然、国のほうの指導を基に作成され、

毎年技術的な基準、あるいは法的な改正があったために見直すよう指示が来るものでござ

いまして、先ほど髙𣘺のほうから説明がありましたとおり、今年度につきましては、その

改正部分を反映したものの書面決裁を今行っておるところでございます。詳細につきまし

ては、今手元にございませんので、文面のほうは控えさせていただきます。 

      以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） このＬＩＮＥの問題に関しましては、本当に３月に大々的にテレビ等、ま

たは新聞等で報道されたというようなことで、その後、町としてこのＬＩＮＥ Ｐａｙの

利用ということで、大変に不安に思っている住民の方もいらっしゃったんではないかとい

うふうに思いますけれども、国から示されたガイドラインにはかなっているということが

確認できましたので、今後も住民の利便性、そして収納率の向上、窓口業務の軽減、そう

いった観点から利用していっていただきたいと思います。 

      それでは、第２点目、高齢者福祉について伺うものであります。 

      （１）として、吉岡町高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画について伺うも

のであります。 

      まず、第１点目として、第７期計画の成果と課題について伺うものであります。第７期
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計画が終了し、第８期計画が本年度から開始したわけであります。第７期計画の成果と課

題について町長はどのようにお考えになっているのか、伺うものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 第７期の計画の成果と課題についてのご質問でございますが、本町では

３年を一期とした吉岡町高齢者保健福祉計画及び第７期介護保険事業計画の基本理念を

「健康 助け合い 安心の吉岡」として事業を進めてまいりました。 

      第７期計画には、第５期計画から取り組んでいる地域包括ケアシステムのさらなる推進

を図り、高齢者の方がいつまでも自立して生活ができるような様々な支援を盛り込んでお

りました。ご承知のとおり、計画の最終年度は新型コロナウイルス感染拡大により事業の

中止や見直し等を余儀なくされたものもありましたが、全般的にはおおむね実施できたと

思われます。 

      しかしながら、介護が必要な高齢者が年々増加していく中で、介護人材の確保に向けた

取組や自立した日常生活を支える地域支援体制の充実及び強化に対しては、様々な課題も

見つかりました。また、新型コロナウイルス感染症によって自粛生活が長期化する中で、

身体機能の衰えや免疫力の低下といった高齢者の健康二次被害への対策についても事業の

重要性を認識しております。 

      第７期計画で十分に取り組めなかったことは直ちに改善し、第８期計画の中で実現に向

けた取組を行っていきたいと考えております。 

      課題の具体的内容について、またご質問がございますれば、担当課長より説明をさせま

す。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 次の質問に移ります。アンケート結果について伺うものであります。 

      第８期計画策定に当たり、町では介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態

調査を行っておるわけであります。こういったところで、住民の恐らくニーズを把握しな

がら計画に反映したんではないかというふうに考えられるわけでありますけれども、この

アンケート調査の結果は第８期計画にどのように反映されたのか、伺うものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） アンケートでは、高齢者の現在の生活機能や健康状態、また家庭で

の介護の様子、それから介護保険サービスや福祉サービスの利用状況など、詳細多岐に及

ぶ設問に答えていただいております。それらの集計結果につきましては、関係各所とも情
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報共有し、アンケート結果を踏まえた事業の見直しですとか、新たな事業を検討して計画

を策定してまいりました。 

      アンケート結果の中で特に町が重点を置いたのは、地域包括ケアシステムの推進のため

の施策です。これは高齢者の方が介護などの様々な援助が必要になったとしても、住み慣

れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、医療や介護、健康づくり、住まいや生活の

支援を一体的に提供するものであります。高齢者の支え手にもなるあらゆる世代に向けた

地域共生社会実現のための計画と言えます。 

      具体的には、アンケートの中で、介護者の方が一番不安に思っていることが、認知症状

への対応ということが上がっておりました。第８期計画の中では、認知症の安心見守り事

業、こういった支援制度の充実にさらに努めるとともに、新たに吉岡町成年後見支援セン

ターを設置し、成年後見制度に関する様々な相談に応じるほか、制度の利用を促進するた

めの各種事業を行うものとしています。 

      また、自宅で家族介護や介護保険サービスを受けながら住み慣れた地域、この吉岡町で

ずっと暮らしたいと半数以上の方が答えています。こういったことから、地域密着型サー

ビスの利用の増加を見越し、小規模多機能型居宅介護事業所の整備を新たに計画いたしま

した。これらは全て事業の一例ではありますが、第８期計画の重要施策である地域包括ケ

アシステムの推進に向けた計画に基づき、今後も事業を実施してまいりたいと思います。 

      以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） それでは、次の質問に移ります。認知症対策について伺うものであります。 

      昨日、飯島議員からも質問がありました。まず、第１点目として、「よしおかあんしん

見守り事業」について伺うものであります。 

      厚生労働省によると、高齢者６５歳以上の４人に１人が認知症の人、またはその予備群

であり、高齢化の進展に伴い認知症の人はさらに増加し、２０１２年（平成２４年）には

４６２万人、７人に１人であったのが、２０２５年（平成３７年）には７００万人、約５

人に１人になるというような推計をしているようであります。認知症というのは他人事で

はない身近な課題であります。 

      町でも、令和２年度から在宅で暮らす認知症の方を対象に、行方不明時の捜索、第三者

に対する不慮の事故、または自分自身のけが等に備えた認知症保険への加入、行方不明時

に迅速に発見できるＧＰＳを活用した位置検索サービス事業、警察と連携して事前に身体

情報等を登録する事前登録制度により、高齢者の安全と家族の安心をサポートするために、

よしおかあんしん見守り事業を開始した。利用状況はどのようになっておりますか。 
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議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） よしおかあんしん見守り事業の利用状況についてお答えいたします。 

      この事業は、議員がおっしゃるとおり、令和２年度から実施しております。ご質問の利

用状況でありますが、全て令和３年の３月３１日現在の登録人数でお答えします。まず、

ＧＰＳを活用して位置検索を行う吉岡町認知症徘徊高齢者等検索サービス事業でございま

すが、登録人数は５名となっております。次に、身体情報等を登録する事前登録制度であ

る吉岡町認知症徘徊高齢者等事前登録制度の登録者数は３１名でございます。 

      これらの事業を利用されている方は、認知症保険の吉岡町認知症高齢者等保険事業へ加

入することができ、その加入者は５名となっております。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 私、このよしおかあんしん見守り事業というのを知ってから初めて知った

のですが、この認知症の方等の行方不明時の捜索等にも費用がかかるというようなことで、

大体おおむねどれくらいの費用がかかるものなんですか。この認知症保険というのが３０

万円まで補償するというのは町のホームページに出ていたわけでありますけれども、時折

やっぱりそのような迷い人等のお知らせが流れてくるもんで、ちょっと心配になった部分

もあるので、その辺、分かる範囲でよろしいので説明をお願いします。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） 認知症の方が行方不明になって、その捜索にかかる費用ということ

でございますが、これにつきましては本当に千差万別、様々な事情、また状況があると思

います。今回、ご質問のありますこのよしおかあんしん見守り事業の中の認知症保険なん

ですが、一応その保険が補償対象となる行方不明時の捜索費用につきましては、１事故に

つきまして３０万円が補償されます。もちろん、それ以外のいろんなリスクというのがあ

るわけでございまして、例えば線路に立ち入ってしまって電車を止めてしまったと、そう

いったこととか、あとどなたかに偶然事故でけがをさせてしまった、あと他人の物を壊し

てしまった、そういったものに対しましても個人賠償責任補償という形で一応３億円まで

その補償が保険金の額として限度額が定められております。そういった保険を活用してい

ただくことがこの事業の目的でありますので、ぜひ住民の方にさらに登録をしていただく

ように、町としては制度の普及に努めていきたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 
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９  番（坂田一広君） この認知症保険が５名でしたか、今加入している方が。加入料というのは

町持ちであるというようなことで、では、どのような人がこの保険に加入できるかといっ

たら、この位置情報検索サービスや身体情報の事前登録制度を利用している人、またはそ

の利用を希望する人ということで、万が一そういった電車を止めてしまったなどというと

きには多大な費用がかかるわけです。そういったことも周知していただいて、この保険加

入せっかく始めた事業でありますから、周知徹底していただいて多くの方に利用していた

だきたいと思いますけれども、これはちなみに保険加入料ってお一人当たり幾らぐらいに

なりますか。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） 保険料は１万３，７４０円です。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 本年度は、予算どれくらい計上されておりますか。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） １５名分で２０万７，０００円予算を取っております。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） これは町の単独事業なんですか、それとも、国・県等から補助金が来る事

業ですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） こちらの保険につきましては、町の単独事業です。ただし、ＧＰＳ

を活用した事業につきましては、介護保険の特別会計の任意事業に位置づけられておりま

すので、国、そして県、それから第１号被保険者の負担割合がございます。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） よしおかあんしん見守り事業、この周知徹底を図っていただいて、万が一

のときに備えていただきたいというふうに思います。まだまだ利用者少ないですので、今

後の啓発活動を望みます。 

      第２点目といたしまして、成年後見制度について伺うものであります。 

      成年後見制度普及啓発事業について伺うものであります。町長は施政方針の中で、「成
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年後見制度普及啓発事業を開始いたします。地域の権利擁護支援体制の充実を図るため、

町社会福祉協議会に委託して、成年後見制度の中核機関を設立いたします」と述べておら

れました。この中核機関では何を具体的に行うのか、お伺いするものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） 地域の権利擁護体制の充実を図るため、令和３年度から吉岡町社会

福祉協議会に委託し、吉岡町成年後見支援センターを設立いたしました。その主な役割で

ございますが、成年後見制度に関する相談支援、普及啓発、利用促進及び関係機関との連

携を図ることでございます。 

      具体的には、制度の利用を促進するため、案内チラシを作成し配布、また住民への説明

会などを行って制度を周知いたします。また、電話と窓口においてセンターで様々な相談

を受け、適切な成年後見制度の利用につなげるよう支援を行います。実際に制度の利用が

必要なケースが起きた場合には、スムーズに利用できるような体制づくりの構築も重要な

役割でございます。また、実際に申立人となる方に対しては、書類の書き方や内容の確認

など、申立てに必要な支援なども行っていきます。 

      令和３年度に中核機関が行う事業は以上となります。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 次の質問に移ります。老人福祉法第３２条の審判の請求について伺うもの

であります。 

      平成１２年の民法改正に伴い老人福祉法も改正され、成年後見等の開始の審判を市町村

長もできるようになったわけであります。申立人については、本人の子に次いで市町村長、

その次に本人ということになっておるようでありますけれども、吉岡町においては町長が

この審判の請求をした場合があったのかどうか、伺うものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） 市町村長による審判請求の事例についてのご質問ですが、吉岡町に

おいても、町長申立てを行った事例はあります。認知症などによって意思決定能力が低下

し、身近に親族がいないため、その高齢者が日常生活に必要な支援が全く受けられず、成

年後見が必要と思われる方に対して行った事例でございます。町で、まず本人の状況確認

を行い、２親等以内の親族の有無及びその親族が申立てをすることが不可能であることを

確認した上で、町長の申立てとなります。 

      過去５年間におけるその件数ですが、平成２８年度に１件、平成３０年度に３件、令和
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２年度に１件の申し立てをしています。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） このそういった権利擁護の必要性があるけれども、本人も親族の方も審判

の請求ができないような状況の人というのは、どのようにその人の状況というのを知るこ

とができるというか、この人、ちょっと町長による審判が必要なのかなという判断という

のはどういったところから情報がもたらされるわけですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） 情報のもたらされ方ということでございますが、一番多いのは地域

包括支援センター、こちらのほうに情報が寄せられることが一番多いです。あとは民生委

員さん、自治会の役員さん、あとはご近所の方で、やはりお住まいの方でちょっと心配な

方が隣近所にいますと、そういった情報もあります。そういった情報が入りましたら、各

関係各所と連携して、その方の身の上調査といいますか、本当に必要なサービスが受けら

れていない状況で、どこまでその認知症状が進んでいるか、健康状態、そういったことを

全て把握して、必要であれば町長の申立てにつなげるものでございます。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） この成年後見制度というのは、成年被後見人の財産を守る、それが主な目

的であります。そういったことで、そういう本当にお困りの方というのを探す体制づくり

というのもしっかりやっていただきたいと思います。 

      続きまして、後見等に係る体制の整備等についてを伺うものであります。 

      老人福祉法第３２条の２では、「市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施

に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助（以下「後見等」という。）の業務を

適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適

正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない」としているわけであります。これは努力義務でありますけれども、町の取組

状況というのはどのようになっておるか、伺うものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） 市民後見人の育成及び活用に向けた取組として答弁させていただき

ます。 

      現状、吉岡町では、老人福祉法第３２条の２にのっとった取組は実施しておりません。
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しかしながら、社会全体として独り暮らしで身寄りのない認知症高齢者が増加している中、

成年後見制度の需要が増してきていることは事実であります。成年後見人の確保として、

市民後見人の育成をすることの必要性は十分認識しております。 

      また、市民後見人として家庭裁判所からの選任を受けるためには、その後見人活動を自

治体が支援することが最も重要でございます。その第一歩として、今年度、吉岡町社会福

祉協議会へ委託した吉岡町成年後見支援センター、こちらの役割を今後重点化していきま

す。将来的な役割として、担い手の育成や後見人支援等の事業につきましても、体制整備

を行いながら取り組んでいきたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 次の質問に移ります。成年後見制度利用支援事業について伺うものであり

ます。 

      成年後見制度を利用する際にネックになるのが成年後見人や後見監督人へのおおむね２

万円程度とされる基本報酬の支払いであり、このことが制度利用をちゅうちょさせる一因

にもなっておるようであります。町でも、後見人等に対する報酬の助成事業を行っており

ますけれども、成年後見制度利用促進のためには要件をもう少し緩和すべきではないかと

いうふうにも思います。現状では、たしか生活保護世帯と町県民税非課税世帯で、銀行預

金等が６０万円以下の方ということで、ちょっとその要件が厳し過ぎるんではないかとい

うふうにも思っておるところであります。この点について、町の見解を伺うものでありま

す。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） 成年後見人等への報酬助成についてですが、この成年後見人等に関

して、また後見監督人等につきましては、通常、事務を行うための経費と報酬が発生しま

す。その後見人の事務を行うための必要経費は直接本人の財産から支払うことになります。 

      報酬額については、成年後見人が家庭裁判所に対して報酬付与の申立てを行います。そ

の都度、裁判所が本人の資力、財力、そういったものを確認して決定されます。吉岡町で

は、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内で一定額の助成をしております。 

      その要件ですが、生活保護受給者、または住民税非課税世帯の者で年間収支予定を計算

し、預貯金の残額が６０万円以下の方を対象としております。議員ご指摘の要件の緩和の

件ですが、先ほど申し上げた助成要件に当てはまらない方は成年後見人に対して報酬を支

払える資力がまだあるという判断ができますので、助成要件を緩和する予定は現在のとこ

ろございません。ただ、資産の減少があった場合、そういったことで家庭裁判所のほうか
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ら審判等の報酬助成の見直しが妥当と判断された場合は、随時助成を行っていきたいと考

えています。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） これ、預金６０万円というのはちょっときつ過ぎるんでは、なかなか本当

にほぼほぼ、何ていうんですかね、本当に生活保護に準ずる、あるいは年金のみで生活し

ていて、ほぼほぼ預金がないというような方に限られてしまいます。他市町村の動向を見

ますと、２００万円を超える預貯金で世帯員が１人増えることに加算されて、その要件を

緩和しているというような市町村もあるようであります。いま一度この辺も調査していた

だいて、この今の要件が妥当なのかどうかの検討というのはしっかりやっていただきたい

と思います。 

      次の質問に移ります。バリアフリーのまちづくりの推進について伺うものであります。 

      計画では、移動手段の確保として、「高齢者や障害者が通院や買物等に外出できるよう、

路線バス網の整備を含めた公共交通体系の見直しを図ります。また、移送ボランティアの

確保を支援するなど、閉じ籠もりを予防し、生活しやすい町を目指します」とあります。

昨年第３回定例会において、巡回バス・デマンドバスについて質問したところ、「巡回バ

スやデマンドバスにつきましては、それぞれ運行方法も異なり、また車両の管理や人件費、

運行システムの構築等、経費がかかることから、導入につきましては慎重な対応が必要で

はございますが、町民の皆様からのニーズはもちろんでございますので、コストを含めた

様々な観点からも今後また検討を進めていきたいと考えております」と答弁がありました。 

      昨日、村越議員のほうからもこのデマンドバスについては質問があったわけであります

けれども、計画にある公共交通体系の見直しというのは、具体的にはどのようなことを指

しているのか、説明を求めるものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙𣘺企画財務課長。 

              〔企画財務課長 髙𣘺淳巳君発言〕 

企画財務課長（髙𣘺淳巳君） 町といたしましては、路線バスはもちろん、既にある公共交通の一つ

であるタクシー事業の維持や推進をすることも重要と考え、現在行っているタクシー運賃

等助成事業を実施することも公共交通体系の見直しの一つの取組であると考えております。 

      今後も、高齢者や障害者の移動手段の確保のための庁内部局での連携、また新たな公共

交通手段の可能性も模索し、あわせて、既存の公共交通の維持・推進を行うことで町民の

利便性を図ってまいりたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 
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９  番（坂田一広君） ぜひとも、多様な公共交通というのを、今タクシー運賃助成事業ですか、

それをやっておるわけでありますけれども、恐らく十分ではないと思うんですよね。そう

いった面も含めて、今後もしっかり検討していっていただきたいと。今回はこれでとどめ

ます。 

      次の質問に移ります。介護サービスについて伺うものであります。 

      本年３月２９日の日経新聞の記事によると、「厚生労働省は高齢者向け住宅での過剰介

護を防ぐための監視を１０月をめどに強化する。不要と見られる介護サービスを利用実績

から抽出する仕組みを通じて、自治体による指導などにつなげる。高齢者住宅を運営する

介護事業者の一部で、入居者の要介護者に対し、併設された自社の介護サービスを必要以

上に利用させる『囲い込み』の問題が指摘されているわけであります。入居者への見守り

などがついたサービス付高齢者向け住宅では、住宅と併設されたデイサービスなど、公的

介護サービスの双方を同一の介護事業者が提供することがあります。一部の事業者は入居

者に自社の介護サービスを過剰に利用させて介護報酬を多く受け取っていると見られてい

ます。厚労省は、介護費が適正に給付されているかどうか、自治体が調べられるシステム

を改修。毎月の利用限度額に対する実績が一定割合を超える場合など、囲い込みが疑われ

る実績を把握できるようにする」とありました。 

      利用者に適切なサービスが行われず、社会保障費も増えてしまうこの囲い込みをどのよ

うに町では認識しているのでしょうか。また、コンプライアンスやケアマネジメントの観

点から、適切な事業運営を行っているか確認する実地指導を行っているのかどうか、伺う

ものであります。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） ご指摘のとおり、今回囲い込みと呼ばれる不適切な行為、こちらに

つきまして問題となるのは、施設の運営事業者が囲い込みに協力するケアマネ事業者など

に、要介護度に応じて決まる上限額まで無理にサービスを使わせるような計画を作成する

ように促し、過度な介護報酬の利益を得るという行為だと認識しています。 

      サービス付高齢者向け住宅については、県が監督する施設でありますので、町では施設

への実地指導は行っておりません。ただし、ケアプランを作成する居宅介護支援事業所に

対しては、平成３０年度から権限移譲によって町が実地指導を行うことになりました。で

すが、まだ実際に指導は行えておりません。 

      現在、まだ国から監視制度の詳細については示されておりませんが、介護給付適正化シ

ステムによって特定の条件を絞って介護計画を抽出し、囲い込みに協力するケアマネ事業

者をある程度特定できるように改修をするという見通しとのことでございます。問題のあ
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るケアマネ事業者に対しては、介護保険法に基づき監査や報酬の返還命令を行うなど、適

切な是正指導を行いたいと思います。 

      以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

              〔９番 坂田一広君発言〕 

９  番（坂田一広君） 受けたいサービスを受けられない人がいる一方で、必要もないサービスを

受けてしまう、このような場合があると。適正なサービス実現を目指してしっかりやって

いただきたいと考えます。 

      最後、１問残しましたけれども、ちょっと時間の都合で言えないと思いますので、３番

目の町道についてについては割愛いたします。 

      私からの一般質問をこれで終わります。 

議  長（岩﨑信幸君） 以上をもちまして、９番坂田一広議員の一般質問が終わりました。 

      ここで休憩を取ります。再開を１０時５０分といたします。 

          午前１０時３０分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前１０時５０分再開 

議  長（岩﨑信幸君） 会議を再開します。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議  長（岩﨑信幸君） ３番飯塚憲治議員を指名します。飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君登壇〕 

３  番（飯塚憲治君） それでは、３番飯塚、通告書に従いまして質問をいたします。 

      今回は、尻切れとんぼになってしまいました前回に続きまして、一部は重複すると思い

ますが、質問をさせていただきます。 

      第１項目はインフラ整備についてです。以前より懸案となっております事柄に関連して

質問します。 

      まず、１つ目は、漆原東の大町地区というところで発生しております道路冠水について

お尋ねします。降雨時における道路への出水は町のあちらこちらで起こっていると聞いて

おりますが、ここは町道が約１００メートルにわたり冠水滞留、滞水しているあの状態は

特にひどいです。町長もよくご存じの場所だと思いますけれども、町長のお宅の近くです。

排水の改善対策はどのように今後考えられているのか、お尋ねします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） インフラ等の整備に関して質問いただきました。 
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      まず、漆原地区の駒小半田線が、漆原住民センターの西側近辺で大雨のときに時々冠水

してしまうことは把握しております。当該箇所の雨水排水対策につきましては、今年度下

半期に駒小半田線に接続する東西の町道北原４号線の側溝の布設替え工事を行い、吉岡川

への排水能力の向上を図る工事を予定しております。 

      また、駒小半田線、学校前踏切から東への坂の終点部においても同様の冠水が確認され

ております。こちらにおいても、排水能力の向上を図ることが急務であると認識しており

ます。現地の最大排水量の調査や流域雨水の量などを調査し、適切な改修を行っていきた

いと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） お答えありがとうございました。そうしますと、私が今言いました大町地

区の冠水状態、これはする計画だということですけれども、完成目標はいつ頃になります

か。 

議  長（岩﨑信幸君） 大澤建設課長。 

              〔建設課長 大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君） まず、１点目の漆原の住民センターの西の付近につきましては、今年度の

末に完成の予定です。もう一点の学校前付近を下って行ったところの冠水対策につきまし

ては、今年度から来年度にかけて調査を行いますので、工事の完成予定はまだ未定でござ

います。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） 先ほどの坂の下はこうおり坂の下ということですよね。それも私聞いてい

たんですが、質問は出しませんでしたけれども、そういうところがほかにもあります。で

すから、なるべく早くやっていただきたいんですよ。これをまず質問に出した理由は、あ

そこは私も知人がおりまして話を聞いております。その住民センターの近くは、もう５年

も１０年も前からああいう状態だということなんですよ。学校前踏切のところでもこの間、

２年前ですか、土砂崩れになりましたけれども、それでＪＲさんにご迷惑をかけましたけ

れども、ああいう状態が続いているところがあちこちにあるんではないかなと私は思いま

す。この漆原の住民センターのところがなぜ５年も１０年も放置されているか。各自治会

からのいろんな要望が出ていると思いますけれども、私も自治会長のときいろいろ出させ

ていただきました。そういった場合、その順番、施工順をどのような判断でやっているの

かをお聞きしたいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 大澤建設課長。 
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              〔建設課長 大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君） 町全体の中のそのような不具合がある箇所につきましては、地元自治会か

ら様々な要望書を上げていただいております。例年ですと、当初予算を編成するときに、

町内の関係者が集まってその緊急性と必要性を考慮して予算要求を行っております。 

      以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） 当然、話し合ってそういうふうに決めていると前からお聞きしているんで

すけれども、多少、道路面が凸凹して通るとき車が振動するとか、大穴が開いていない限

りはなかなか、そんなところと言ってはまずいですけれども、そのようなところは後回し

で、今私が質問したようなこういうふうに車輪がもう半分近く埋まるんですよ、ここは。

すごいですよ、写真でニュースに出るようなところですよ、全国版に。狭い吉岡町で小さ

いところだからそんなにニュースにはなりませんけれども、水の量はそういうレベルです。 

      ですから、凸凹しているから舗装してくれとか、境界線の白線が薄くなったから新しく

してくれとか、そういうのは後ですよ。そういった非常に危険であり不便をかけていると

ころを先にやると。自治会からとかいろいろ地域住民から要求が、お願いが出ていると思

いますけれども、先取り優先では駄目ですよ。先ほど、大澤課長さんから話があったよう

に、緊急性・危険性、これを適切に判断して順番を決めていただきたいと思います。先取

り優先というのはよくないですよ。それをお願いしたいと思います。 

      次に移ります。次は、駒寄グラウンドの遊水地状態、これも同じように、雨が降るとグ

ラウンドが半分ぐらい水につかってしまうという問題ですけれども、これはなかなか改善

されていないですけれども、これをこのまま放っておくということは非常にまずいと思い

ますが、今後の取り組み方はいかがでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 大澤建設課長。 

              〔建設課長 大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君） 町民グラウンドは、北側の駐車場が１．５メートルほど高く、西の町道は

２メートル程度ほどの高さがございます。この地形的な問題が根本にあるものと考えてお

ります。 

      道路からの流入防止対策としましては、西側道路の表流水が直接グラウンドの中に流入

しないように、西側道路には境界ブロックを設置しました。また、この道路の排水先は、

グラウンド北側の水路から、流末はＪＲの側溝に接続されます。公衆トイレ付近の側溝の

先がグラウンド方向を向いており、放流先の水路の方向と整合しないことが判明しました。

流水が側溝から飛び出し、グラウンドの中に流れ込む状況がありましたので、今年の３月
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にこの部分の必要な改修工事を実施したところでございます。このような対策を講じた効

果について、これから雨季を迎えますが、検証していきたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） ありがとうございます。では、着々と手を打っていただけているようなの

で、その後の状態を見てまた改善策を対処していただきたいと思います。 

      次に移ります。３つ目です。地域住民から、もう長年にわたって吉岡町のあちこちに幾

つか公園がありますけれども、それでは不足しているので公園の整備をお願いしたいと。

特に小学生、あるいは幼稚園生を抱える親御さんからは要求が前から上がっております。

これの計画についてお尋ねいたします。 

      もちろん、土地の問題、それから、その完成後の管理、それらはお金がかかりますから、

いろいろ難しい問題があるというのは分かるんですけれども、現状ではなかなか進展しな

いということでしたら、自治会等の協議会とかをつくって、どういったらいいかというそ

の建設の発端を探すべきだと思います。 

      また、先ほど言いましたけれども、建設後の管理、これはやたらと地方自治体そのもの、

つまり町に負担をかけるということになりますと、町の逼迫している財政がやたらと硬直

化するということになりますから、公園が欲しいならある程度自分たちでも整備していく

という認識を各自治会、そういう建設要求をしている方たちにも認識していただいて、町

が音頭を取って建設していくということも必要かと思うんですけれども、その辺を併せて、

現在の計画ですとか、考え方をお尋ねしたいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 大澤建設課長。 

              〔建設課長 大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君） 公園の整備計画につきましては、公園整備に関わる町民のニーズが非常に

高く、地域に歩いて行ける身近な公園が少ないという意見をいただいております。議員の

ご指摘のとおり、土地の問題や公園の維持管理の課題もございます。また、第６次吉岡町

総合計画を策定する中で、町民のアンケート調査結果からも、公園・広場の満足度が低い

結果となりました。アンケート調査結果の分析を踏まえ、現況と課題を整理し、都市計画

マスタープランにある公園づくりを進めていきたいと考えております。 

      また、公園整備後の維持管理に関わる自治会との関係につきましては、地元の負担が増

すこともありますので、地元自治会の意向を踏まえ、検討していきたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） 着々と進んでいるという状況ではありませんけれども、建設に向けて取り



 - 129 - 

組むということですので、よろしくお願いしたいと思います。これは特に、大澤課長が今

お答えいただいたようにニーズが強いです。よろしくお願いいたします。 

      次、４つ目ですね。駒寄小学校の隣に元気になるロバロバという福祉施設があります。

これ、以前から私、質問をしておりますけれども、なかなか活用が、この何というんです

か、閉まって電気が暗くなっている日が多いと。あれだけの設備があるんでしたら、もっ

と利用させてほしいというお声が随分あります。あそこはあそこに行って利用するときに、

近くのもっと人がいないとまずいというようなこともあるかもしれませんけれども、その

辺の緩和策も考えて、もっと広く住民にオープンに使用できるような状況をつくり出すこ

とが必要かと思いますが、現状と考え方はいかがになっていますか。 

議  長（岩﨑信幸君） 永井介護福祉課長。 

              〔介護福祉課長 永井勇一郎君発言〕 

介護福祉課長（永井勇一郎君） 現在、コロナ禍の状況でなかなか貸館等、事業ができない状況では

ありますが、昨年度は認知症カフェ以外の集いの場として、ボランティアや福祉団体の方

が気軽に立ち寄れて、情報交換、仲間づくりができる場所として「ハートボラカフェ」を

創設しまして、事業を実施しております。 

      また、今年度の新たな施設利用の取組として、町教育委員会関連団体である吉岡町地域

学校協働センターが放課後の児童の居場所づくりを目的とした放課後見守り教室、こちら

のテスト実施を計画していると聞いております。 

      こういった事業の広がりを受けまして、今年度Ｗｉ－Ｆｉを設け、インターネット環境

の充実を図ることによって、より便利に施設を利用していただけるようになりました。ま

た、これらの施設を活用していただいて、児童への学習支援及び高齢者へのデジタル活用

支援事業等の事業展開が行われることにも今後期待が持てると思います。 

      新型コロナウイルスの感染拡大、こちらの状況の中で、まだ新規事業、なかなか実施で

きない状況ではありますが、引き続き施設の目的に沿った事業展開を行っていきたいと考

えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） なるべく、せっかくできたものですから、非常に有効だねと皆さんから言

われるようにお願いしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

      追加のような形で申し訳ないんですけれども、このロバロバに相当するものを西部地区

でも何とかしてほしいという声が私の耳にも聞こえてきております。前回の一般質問の中

でもあったと思いますけれども、この現状を捉えまして、どのような計画とか考え方で今

進んでいるんでしょうか。 
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議  長（岩﨑信幸君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 以前、ほかの議員さんからも同様な質問をいただいております。町とし

ても、当然、東部・西部平等に設置していけたらと考えております。場所、あるいは内容

等については、今、協議検討をさせていただいているところでございます。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） この西部地区も早くできるようにお願いしたいと思います。最後に、イン

フラ整備についての最後、県道前橋伊香保線のいわゆる吉岡バイパス、これの建設につい

てお尋ねいたします。 

      こういう都市計画道路を造るというそのリストには上ったということですけれども、県

のですね。いつ施工するか、着手するかというリストには載っていないということであり

ます。この早期着工計画の決定、これを促すために県へのアプローチ、これが大切でない

かと私は思っております。もう何回か私も一般質問させていただいていますけれども、そ

の後の県へのアプローチだとか、渋川土木事務所への打合せとか、そういった作業の進捗

状況をお聞きしたいと思います。 

      現在、コロナ対策が県も町も最優先事項として日々取り組んでおられると思いますが、

行政はもちろんそれだけではありません。コロナ以後の策定計画、これに向かって取り組

んでおられると思いますけれども、もちろん町も。県でも、着々と次なる施策の実行の計

画、これが進んでいると思います。 

      コロナで忙しいから、今別件で忙しいからと手をこまねいている段階ではないでしょう。

町のインフラ整備の最重要課題として、物事に乗り遅れないように積極的に取り組んでい

っていただきたいと思います。むしろ、チャンスは今だと考えるべきではありませんか、

町長。現在の取組の進捗状況、今後の予定はどうでしょうか。県へのアプローチ、渋川土

木事務所への要望書提出など、併せてお聞かせください。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 県道大久保上野田線の早期着工計画へアプローチということでございま

すが、吉岡バイパスの延伸先である都市計画道路大久保上野田線は、群馬県の社会資本整

備に関する基本的な考え方をまとめた県土整備プランに「着手に検討する事業」と位置づ

けられております。 

      群馬県では、令和元年東日本台風・台風１９号の甚大な被害を踏まえ、災害に強く、安

定した経済活動が可能な群馬県を目指し、県土整備プランの見直しを行い、昨年１２月に
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公表されました。 

      議員のご指摘のとおり、吉岡バイパスの延伸先である都市計画道路大久保上野田線は、

町の発展に欠かせない重要な広域的幹線道路と認識しております。新たな県土整備プラン

においても、引き続き掲載するよう、県当局へ強く要望してまいる所存でございます。 

      また、渋川土木事務所への働きかけにつきましては、こちらは渋川市と連携し協力しな

がら推進していきたいと考えております。 

      渋川市の構想路線である吉岡バイパスの延伸と渋川半田南線についても、渋川市との連

携が不可欠でございます。一昨年８月に２年ぶりに渋川市及び吉岡町地域連携に関する協

議会を開催し、地域連携に関する事項の協議を行いました。改めて、この地域連携に関す

る協議会において、県への積極的な働きかけ、要望活動について、具体的な協議を進めて

いきたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） ありがとうございます。一部においては着々と進んでいるようですが、私

が質問した本筋は、渋川市と協議して連携して進めていただくというのは非常にありがた

いことですから、それはどんどん進めていただきたいと思いますが、私が質問した本筋は、

吉岡町として吉岡バイパスを上野田まで延ばすというそのことについて、それは吉岡町地

内だけの問題ですから、吉岡町が単独で県へのアプローチなり、渋川土木への要望書とか、

そういうのを提出する必要があると思いますけれども、それについてはどのように進捗し

ているのか。それを主眼にお聞きしたかったんですが、もう着手はされているんですか、

それとも、どうしようかなと考えている状態ですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） この事業につきましては、吉岡町単独では大変難しい事業となります。

今回、新たに県土整備プランにこの県のほうに計上させていただいたその内容的にも、や

はり群馬県として必要な事業でなければなりません。そうなりますと、吉岡町単独ではな

くて、渋川市さんと連携をしてこの事業を進めていきたいと、そのように考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） 町長の考えも分かるような気がするんですけれども、吉岡町の人口の推移

だとか、現状、どういう産業をつくり上げていくかとか、いろいろそういうことは吉岡町

が一番よく分かるわけですよ。そういう内容を含めて、県なり渋川土木に説明していくと。

それを渋川市に説明させろといったって、それは無理です。ですから、私はそういうとこ
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ろを準備して、もうその要望書ができているかどうか分かりませんけれども、そういうと

ころを積極的にやっていただきたいということを言っているわけですので、よろしくお願

いいたします。 

      次、２項目めです。今年度、第６次吉岡町総合計画、この策定を考えているわけですけ

れども、これに当たりまして、基本方針についてお尋ねいたします。 

      これは策定が１年、コロナの関係で遅れているわけですから、既にもう去年できていて

十分な内容ですからお答えいただけると思うんですけれども、町長、あなたは町長選挙立

候補時の基本施策、それから議会、その他いろいろな場所で意見を発表したり、演説をし

たりされております。その中で吉岡町の進むべき大方針として、住みよい住宅地域の整備、

商工業の発展、旧来からある農業の振興が基本であり、これらが三位一体となってこそ、

あなたが目指す「緑豊かな住みよい街・吉岡」が実現されると意思表明されていると私は

思っております。 

      もちろん、そのほかに子育て、教育、各種の福祉、それと支援策も重要でありますが、

この三位一体の実現こそが基本中の基本、これがしっかりしていないと、そのほかに子育

てといいましたそれに続くものがしっかり支援できないというふうに考えられます。この

ことにつきましては、私も同感であります。 

      そこでお聞きしたいのです。三位一体の実現策を第６次総合計画の中にどのように組み

入れていくのでしょうか。お尋ねいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 第６次総合計画の策定基本方針について、ご質問いただきました。 

      議員おっしゃるとおり、住宅地域の整備、商工業の発展、また農業振興など、よりよい

まちづくりを実現するためには非常に重要であると私も認識しております。それら様々な

ことを踏まえ、現在、町では第６次総合計画の策定に向けて着々と準備を進めております。

総合計画は、まちづくり全体の方向性を示すものであり、１０年間を計画期間とする重要

な計画でございます。 

      ご承知のとおり、本町では、コロナ禍に伴う社会状況の変化と町政への影響を見据えた

総合計画を策定すべく、現行の第５次総合計画に係る計画期間を１年延長しているところ

でございます。 

      その他、計画の策定状況など、企画財政課長より答弁をさせます。 

議  長（岩﨑信幸君） 髙𣘺企画財務課長。 

              〔企画財務課長 髙𣘺淳巳君発言〕 

企画財務課長（髙𣘺淳巳君） 令和４年度以降の長期的な視野に立った持続可能なまちづくりの指針



 - 133 - 

となる第６次総合計画は、新たな時代の潮流や本町の強み・弱みの特性、第５次総合計画

の検証等を踏まえ、町民等まちづくりの担い手となる様々な主体者の関わりにより現在策

定を進めているところでございます。 

      その担い手となる主体者との関わりといたしましては、これまでも自治会・団体との

ワークショップも実施しているほか、今後、コロナの状況にもよりますが、中学生による

ワークショップも予定しております。 

      また、策定に当たり、これまでも二度にわたる町長等によるトップインタビューも行っ

ております。その中で、就任当時の思いは今も変わらず持ち続けており、今後も同じ思い

で取り組んでいきたい旨の話もございました。 

      今後、第６次策定に当たり、内容等も含め詳細な部分における検討もさらに進んでまい

ります。その過程において、今までいただいた町民の方の意見はもちろん、様々な立場の

方の意見等も最大限組み入れた形で進めていければと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） ちょっと残念であります。先ほど言いましたように、一年はもう先延ばし

になっているわけです。本来でしたら先年度出来上がっているわけですから、ということ

は、先年度の初めにはもうどういうことをしようかなという心積もりはあったと思うんで

すね。それで、今年もう６月ですよ。それなのに、いろいろなこのワークショップをやる

とか、意見を聞くとか、いろいろ様々な情報を入れてやっていますというんではちょっと

遅いような気がしますよ。先ほどの西部のロバロバと同じです。もう少し早く行動できな

いものでしょうかね。そんなにあれですか、もう一年もブランクがあったんですから、私

にはちょっと疑問ですね。そういうところにつきましては、今後もう少し早くお願いした

いと思います。先ほどの都市計画道路もそうですよ。 

      質問を続けます。ちょっと概要ということまでは分かりませんでしたけれども、残念で

した。特に私が最近感じておりますことは、農業の実態となかなか進まない観光開発、こ

れについて第６次総合計画でしっかりしていただきたいということで、この２点について

私は残念だと思っていますけれども、続いて質問をさせていただきます。 

      吉岡町にとって、観光開発は地域おこしでありまして、国が進める地域創生そのものだ

と思っております。観光開発と農業の一部を一体化した事業を立ち上げる、観光と農業の

発展に寄与できるものにするということで、今後の観光開発と農業の発展には若干寄与で

きる体制も模索できるのではないかなと思っております。 

      それでは、次の質問に移ります。観光開発については、次の質問の中で個別的にお尋ね

したいと思います。まずは、農業の今後についてお尋ねします。 
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      町長、当町では、全国的な傾向のとおりに、農業経営者の不足が深刻化しております。

町では農業の維持発展のために幾つかの調査アンケートを行って、その中から解決策を図

ろうとしていることは当然のことでありますけれども、特に私どもにとってはありがたい

ことであります。着々と進めていただきたいと思います。 

      しかしながら、調査アンケートの結果を見ますと、後継者が決まっているとの回答は僅

かで、多くの農業者は先行き不安な状況です。もちろん、この状況はその先行き不安な当

事者の責任も大きくあります。しかしながら、行政としてこれを支援して助けていかなけ

ればならないということも大切なことです。町長はこの状況をどのように捉えて、現状打

開に向けての方策は何かあるのでしょうか。お考えをお尋ねいたします。 

      また、吉岡町は、この状況はもう５年も１０年も前から起こっていることであって、そ

の対策も打ってきたと思います。この過去１０年、５年前よりどのような対策を実施して、

その結果、その成果はどのように具現化しているのでしょうか。この２つを併せてお聞か

せください。 

議  長（岩﨑信幸君） 岸産業観光課長。 

              〔産業観光課長 岸 一憲君発言〕 

産業観光課長（岸 一憲君） 農業の後継者問題は、日本国内の多くの地域が直面している深刻な問

題でございます。日本の農業は少子高齢化の影響を受けやすく、慢性的な担い手不足であ

り、この状況を改善することは社会全体にとっての緊急課題でもございます。 

      近年は、新たに農業を始める新規就農者が減少していることに加え、新規就農しても数

年の間に離農してしまうなど、新規就農者が定着しないという現状がございます。農業に

期待を抱いて就農したものの、想像よりも重労働であったこと、またその割に受け取れる

報酬が少ないことなどで農業を諦めることにつながっているという現実でございます。 

      この問題を解消できる特効薬のようなものはないのではないかと考えております。今後

も、新規就農者の発掘や定着させることを主体とした取組を県の農業指導センターや農業

協同組合など関係機関と連携をしながら取り組んでいきたいと考えております。 

      以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） これまで今までやってきた対策のその成果、それを踏まえて、それを反省

してこれからやるということは大切かと思いますけれども、今までやってきたこととその

成果というのはどんなことがあるんでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 岸産業観光課長。 

              〔産業観光課長 岸 一憲君発言〕 
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産業観光課長（岸 一憲君） これまでも特にこれが決め手であるということはなかなか難しいこと

はあるかと思いますが、やはり県の関係、特に県の農業指導センターさん、あるいはそう

いう関係機関ともやっぱり連携したり、そういうことで新規就農に関わっていくことがま

ず第一、担い手を支援していくということが第一ということでこれまでもやってきている

かと思っております。その成果が出ているのかと言われますと、なかなか厳しい状態であ

るということは考えております。 

      以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） どうも町長、あれですね、難しいというのは私も分かります。今までの対

策では、今までのやり方ではうまくいかないというのは分かっているのかなというふうに

思います。これは非常に難しい問題ですけれども、取り組んでいかなければならない問題

ですよ。諦めては駄目なんですよ、諦めたらそれで終わりですから。ほかの話もこれから

出てきますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

      町長、昨年８月、ある雑誌にコロナ時代の移住先ランキングという記事が掲載されまし

た。関東地区では吉岡町がナンバーワンに選ばれて、これは皆さんもご存じだと思います。

この雑誌の評価項目には、残念ながら農業という項目が入っていないんですね。ですから、

この評価に浮かれていては、吉岡町としては将来進むべき道を間違ってしまうと思います。

吉岡町が目指しているまちづくりは、この評価のままではないはずです。基本的な農業の

振興、そのためには観光とタイアップしない純粋事業としての一般農業の育成も重要であ

ります。 

      しかし、先ほど課長が言われましたとおり、全国的に農業人口が減少し、これと同じよ

うに吉岡町の農業人口、耕作地の激減は十分将来予想されます。今後、１０年、１５年で

吉岡町の農業は先細りとなって、その後、消滅してしまうかも分かりません。そうなりま

すと、土地はもちろん残りますから、吉岡町に住む人口の多くが農業から離れるというこ

とです。もちろん、持続的に後継者も決まっていて、大規模にやっておられる立派な方も

おられます。でも、それは僅かな方です。これを何とか打開するということが必要ではな

いかと私は思っております。 

      そのためには、今までにない抜本的な取組、これは町がリードしてやっていただくわけ

になると思いますけれども、もちろん農業就業者、土地を持っている今農業に従事してい

る人、その人の意識も変わらないと駄目なんですね。幾ら行政がこうです、こうしましょ

うと言っても、やっている人がその意識にならないとうまくいかないわけですから、行政

としてはその意識を変えるという努力も必要だと思います。 
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      つまり、例えばもう意欲的な農業移住者、こういうのを受け入れる段階にもう吉岡町は

来ていると思います。この雑誌の関東地方ナンバーワンというのは、農業に全然無関係で

すから、農業というのは非常にもう砂漠状態ですよ、吉岡町の。それを何とかするという

のが行政の役目であり、今農業に携わっている人の意識の変革、これが必要です。 

      もちろん、岸課長が先ほど言われましたように、受け入れるだけでも、収入とその労働

が大変だということで、また離農してしまうというのもありますけれども、再度チャレン

ジということを続けていかなければならないと思います。そういうことに関しまして、協

同労働というのが非常に有効であるというのがＮＨＫのテレビで放送されておりました。

先週です。こういうのも含めまして、町長の考え方をお尋ねしたいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 岸産業観光課長。 

              〔産業観光課長 岸 一憲君発言〕 

産業観光課長（岸 一憲君） 今後の農業政策につきましては、政府の２０５０年カーボンニュート

ラル宣言に伴い、農林水産省は、みどりの食料システム戦略を策定し、環境負荷軽減の革

新的な技術や生産体系を順次開発し、政策手法のグリーン化を推進するとしております。

また、情報通信技術やデジタル技術による生活・産業の改革が進展する動きは、農業にお

ける技術革新をさらに促進する契機になると言われております。 

      農地は、農業生産の基盤であり、地域の貴重な資源であります。その農地を将来にわた

って活用するためには、担い手による効率的な農地利用の推進と耕作が可能な状態で農地

を維持していくことが不可欠となります。昨年度、町では人・農地プランの実質化を行い

ました。今後の農業政策には多くの課題に対し、検討が必要になると考えられますが、農

地の有効利用と利用集積・集約化等を継続的に進められるよう、農業委員会と協同して取

り組んでいきたいと考えております。 

      以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） よろしくお願いいたします。 

      次に、通告書の３項目、吉岡町の今後の観光開発計画と株式会社吉岡町振興公社のこれ

からについてお尋ねします。 

      まず、第１項目、吉岡町には、今後において具体的な観光開発の目玉、焦点はどこにあ

るのでしょうか。質問したいと思います。 

      吉岡町の観光開発に関して、前回も質問をしてまいりました。感ずるところ、調査や研

究、こういったものは委託業務として外注に出されまして、その報告書も数回にわたって

出されています。しかし、個別的にこれはこういう方向ですから公認したほうがいいです
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よと、もちろんその報告書には書いてあります、こうするべきだと。しかし、この観光開

発について、吉岡町全体を体系的に捉えたストーリーのある計画、これが不十分でないか

と感じられます。そして、その計画を強いリーダーシップをもって推進していく担い手が

不在のように思われます。 

      そこで、お聞きしたいのです。産業開発課をつくって、次の第６次総合計画を策定し始

めている現在、どのような観光開発計画を盛り込み、どのような体制でその事業を進めて

いくおつもりですか。町長にお尋ねしたいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 吉岡町の観光開発計画はとのご質問をいただきました。 

      昨年来の新型コロナウイルスの影響によりまして、今もなお新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止の取組により、不要不急の外出を控えることや、飲食店をはじめとする営

業時間の短縮などに加え、観光イベントなど人が集まる催しが軒並み中止となるなど、世

界中の観光産業が大変な苦境にあるということは、皆さんもご存じのこととは思います。

町内の産業にもその影響が広がっていることにつきましても、非常に危惧しているところ

でございます。 

      今後の観光施策等につきましては、産業観光課長に答弁をさせます。 

議  長（岩﨑信幸君） 岸産業観光課長。 

              〔産業観光課長 岸 一憲君発言〕 

産業観光課長（岸 一憲君） それでは、今後の観光施策についてお答えをさせていただきます。 

      先ほど、町長の答弁にもありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、

人々の生活様式が大きく変化している状況でございます。これからの観光地の選定基準と

しては、感染拡大予防のガイドライン等に対応した基盤整備や新しい生活様式の実践によ

る安全の確保など、公衆衛生の徹底や密を回避する取組が求められる傾向がございます。 

      町では、新たな観光拠点や施設を造るような大規模な計画は今現在予定しておりません。

今ある既存の観光拠点や施設、また資源をさらに強化、充実していくことが基本となると

考えております。まだ、周辺の地域で取り組まれていないような新たな観光の在り方につ

いて手探り的な部分もございますが、現在の状況を把握した上で、今後の課題を洗い出し、

市場の動向に注視し、需要を的確に捉えながら施策の立案を行うなど、次期総合計画の策

定に向けて取り組んでいきたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） ありがとうございました。私も、今課長さんが言われたとおりでいいと思
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いますよ。そんな新しいことをどおんとやるという計画は無理です。その話はこれからも

出てきますけれども、その方向に向かって鋭意努力を続けていただきたいと思います。 

      それでは、次に、先ほど言いました個別的にお尋ねします。ケイマンゴルフ場の南側に

水辺の公園、散策ができたり、池を造ったり、魚釣りができたり、そういったものを造る

計画というのが前あるとお聞きしましたけれども、私もそれは同感ですので、質問いたし

ます。この計画は、現在どのようになっているのですか。今後は、またどのように進めて

いくおつもりですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 大澤建設課長。 

              〔建設課長 大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君） ご質問の利根川の右岸、天狗岩用水から吉岡川までの区域につきましては、

過去の議会での質問において、「自然を残したプレイパークや魚釣り広場、自然広場など

の整備をすべきではないか」と様々な意見を伺っております。その答弁では、「リバート

ピア吉岡南の天神東公園をさらに充実させるための整備やサイクリングロードなど、既存

施設の活用が必要である」と回答しております。 

      なお、現状では、天神東公園への進入路や天狗岩用水の橋も非常に狭い状況である課題

がございます。また、さらに南へ向かいますと、サイクリングロードの横断や利根川の河

川敷となりますので、県の河川管理者との協議や調整が必要となります。 

      町の観光・交流スポットでより一層魅力あるエリアにするためには、自然豊かな水辺公

園の計画は将来的には必要と考えられますが、相当な事業費が見込まれます。都市計画マ

スタープランにも、自然的環境保全エリアとしておりますので、現在策定中の第６次総合

計画の中で具体的な検討を進めていきたいと考えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） ありがとうございます。急にはできないと思っておりますけれども、それ

は大変必要なことだと思います。この後も話をいたします。 

      次です。現在、小倉乾燥芋、小倉ブドウ園というのが小倉地区にあります。この芋の作

製、それからブドウ生産、そのことを観光農業として今後育てていくという計画、あるい

は若干その両者の耕作面積が減ってきたり、ちょっと衰退しているかなというような感じ

も見受けられますけれども、その解決策として、乾燥芋の組合、あるいは農業団体化、法

人化など、これらをして、先ほどの協同労働、そういうのも含めましてどのように取組を

考えられるのか、取り組んでいくおつもりなのか、お聞きいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 岸産業観光課長。 

              〔産業観光課長 岸 一憲君発言〕 
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産業観光課長（岸 一憲君） 小倉地域につきましては、吉岡町を代表する観光資源が集まっており、

今後の活性化を期待するエリアとなっております。小倉の乾燥芋については、県内でも歴

史がある特産品であり、今もなお多くの支持を受けております。また、小倉ぶどう郷にお

いても、シーズンともなりますと多くの観光客が訪れる場所となっております。 

      高渋バイパスが４車線化され、また、駒寄スマートインターチェンジの大型車化対応が

控えているなど、今後の可能性に期待を寄せているところではございますが、昨年来のコ

ロナ禍により、今後の観光農業の在り方などにも変化が現われると同時に、そのことに対

応する取組が必要となってまいります。町といたしましては、それぞれの組合との連携を

図りながら、将来の目標に向かった活動を支援し、観光農業の発展に努めていきたいと考

えております。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） よろしくお願いいたします。 

      続いて、次は、船尾滝周辺の開発計画、再開発というふうになると思いますけれども、

現在、船尾滝周辺には、滝の景観を眺める遊歩道、バーベキュー広場、桜並木、これらが

ありますけれども、それほど盛況に使われている様子がないというような感じが見受けら

れます。この周辺を再開発して、追加施設なども考えてやっていくべきではないかと思い

ますけれども、例えば１つとして、滝の片側から登りまして、滝の上をめぐり、もう一方

から下りるコース、山歩きのコースを再整備する。そして、この登山道は北へ続いて、渋

川市の水沢寺、渋川森林公園方面と続いています。そして、既に整備されている渋川地区

に多くのハイカーが訪れて、かなり盛況に使われております。これを船尾滝周辺の登山道

も整備して、観光客・ハイカーも来ていただくというように整備すべきではないかと私は

思います。 

      しかしながら、町長、この滝の周辺は、もちろん私が言わなくても分かっていると思い

ますけれども、渋川市、榛東村、それと吉岡が入り組んでおります。そうしますと、あそ

この開発には隣接自治体との協議が必要と思いますけれども、この辺はどのようにお考え

ですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 岸産業観光課長。 

              〔産業観光課長 岸 一憲君発言〕 

産業観光課長（岸 一憲君） 船尾滝周辺につきましては、船尾自然公園として整備を進めてまいり

ましたが、季節ごとに四季折々のいろいろな情景が見られる場所となっており、駐車場か

らは新設された遊歩道を散策しながら、自然を身近に感じていただけると思います。 

      今年度、令和３年度の取組といたしまして、吉岡町の四季（春夏秋冬）を紹介する動画
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を作成し、情報発信の媒体に利用したいと考えております。船尾滝については、その動画

の中心的な存在としたい考えでございます。 

      また、渋川市の伊香保温泉や水沢にも近い場所でありますので、誘客等に対する情報連

携について強化を図っていきたいと考えております。 

      以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） 若干の開発計画があるというふうに私は見受けましたけれども、それを進

めていっていただきたいと思います。 

      次です。５番目、吉岡町全体の観光開発にも組み入れた振興公社の将来構想をお尋ねし

ます。 

      町長の以前の答弁では、「各種の産業、観光開発、これらを具体的に実施し、リーダー

となって実務を引っ張っていくのは現在のところ振興公社しかない。また、観光といった

ら上野田から水沢観音までの両側の街道にあるものしかない」ということでした。これで

は観光というのにあまりにも寂しいというふうに思います。先ほど、岸課長さんの答弁の

中では、現存のものを有効活用していくということがありましたけれども、これだけでは

ちょっと寂しいですよね。ほかにもまだいっぱいありますけれども、それは後でお話しし

ます。 

      この取組がうまくいっていないとしたら、これは何か変えていかなくてはならない。こ

れは当然なことですね。そのとき、町長、あれですかね、町長と副町長がリーダーとなっ

て産業開発課を筆頭に吉岡町全体、役所が開発者、ディベロッパーとなって、その意識を

持って取り組む必要があると私は思います。産業の発展と観光開発は、振興公社きりない

というふうに思っていたのでは、ちょっとこの仕事は進まないと思いますよ。 

      また、実務者がその振興公社がないとしたら、様々な取組に対応できる体制に振興公社

を改編しなくてはならないというふうに私は思いますけれども、振興公社の機能のアップ、

それから行政の意識改革、この２つがないと、観光開発及び吉岡町の産業の発展はないで

す。 

      行政は、今まで関屋職場に、関所ですよ、昔の江戸時代の。関屋職場にいて国、県、町

が決めたサービス、福祉などを町民からの申請、届出の受理、認可処理など、これらを

着々と、従前たる業務を淡々と、しかし確実にこなしていくというのはそれはもう太平洋

戦争前の話ですよ。特にバブルがはじけた世は、もうそういう世の中は終わっていると思

っております。これはもちろん、町長はじめ各課長さんも認識を新たにしている現在だと

思いますけれども、つまり、役所こそが地域社会の振興の開発者、ディベロップメントの
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意識を持ってこの業務に取り組んでいくということを意識改革しないと、なかなかこれか

らの発展は望めないと思いますね。ですから、そういうことをお願いしたいんですよ、皆

さんに、私の前に座っている方々に。 

      そこで、お聞きしたいと思います。振興公社の機能改革とこれからの役所の役割、町長

のお考えをお尋ねいたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 振興公社をどのように進めていけるかというご質問をいただきました。

行政における立場といたしまして、今、第６次総合計画にあっては、私の就任当時より変

わらず持ち続けている「みんなで創ろう 住み続けたいまち よしおか」を実現するため

に、町民の皆様と共に「安らぎとぬくもりのある 住み続けたいまち」、このつくりを目

指してまいる所存でございます。 

      また、振興公社の将来構想につきましては、産業観光課長より答弁をさせます。 

議  長（岩﨑信幸君） 岸産業観光課長。 

              〔産業観光課長 岸 一憲君発言〕 

産業観光課長（岸 一憲君） 行政における観光政策と申しますと、地域のＰＲという側面で捉えら

れがちでございます。しかし、そこで重要なことは、地域に利益をもたらすものであり、

また事業者の所得向上や雇用を生むものでなくてはならないと考えております。そのよう

な取組を行うには、新たなサービスの展開などに資金や人材を投入し、弾力的に運営を行

う必要があります。 

      これからの観光産業は、地域の雇用を満たし、人を育て、生産性を高めることで役割を

果たしていくことが求められます。今後の振興公社につきましては、地域振興の中間的な

役割を担いながら、さらに発展を続けられるよう、町も一体となり調査研究を進めてまい

りたいと考えております。 

      以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） これからの課題ということでしょうかね。 

      最後に行きます。町長、本日は、インフラの整備と農業の振興、農業の一部を取り入れ

た観光開発など、私が心配している２点について集中して質問いたしました。その理由は、

これらの事柄には密接な関係があるからです。利根川べりの緑地公園から榛名山中腹部の

滝まで、点在する観光要素を有機的に組み合わせることが大切です。すなわち、利根川べ

りではパークゴルフ場などを中心とした運動公園、魚釣りや散策を楽しむ水辺の公園、榛
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名山に向かい、小倉の乾燥芋、ブドウ園、さらに観光イチゴ園も考慮に入れるべきでしょ

う。そして、船尾滝周辺は、観光等、キャンプや山歩きを楽しむエリアです。 

      そして、これらの要素を有機的に結びつけるものが道路網と交通サービスです。そこで

重要なのは、県道前橋伊香保線、いわゆる吉岡バイパスと町道漆原総社線なのです。この

２線路が完成することによって、上毛大橋建設に始まり、その後も着々とできつつある吉

岡町の回遊式の幹線道路網が完成に近づいていくのです。そして、その道路網には無人の

自動運転バスが運行され、観光客、住民の利用者はあちらこちらに移動することができる

ようになります。既にこの技術はほぼ確立されておりまして、公道での実証実験が始まっ

ております。少なくとも５年、１０年以内には必ず実用化されるものと思います。 

      町長、ここに……、時間がないな。途中を飛ばしまして、つまり、山や観光農園で楽し

んで、緑地公園で汗を流したり、散策や魚釣りができる。その後には、リバートピア吉岡

で汗を流して帰っていただく。この体系をつくることが吉岡の産業の観光に関係した施策

だというふうに思います。それは、この吉岡タウンガイドとかがあります。それから、第

５次総合計画、これを見れば一目瞭然なんですよ、吉岡がやることは。これに全て載って

います。先ほど、岸課長が、今あるものをさらに充実させてやっていこうと、それしかな

いと言われましたけれども、そのとおりでいいんですよ。この２つの書いてあるものを着

実にもっと拡大してやっていただくと、そういうことが重要なんです。そういうことが重

要なことでありますけれども、最後に町長、時間がちょっとありませんけれども、一言、

この取組をお聞かせいただきたいと思います。 

議  長（岩﨑信幸君） 町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君発言〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 町民の皆様と共に「安らぎとぬくもりのある 住み続けたいまちづく

り」を進めていきたいと思っております。 

議  長（岩﨑信幸君） 飯塚議員。 

              〔３番 飯塚憲治君発言〕 

３  番（飯塚憲治君） ありがとうございました。 

      それでは、３番飯塚憲治の一般質問を以上で終わります。 

議  長（岩﨑信幸君） 以上をもちまして、３番飯塚憲治議員の一般質問が終わりました。 

      これをもちまして、本日の会議で予定された一般質問が終了しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散  会 

議  長（岩﨑信幸君） 本日はこれをもって散会といたします。 

      お疲れさまでした。 
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          午前１１時５１分散会 
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    令和３年第２回吉岡町議会定例会会議録第４号     

令和３年６月９日（水曜日） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 第４号 

   令和３年６月９日（水曜日）午前９時３０分開議 

日程第 １ 委員会議案審査報告 

      （総務産業・文教厚生 各常任委員会委員長報告）〔第２～第７〕 

                                （委員長報告に対する質疑） 

日程第 ２ 議案第４１号 政治倫理の確立のための吉岡町長の資産等の公開に関する条例の一部を 

             改正する条例 

                                （討論・表決） 

日程第 ３ 議案第４２号 吉岡町税条例の一部を改正する条例 

                                （討論・表決） 

日程第 ４ 議案第４３号 訴えの提起について 

                                （討論・表決） 

日程第 ５ 議案第４４号 町道路線の認定・廃止について 

                                （討論・表決） 

日程第 ６ 議案第４６号 令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管改修工事請負契 

             約の締結について 

                                （討論・表決） 

日程第 ７ 議案第４５号 令和３年度吉岡町一般会計補正予算（第２号） 

                                （討論・表決） 

日程第 ８ 請願の付託案件審査報告（総務産業常任委員会委員長報告） 

                                （委員長報告に対する質疑） 

日程第 ９ 請願第 ２号 家族従業者の人権保障のため「所得税法第５６条の廃止を求める意見 

             書」採択を求める請願 

                                （討論・表決） 

日程第１０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第１１ 総務産業常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第１２ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第１３ 議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１３人） 

  １番 小 林 静 弥 君    ２番 冨 岡 栄 一 君 

  ３番 飯 塚 憲 治 君    ４番  嶋   隆 君 

  ５番 富 岡 大 志 君    ６番 金 谷 康 弘 君 

  ８番 村 越 哲 夫 君    ９番 坂 田 一 広 君 

 １０番 飯 島   衛 君   １１番 平 形   薫 君 

 １２番 山 畑 祐 男 君   １３番 小 池 春 雄 君 

 １４番 岩 﨑 信 幸 君     

欠席議員 なし 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

町 長 柴 﨑 德一郎 君  副 町 長 野 村 幸 孝 君 

教 育 長 山 口 和 良 君  総 務 課 長 髙 田 栄 二 君 

企 画 財 政 課 長 髙 𣘺 淳 巳 君  住 民 課 長 中 島   繁 君 

健康子育て課長 米 沢 弘 幸 君  介 護 福 祉 課 長 永 井 勇一郎 君 

産 業 観 光 課 長 岸   一 憲 君  建 設 課 長 大 澤 正 弘 君 

税 務 会 計 課 長 中 澤 礼 子 君  上 下 水 道 課 長 笹 沢 邦 男 君 

教育委員会事務局長 小 林 康 弘 君    

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  福 島 良 一     主      事  岸   美 穂 
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開  議 

          午前９時３０分開議 

議  長（岩﨑信幸君） おはようございます。 

      ただいまの出席議員は１３名です。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開

きます。 

      お手元に配付してあります議事日程（第４号）により会議を進めます。 

      本日の議事日程中、各委員会に付託した議案の委員長報告を日程第１、第８で予定して

おります。 

      日程第１では条例等の関連と補正予算についての報告、日程第８では請願についての報

告となりますので、各委員長にはよろしくお願いいたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１ 委員会議案審査報告（総務産業・文教厚生 各常任委員会委員長報告） 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第１、委員会議案審査報告を議題とします。 

      各委員会に付託した議案について報告をお願いします。 

      最初に、総務産業常任委員会富岡委員長、委員長報告をお願いします。富岡総務産業常

任委員長。 

              〔総務産業常任委員会委員長 富岡大志君登壇〕 

総務産業常任委員長（富岡大志君） ５番富岡です。 

      総務産業常任委員会の議案審査報告を行います。 

      ６月１日に本会議にて議長より当委員会に付託されました議案について、６月４日午前

９時３０分より、コロナ対策のため役場２階大会議室において、委員全員、議長及び執行

から町長、副町長、教育長、課局長、室長の出席の下審査を行いましたので、その結果に

ついて報告いたします。 

      議案第４１号 政治倫理の確立のための吉岡町長の資産等の公開に関する条例の一部を

改正する条例は、審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決です。 

      議案第４２号 吉岡町税条例の一部を改正する条例は、審査の結果、原案適正と認め、

全会一致で可決です。 

      議案第４３号 訴えの提起については、審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決

です。 

      議案第４４号 町道路線の認定・廃止については、審査の結果、原案適正と認め、全会

一致で可決です。 

      議案第４５号 令和３年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）は、歳入歳出それぞれに

関し、事項別明細の款項の順に審査を行いました。 
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      主な質疑としましては、歳出２款総務費１項総務管理費では、弁護士委託料の内容につ

いての質疑に、訴訟着手金１９万８，０００円、弁護士費用９万９，０００円、実費が６

万６，０００円との答弁。電気計算機、テレワーク用ノートパソコンの質疑では、台数と

使用目的について、２０台のパソコン及び通信機器の購入を予定し、コロナ禍における在

宅勤務やサテライトオフィス勤務での使用を考えているなどの質疑、答弁がありました。

また、第４項選挙費では、選挙用備品の内容についての質疑に、１人用の投票記載台を各

投票所に３台整備するとの答弁でした。 

      ３款民生費１項社会福祉費では、シルバー人材センターの運営費補助金の増額について

事務局長が直接雇用となった理由についての質疑に、雇用における町からの補助金に対し

国から同額の補助が得られるためとの答弁。また、シルバー人材の業務開拓について、

スーパーやホームセンターへの派遣も始まっており、大規模小売店舗などへの派遣も考え

ていくなどの質疑、答弁がありました。 

      ４款衛生費１項保健衛生費では、コロナ予防接種委託料の内容についての質疑で、コー

ルセンターの回線増設のためとの答弁。６款農林水産費１項農業費では、渇水対策施設維

持管理費の電気料についての質疑で、小倉沈殿池２号取水ポンプの故障のためその購入費

用との答弁。 

      ７款商工費１項商工費の損失補償金についての質疑で、小口資金の代位弁済で元本１０

７万７，０００円につき、県８０％の負担で８６万１，６００円、町が残りの２１万５，

４００円を補償額として負担することになったとの答弁でした。 

      １０款１項教育総務費では、通信環境導入支援事業の内容についての質疑で、オンライ

ン学習を行うために通信環境の整っていない家庭が新たに通信環境を整備した場合に支援

するもので、当初は令和２年度に単発事業と想定していましたが本年度も行うことにした

ためとの答弁。３項中学校費では、渡り廊下実態調査業務委託の内容についての質疑で、

中学校北校舎２階から体育館へつながる渡り廊下の外壁に剝がれが生じたことが確認され、

改修を計画していたが、どこまで老朽化しているのか分からないということがあり、その

老朽化の実態を調査するものとの答弁がありました。 

      以上が主な質疑、答弁です。審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決です。 

      以上をもって報告とさせていただきます。 

議  長（岩﨑信幸君） 委員長報告が終わりました。 

      委員長報告に対して質疑を行います。質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      富岡委員長、自席へお戻りください。 
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      続きまして、文教厚生常任委員会村越委員長、委員長報告をお願いいたします。村越文

教厚生常任委員長。 

              〔文教厚生常任委員会委員長 村越哲夫君登壇〕 

文教厚生常任委員長（村越哲夫君） ８番村越です。 

      文教厚生常任委員会議案審査報告を行います。 

      文教厚生常任委員会では、６月１日、本会議において議長より付託された議案１件につ

いて、６月７日月曜日午前９時３０分より、委員会室において、委員全員、議長、執行側

から町長、副町長、教育長、局長、関係課長、室長の出席の下審査をいたしましたので、

報告いたします。 

      議案第４６号 令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管改修工事請負契

約の締結については、主として今回工事で変わるものはの質疑があり、全体で大便器の数

は４３台が３７台になり６台減るとの答弁がありました。また、大便器のプッシュ式を自

動式に替えることはできないのかの質疑に、話合いにより対策したいとの答弁がありまし

た。また、この工事の仕様についての最終的判断は誰がしたのかの質疑に、教育委員会内

で話し合い、最終的に町長が発注したとの答弁がありました。次に、給水管の取替えにつ

いての質疑があり、量水器より配管を取り替えるとの答弁がありました。審査の結果、原

案適正と認め、全会一致で可決です。 

      以上、報告といたします。 

      なお、今回、委員会において要望が出されましたので報告いたします。 

      要望事項。 

      １、コロナ対策として、ワクチン接種の適切な対応、町独自の貸付けと給付等（コロナ

ウイルスの影響を受けた町民の女性（小中学生を含む）の生理用品を無料に配布）、就学

助成金等の支援制度の早急な実施を求める。また、生理用品を支給する方法についてはア

ンケートを取るなどしてプライバシーに配慮した対応を求める。 

      ２、学校、保育所入所の条件緩和を求める。 

      ３、通学バス無料化の方向で検討を求める。 

      ４、給食費、幼児教育・保育費、医療費（１８歳まで）の無料化を求める。 

      ５、中学校のトイレ改修に当たっては、コロナ対策に配慮した対応を求める。 

      以上、報告といたします。 

議  長（岩﨑信幸君） 委員長報告が終わりました。 

      委員長報告に対して質疑を行います。質疑ありませんか。小池議員。 

１ ３ 番（小池春雄君） 委員長報告ですけれども、さらっと報告が終わっちゃったんですけれども、

そもそも３時間近く時間をかけて行った審議というのは、私はそんな簡単なものだったと
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は思わないんですよ。 

      というのは、まずはお手洗いを改修するに当たって、プッシュ式にするのか、それとも

センサー式かという中で、質疑といっても、もう少し事細かな質疑もあったし、回答とい

うのも二転三転しましたけれども、最後には町長が、私はこれは建設工事の請負契約のこ

の金額の中で相手の業者と協議をして、また、様々な新しい学校と、これ文科省の補助金

を受けてやっているわけなんですけれども、そちらから補助金も出ているわけですから、

これから行われる工事、様々なところで実施をされておりますけれども、そういうものを

検討する中で、それを見て、そしてプッシュ式にするかセンサー式にするかは検討してく

れと。また、予算もその範囲の中で業者と相談をして、それでよりよい方向で結論を導い

てくれというふうに話したら、町長はそのところは検討したいということなんですよね。 

      それと、お手洗いが４３が３７に減るということで、校舎を増築工事をしたときもそれ

なりにお手洗いも増やしているわけですから、そのことで４３あった大便器が３７になる

ということで足りるんですか、どうなんですかということに対しても、ただ減りました、

ああそうですか、承知しましたという委員会の結論ではなかったと思うんですよ。これだ

け減るわけですから、６つも減るわけですから。子供はまして増えているわけですから、

減らすことにも問題があるんじゃないかというところで、そのところも十分に検討してく

れということも言っていますよね。 

      その辺も今後考えてみたいという回答ですから、要するにこの委員長報告というのは、

議会の中であった、これは何ですか、あれは何ですかという分からない部分を聞くんじゃ

なくて、議会の意見としてどういうことを町に申し入れて、そして質問して、町がどうい

う回答をしたというと、そのことが完成された暁にはどの程度議会の言ったことが反映さ

れていたか、また、議会が予算審議の中ではどういうことを町に対して強く言ったかと。

そしてまた町がどう答えたかということで、完成して、またその以後、できればできたで、

議会でもこういう意見があって、それもそういう答えが返ってきていたにもかかわらずこ

のことができないということはどういうことなのかというふうに町に対して問いかけをす

るわけでありますから、私は、それについては委員長ね、やっぱりあったことをね、随分

中抜きがされていると思うんですよ。恐らくそのノートにも書いてあるでしょうから、も

う少し、大変重要なポイントになりますので、その重要なポイントの部分については委員

長報告として、これからもまたこれは議事録として残って、まして本会議ですからね、残

って、次のまた議会にもつながっていくことですから、大事な点についてはしっかりとあ

ったことの事実は委員長報告として述べていただきたいということを切にお願いいたしま

す。 

文教厚生常任委員長（村越哲夫君） じゃあ、今の話の中のやつも少し報告させていただきます。 
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      今回の工事で変わるものはとの質疑があり、大便器の洋式化、床の仕上げを乾式に変更

する。また、便器の数も質疑がありましたが、それは先ほど申し上げたように４３か所が

３７か所になったと。６か所減ったということになるわけで、全体としては男子が１１か

所、女子が２６か所とのことでした。また、小便器は２７か所が２８か所に１か所増えた

ということでございます。手洗い器については２５か所で変わりないとのこと。また、手

洗い器の水栓の質疑に、２５か所の約半分が自動、あとの半分はレバー式とのことでした。 

      また、この工事に関して、仕様についての最終判断は誰がしたのかということで、これ

は先ほど申し上げたように、この工事は、特に検討委員会などを設けたのかという質疑も

ございました。しかし、特別な検討委員会は設けなかったと。委員会の中で話し合い、最

終的に町長が発注したという答弁がありました。 

      また、業者については、町の参加願を出しているのかという、指名参加または登録して

あるのかという質疑に対しては、このたびの工事は一般競争入札との答弁がありました。

ということは、これは質疑の中にないかもしれませんが、要するにこれは一般競争入札だ

から誰が入札しても構わないというのがこの工事の内容だと私は思っております。 

      また、工事中のトイレの使用をどうするのかという質疑もありました。できる限り夏休

みや冬休みもあるでしょう、春休みもある、また、休みなどを利用して工事を進めたいと

いう答弁もございました。また、うるさい音が出るときには、なるべく休みを利用してや

りたいなどの答弁がございました。 

      また、給水管の取替えについての質疑には、先ほど申し上げたように配管をメーターよ

り取り替えると。全てを取り替えるというような答弁がございました。また、配管の取替

えの経路については、一部天井裏を通して、あとは露出配管になるのかとの質疑に対して、

そのような工事になるとの答弁がございました。 

      また、今回の入札価格はの質疑に、予定価格の質疑に、１億５，９９４万円との答弁が

あり、落札率は約９８．７％とのことです。また、トイレの改修工事の配管取替工事の金

額はの質疑に、トイレ改修工事は約９，２１６万円、配管取替工事が約６，５６９万円と

のことでございました。その中に解体が約１，９００万円との答弁がありました。 

      私が今ここでお話しできるのはそのくらいなのでご了承いただきたいと思いますが。 

議  長（岩﨑信幸君） 小池議員。 

１ ３ 番（小池春雄君） 今、委員長から回答がありましたけれども、要するに大便器が４３から３

７に減るということに対して、大丈夫ですかと、これだけ減っちゃって大丈夫ですかとい

うことに対しての回答もありましたよね。それとか、大便器がプッシュ式だと。これにつ

いても、これから町長が業者と近隣の状況等も見て検討するというのと、水道の蛇口ね、

蛇口についても、今は横にひねるやつだというんですけれども、それも検討してみたいと
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いう回答だったと思うんですよ。それも検討してみたいと。（「聞こえないので、すみま

せん」の声あり）それも検討してみたいという回答だと思うんですよ。ですから、そうい

う質疑に対してそういう回答があったという部分については、質疑と回答がかみ合った形

で、ありました、ありましたじゃなくて、あって、それで町のほうがどう答えたかという

ことというのは、これは分からないからこれを教えてくださいというんじゃなくて、これ

はどうなるんですかという問いについて、町のほうが、これはこういうふうにしたいと思

いますという回答があったと思うんですよね。それというのが委員会審査の中で町のほう

が示した方針になるわけですから、そこはきちんと委員長報告として出しておかないと、

委員会で町当局はこういうふうに答えたじゃないですかと。しかし、結果的にできたもの

はこうなったじゃないですかと。何でこうなったのかという問題に後になって発展してい

くものですから、その部分についてはしっかり押さえておいていただかないと、後の議論

がかみ合わない議論になるものですから、やはり委員会であったことの報告。 

      私は特にそこの部分なんですよね、一番記録として残しておきたいというのは。お手洗

い４３あったのが３７に減って大丈夫ですかと。まして今そこは、コロナ禍の中で、お手

洗いを使って、その使った手で水を流して、それは回答の中では手洗いをしっかりするか

ら大丈夫だということでしたけれども、本人が押した後も、出ていった人は手洗いした、

それはしたほうがいいですけれども、次の人には別でしょうという話もしたじゃないです

か。次の人というのは、だって、そうじゃない人が入ってきて、それで触れたところをま

た自分が触れて、それで流して、それから手を洗うわけですから、そういうふうに思うと、

やっぱりプッシュ式というのは問題があるんじゃないかという指摘に対して、それなりの

回答を町長はしていると思うんですよ。ですから、そこの部分を委員長報告としてぜひと

もきちんとしていただきたいということを言っているんですけれども、いかがでしょうか。

その辺を報告していただきたいと思うんですけれども。 

文教厚生常任委員長（村越哲夫君） だから、先ほどお話ししたように、本来なら大便器のリモート

コントローラーをセンサー式に替えることはできないかという、専門的な用語で言います

とそうなんですけれども、あのときには大便器のプッシュ式を自動式にできないかという

質疑があったと思うんですけれども、その中で、町長のお答えとして、これから工事を請

け負った会社との話合いにおいて対策していきたいというような答弁がありましたという

ことをお伝えします。 

議  長（岩﨑信幸君） ほかにありませんか。平形議員。 

１ １ 番（平形 薫君） ２つほど質問があるんですが、１つ、ちょっと私、聞き逃したかもしれな

いのでもう一度確認させていただきたいということもありまして、１つ目が、このトイレ

の工事請負契約で、請負者の中に一つの構成員がございまして、その方が一般競争入札に
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入って当然落札しておるわけなんですけれども、この構成員の方は城山みはらし公園の、

その後、もうできましてからちょっとして階段がひびが入っちゃったというのが、凍結だ

と思うんですけれども、コンクリートにひびが入っちゃったと。その工事をやったわけで

すけれども、聞くところによりますと、城山みはらし公園の完成検査があると、国のです

ね。その時期が迫っているので、このまま放置しておいて検査を受けるわけにはいかない、

通らないということですかね、そういうことで急遽、既にない予算の中から捻出して、し

かも役場とそれから業者と半々ぐらいに金額を折半して工事をやったということがあるわ

けです。 

      その後、全員協議会等でみはらし公園を見させていただきましたけれども、確かに階段

の構成部品であるプラスチック製の何か柱みたいなものがありましたですよね。それは要

するに安く出来上がるということで、それでいいだろうと提案を受けて、役場がそれでい

いだろうと言った、施主がいいと言ったからということですからね、ということでやって、

冬場になって凍りついて膨張率の違いによってコンクリートにひびが入ったと。じゃあど

っちがいけないんだと。誰が悪いんだいねということも曖昧になっている状況で、どちら

の責任とも言い難い。どちらかといえば、今まで聞いている範囲の中では役場のほうがや

っぱり安価なプラスチック製の部材を使って工事をしたがためというのが原因になってい

るわけなので、役場の発注責任があるのかなということで私自身としてはそう受け止めて

おるわけなんですけれども、その補修工事につきましては費用は折半になっているわけで

すね。折半ということは、責任も半々なんじゃないかなと思うんですよ。 

      そういう大規模な工事をやったところで数百万円の階段のところに瑕疵があっていろい

ろ工事をやったという構成員の方がいきなり、いきなりといいますか、この１億数千万円

もする工事請負契約の中に、何といいますかね、一般競争入札に参加していいものなのか

どうかという議論は委員会の中でなされたんですか。 

文教厚生常任委員長（村越哲夫君） その点についての議論というのはやっておりません。     

                                         

                                         

                                         

                                         

   

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員、止めてください。 

      平形議員、これに関しましては、今、吉岡町立吉岡中学校のトイレ・給水管改修工事請

負契約の締結についてでございますので、そこのところに関しましての質疑等は外れてい

ると思うんですが、どうでしょうか。 
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１ １ 番（平形 薫君） 契約書に関しての委員会審査での質疑でございますので、私が言いたいの

は、要するに簡単なんですよ。昔そういうことがあったというふうに聞いておりますと。

そうすると、ここに税金をかけるわけなんだけれども、その工事をやる構成員の中にそう

いう方を競争入札に参加させることを是とするか非とするか、あるいは何たらかんたらを

議論したことがあるんですかと聞いているだけなんですよ。だから、これを私はこの契約

書のことについて質疑をしているんですよ。もう一度あれですよ。ご理解を願いたいんで

すけれどもね。 

議  長（岩﨑信幸君） 分かりました。じゃあそこら辺は。 

１ １ 番（平形 薫君） その点については……（「休憩」の声あり） 

議  長（岩﨑信幸君） 暫時休憩します。 

          午前１０時０２分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前１０時０５分再開 

議  長（岩﨑信幸君） 会議を再開します。 

      平形議員。 

１ １ 番（平形 薫君） そうしますと、先ほどの請負者の中の構成員がそういう私が聞き及んでい

るちょっと問題点あるかなというような方が条件付一般競争入札に入っていいもんだと、

そういうことがありましたら、委員長がそういう議論はなかったということで、じゃあ、

もう１点だけ、そういう議論あったかなというのでまた聞きますけれども、そういう構成

員が今回これを落札というか、本会議で可決されれば工事を進めていくと思うんですよね。

そうすると、その工事をし終わった後、何かちょっと瑕疵が出てきちゃったなというよう

なことがあるかもしれませんですよね。あるかもしれません。そうすると、当然、工事請

負契約ですから、国や県や町でも工事請負契約書の中に瑕疵担保責任という条項があって、

それを何かあれば適用するんだというふうには理解するんですけれども、この城山みはら

し公園とか、あるいは過去にも小学校の体育館の建設工事に伴って地下に浸透するタイル

の工事のところとか、いろいろな、やっちゃってから瑕疵が見つかったりして手直しをし

ているわけなんですよね。そういうことでいつも問題となっているのが、問題が起きて解

決するために、それはやっぱり行政の責任がというふうな話になるわけなので、そのとき

に、錦の御旗じゃないですけれども、こういう瑕疵担保責任があるんですよということで

業者に責任を追及するのが常套なんですけれども、その瑕疵担保責任というのは国あるい

は県の工事いろいろあって、町もあると思うんですけれども、その瑕疵担保責任は従来変

わらないで、そのままこの工事請負契約をやるのか、それとも、そういう数例があったの

で、瑕疵担保責任のところについては特に何かを付け加えたほうがいいんではないかとい
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うようなところ、要するに瑕疵担保責任についてのいろいろな議論というのは委員会の中

であったんですか、なかったんですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

文教厚生常任委員長（村越哲夫君） ありません。 

議  長（岩﨑信幸君） 平形議員。 

１ １ 番（平形 薫君） これはちょっと質疑だと思うんですけれども、ないということになると、

これを本会議で可決して工事をやっていく上で、そういう先ほどのうわさというのは、も

う町民みんな共通で持っていると思うんですよ。だから、そのときに、役場あるいは議会

は何やっているんだというようなところがいろいろあると思うので、ぜひ文教厚生委員会

の中でこういう議論をやったほうがいいんじゃないかなという議論もまたなかったのか、

ありましたか。 

議  長（岩﨑信幸君） 村越議員。 

文教厚生常任委員長（村越哲夫君） その中で、今言ったような話は出てきていません。多少の、あ

の公園の中のコンクリート階段の不手際の是非というんですか、いろいろな問題の話合い

というのはありませんでした。 

議  長（岩﨑信幸君） ほかにありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      村越委員長、自席にお戻りください。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２ 議案第４１号 政治倫理の確立のための吉岡町長の資産等の公開に関する条

例の一部を改正する条例 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第２、議案第４１号 政治倫理の確立のための吉岡町長の資産等の公

開に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 討論なしと認め、討論を終結します。 

      これより起立により採決を行います。 

      本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第４１号 政治倫理の確立のための吉岡町長の資産等の公開に関する条例の一部を

改正する条例を委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（岩﨑信幸君） 起立多数です。 
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      よって、議案第４１号は、委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第３ 議案第４２号 吉岡町税条例の一部を改正する条例 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第３、議案第４２号 吉岡町税条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 討論なしと認め、討論を終結します。 

      これより起立によって採決を行います。 

      本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第４２号 吉岡町税条例の一部を改正する条例を委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立をお願いします。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（岩﨑信幸君） 起立多数です。 

      よって、議案第４２号は、委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第４ 議案第４３号 訴えの提起について 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第４、議案第４３号 訴えの提起についてを議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 討論なしと認め、討論を終結します。 

      これより起立によって採決を行います。 

      本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第４３号 訴えの提起についてを委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立をお願いします。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（岩﨑信幸君） 起立多数です。 

      よって、議案第４３号は、委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第５ 議案第４４号 町道路線の認定・廃止について 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第５、議案第４４号 町道路線の認定・廃止についてを議題とします。 

      これより討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 
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議  長（岩﨑信幸君） 討論なしと認め、討論を終結します。 

      これより起立によって採決を行います。 

      本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第４４号 町道路線の認定・廃止についてを委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は起立をお願いします。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（岩﨑信幸君） 起立多数です。 

      よって、議案第４４号は、委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第６ 議案第４６号 令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管改修

工事請負契約の締結について 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第６、議案第４６号 平成２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイ

レ・給水管改修工事請負契約の締結についてを議題とします。 

      これより討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 討論なしと認め、討論を終結します。 

      これより……（「議長」の声あり）山畑議員。 

１ ２ 番（山畑祐男君） 今、平成って聞こえたんですけれども。平成２年度って聞こえたんですけ

れども、私の耳には。令和２年度じゃないんですか。 

議  長（岩﨑信幸君） 言いましたか。申し訳ない。 

      では、もう一度言い直します。 

      議案第４６号 令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管改修工事請負契

約の締結についてを議題とします。 

      これより討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 討論なしと認め、討論を終結します。 

      これより起立によって採決を行います。 

      本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第４６号 令和２年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校トイレ・給水管改修工事請負契

約の締結についてを委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（岩﨑信幸君） 起立多数です。 

      よって、議案第４６号は、委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第７ 議案第４５号 令和３年度吉岡町一般会計補正予算（第２号） 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第７、議案第４５号 令和３年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

      これから討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 討論なしと認め、討論を終結します。 

      これより採決を行います。 

      お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

      議案第４５号 令和３年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）を委員長の報告のとおり

決定することに異議はありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 異議なしと認めます。 

      よって、議案第４５号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第８ 請願の付託案件審査報告（総務産業常任委員会委員長報告） 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第８、請願の付託案件審査報告を議題とします。 

      委員会に付託した請願について報告願います。 

      総務産業常任委員会富岡委員長、お願いします。富岡総務産業常任委員長。 

              〔総務産業常任委員会委員長 富岡大志君登壇〕 

総務産業常任委員長（富岡大志君） ５番富岡です。 

      総務産業常任委員会の請願の付託案件審査報告を行います。 

      ６月１日に本会議にて議長より当委員会に付託されました請願１件につきまして、６月

４日、役場の２階大会議室において、委員全員、議長の出席及び税務会計課長、総務課長

の出席の下審査を行いましたので、その結果について報告いたします。 

      請願第２号 家族従業者の人権保障のため「所得税法第５６条の廃止を求める意見書」

採択を求める請願について、平成２２年第２回定例会の議事録、全国他市町村の採択状況、

参議院財政金融委員会調査室の作成資料などを参考に審査しました。意見としては、趣旨

は十分理解できるが、前回、平成２２年第２回定例会と同じ請願内容であるので、前回と

同様に趣旨採択にすべきとのことで意見一致がありました。審査の結果、賛成多数により

請願第２号は趣旨採択となりました。 

      以上、報告させていただきます。 

議  長（岩﨑信幸君） 委員長報告が終わりました。 
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      委員長報告に対して、質疑を行います。質疑ありませんか。坂田議員。 

９  番（坂田一広君） よく分からなかったんですけれども、前回と同様ということでありますけ

れども、前回というのはどのような議論がなされて趣旨採択になったのか、ちょっと私に

は見えてこないので、その辺お願いします。 

議  長（岩﨑信幸君） 富岡議員。 

総務産業常任委員長（富岡大志君） まず、どういう意見が出てという話なんですけれども、まず平

成２２年第２回定例会の請願の内容と同じ意見書であるという形で委員の中から意見があ

りました。それまで第５６条の廃止後の影響を懸念する声、意見とか白色申告も青色申告

も近い形での規制があるし、採択して意見書を上げてもよいのではとか、実際の申告では

厳しいチェックが入ると思うので撤廃後の影響はないのではとか、他の市町村も多くは採

択しているので採択してもよいのではないかという意見も確かにありました。 

      ただ、その中で、いろいろなことが前回と大幅に変わっていないのであれば、前回と同

じ趣旨採択に倣うべきだという意見が出まして、その意見が出たところ、その意見に対し

て賛同する意見が出る中で、意見一致に至ったという形で記憶しております。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

９  番（坂田一広君） 前回と今回とではまた委員の構成も違うわけですし、また、そういった中

で趣旨採択、要するに、その請願の趣旨は理解できるけれども実現は難しいだろうと。こ

の実現は難しいというのはどの辺で判断されたんですか。趣旨については賛同されている

わけですよね、委員会としては。 

議  長（岩﨑信幸君） 富岡議員。 

総務産業常任委員長（富岡大志君） 実現が難しいという話では、委員の意見として、出しても変わ

らないのではないかという意見はありましたが、前回の平成２２年の請願が出てから現在

までに大きな変化はないので、前回と同じにすべきだという意見は出ました。以上です。 

議  長（岩﨑信幸君） 坂田議員。 

９  番（坂田一広君） 私、最初の質問からお聞きしているんですけれども、前回の平成２２年の

議会でこの請願が出されたときにどういう議論がなされたかというのはきちんと調べられ

てやられたんですかということをお聞きしているんですけれども。 

議  長（岩﨑信幸君） 富岡議員。 

総務産業常任委員長（富岡大志君） 前回の委員会の議事録というのは確認していません。そこまで

はやっていません。議事録を資料として出しまして、その中で審査しました。だから、当

時の中でどのような委員会の中で議論があったかということについては、委員会の中では

出てきていません。 

議  長（岩﨑信幸君） ほかにありませんか。金谷議員。 
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６  番（金谷康弘君） 今、委員長の報告で、各市町村の結果を基に、そしてまた前回の吉岡町の

議会の結果を基に趣旨採択という報告だったんですけれども、委員会独自でここの問題は

所得税法第５６条、そのことについて廃止なんですけれども、そのことの内容についての

意見。あと、ここでは青色申告、白色申告、これが一番重要な点になると思うんですけれ

ども、その点についての精査、議論はなかったのでしょうか。 

議  長（岩﨑信幸君） 富岡議員。 

総務産業常任委員長（富岡大志君） ５６条と５７条の話という形でよろしいんでしょうか。（「そ

うです」の声あり）５６条の、青色申告と白色申告という部分ですよね。だから、これが

青色申告にすれば問題ない……（「その議論があったのかなかったのかということ」の声

あり） 

      質問が出まして、それに対して、青色申告にすれば５６条でいうところの制限がなくな

るんだけれども、それに対して書類等の……、ちょっと待ってくださいね、複式簿記とか

のほうはいろいろな資料の添付がたくさんあるので、その辺が難しいんじゃないかと。白

色を青色申告にするのは難しいんじゃないかという答弁はありました。 

議  長（岩﨑信幸君） よろしいですか。よろしいですね。金谷議員。 

６  番（金谷康弘君） そのほかに質疑として５６条、廃止した場合のデメリットというか、趣旨

採択にしたのですから、５６条が全て悪いということじゃなくて、５６条のメリットとい

うのもあると思うんですよ。その点についての意見は何か出ましたか。 

議  長（岩﨑信幸君） 富岡議員。 

総務産業常任委員長（富岡大志君） 確認のためちょっと時間をいただいてよろしいですか。休憩さ

せてもらっていいですか。手元に資料がありませんので、確認したいと思うので。 

議  長（岩﨑信幸君） 暫時休憩します。 

          午前１０時２５分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前１０時４５分再開 

議  長（岩﨑信幸君） 会議を再開します。 

      それでは、富岡議員。 

総務産業常任委員長（富岡大志君） 金谷議員の質問に対してお答えいたします。 

      ５６条のメリット、５６条を廃止したことについてのデメリットについての意見はあり

ました。議論はありました。 

議  長（岩﨑信幸君） よろしいですか。（「結構です」の声あり） 

      ほかにありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 
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議  長（岩﨑信幸君） 委員長報告が終わりました。 

      質疑なしと認め、質疑を終結します。 

      富岡委員長、自席にお戻りください。 

      先ほど、村越委員長が、「私の考えで述べさせてもらいますが」という表現がございま

した。それは「私の」ということなので、これに関しては削除の方向にもっていきたいと

思うのですが、皆さんのご意見をお伺いします。小池議員。 

１ ３ 番（小池春雄君） 私もそこの部分の削除は最後に求めようと思っていましたけれども、どこ

の部分を、どこからどこまでの部分というのがないと、削除すると言っても、発言をされ

た部分のどの部分を削除しますというのがないと、適当に削除しますというのはないんで

すから、不穏当な発言に関してはどの部分で、会議録でも、会議録には全てが残るんです

けれども、その中で発言を取り消された部分というところが出るんですよ。発言自体は議

事録に全て残ります。それで、発言が取り消された部分、あるいは取り消した部分という

ふうになりますから、どこを取り消すかということははっきりしておかないと。いい加減

なことはできませんよ。 

議  長（岩﨑信幸君） 暫時休憩します。 

          午前１０時４８分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前１０時５４分再開 

議  長（岩﨑信幸君） 会議を再開します。 

      先ほどの件ですが……（「どこの件だか分からないから」の声あり）村越議員が先ほど

私の意見でございますと言った部分でございます。（「議長」の声あり） 

１ ３ 番（小池春雄君） そういうんじゃなくて、議案第４６号…… 

議  長（岩﨑信幸君） そこからいきますか。 

１ ３ 番（小池春雄君） その中でのどの部分だというふうに言わなければどこだか分からないでし

ょう。 

議  長（岩﨑信幸君） 改めて、先ほど日程第６、議案第４６号 令和２年度（繰越）吉岡町立吉

岡中学校トイレ・給水管改修工事請負契約の締結についての委員長報告でございますが、

先ほど村越議員が私の考えでございますがという発言がございましたが、これに対して不

穏当な発言があったとしておりますので、これに際しましては議長権限でこれに対しまし

ては削除する形を取らせていただきます。以上でございます。よろしいでしょうか。それ

で異議はないでしょうか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 異議なしと認めます。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第９ 請願第２号 家族従業者の人権保障のため「所得税法第５６条の廃止を求め 

           る意見書」採択を求める請願 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第９、請願第２号 家族従業者の人権保障のため「所得税法第５６条

の廃止を求める意見書」採択を求める請願を議題とします。 

      討論を行います。討論ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

      これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

      この請願に対する委員長の報告は趣旨採択です。 

      請願第２号 家族従業者の人権保障のため「所得税法第５６条の廃止を求める意見書」

採択を求める請願を委員長の報告のとおり趣旨採択することに賛成の議員は起立をお願い

します。 

              〔賛成者起立〕 

議  長（岩﨑信幸君） 起立多数です。 

      したがって、請願第２号 家族従業者の人権保障のため「所得税法第５６条の廃止を求

める意見書」採択を求める請願は、趣旨採択とすることに決定しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第１１ 総務産業常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第１２ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第１３ 議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

議  長（岩﨑信幸君） 日程第１０から第１３までの各委員会の閉会中の継続調査について、吉岡

町議会会議規則第３５条により一括議題にし、採決はそれぞれ分離して行いたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 異議なしと認めます。 

      よって、一括議題と決しました。 

      各委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題とします。 

      各委員会委員長から、吉岡町議会会議規則第７１条の規定によりお手元に配りました調

査事項について、閉会中の継続調査の申出がありました。 

      これからこの申出４件を分離して採決します。 

      まず、議会運営委員会委員長からの申出についてお諮りします。 
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      委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 異議なしと認めます。 

      よって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

      次に、総務産業常任委員会委員長からの申出についてお諮りします。 

      委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 異議なしと認めます。 

      よって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

      次に、文教厚生常任委員会委員長からの申出についてお諮りします。 

      委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 異議なしと認めます。 

      よって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

      次に、議会広報常任委員会委員長からの申出についてお諮りします。 

      委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

議  長（岩﨑信幸君） 異議なしと認めます。 

      よって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

町長挨拶 

議  長（岩﨑信幸君） これで本日の会議を閉じます。 

      以上で令和３年第２回定例会の日程が全て終了しました。 

      閉会の前に、町長の挨拶の申入れを許可します。 

      柴﨑町長。 

              〔町長 柴﨑德一郎君登壇〕 

町  長（柴﨑德一郎君） 定例会閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

      議案１１件を上程させていただき可決いただきまして、大変ありがとうございました。

厚く御礼申し上げます。議決いただきました施策等を着実に速やかに取り組んでまいりた

いと考えております。 

      これから梅雨を迎えます。突発的な集中豪雨等による風水害への備え等、十分留意しな

がら、町政運営に当たっていきたいと考えております。 

      また、本議会における各議案審議の過程及び一般質問の中で賜りましたご指摘、ご意見
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に対しましては、今後町政執行の中で留意してまいりたいと思っております。そして、円

滑な事業の推進を図るよう、職員には指示、指導を徹底していきたいと思っております。 

      新型コロナウイルス感染症への対応については、高齢者の１回目のワクチン接種が順調

に推移し、６月７日現在、群馬県下で２５％を超えました。そして、一般県民の接種に向

けた県央ワクチン接種センターの開設準備が進んでおります。今後とも得られた情報を基

に、追加施策の必要が生じましたら速やかに対応してまいりたいと考えております。 

      議員皆様におかれましては、ますます健康に十分ご留意の上、ご活躍くださいますよう

ご祈念申し上げ、閉会に当たっての挨拶に代えさせていただきます。 

      大変お世話になりました。ありがとうございました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉  会 

議  長（岩﨑信幸君） 以上をもちまして、令和３年第２回吉岡町議会定例会を閉会します。 

          午前１１時０２分閉会 
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